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序説 

 

「総合計画」とは、まちの将来像を示すとともに、市政を総合的、計画的に運営するた

め、各分野における計画や事業の指針を明らかにするもので、静岡市の総合計画は、「基本

構想」「基本計画」「実施計画」の３層から構成されています。 

「基本構想」では、まちの将来像や市政運営の方向性を示し、「基本計画」では、基本構

想を実現するために、何をどのように実行していくかを示し、「実施計画」では、基本計画

に基づく具体的な取組を定めています。 

 

（１）基本構想 

「第５次静岡市総合計画」（以下、「５次総」という。）では、静岡市が描く「目指すま

ちと暮らしの姿」として、「誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じ

られるまち」を掲げています。 

人々が安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるよう共創の市政運

営を行えば、このまちは、人々が住み続けたい、移住して住みたいまちになります。 

その結果、「世界に輝く静岡の実現」へとつながっていきます。 

 

（２）基本計画 

静岡市が直面している様々な課題を解決するためには、行政の力だけではなく、社

会全体の力による「共働・共創」が不可欠という認識のもと、行政が、市民・地域社

会・企業・教育機関などとともに、何をどのように実行していくべきかを示します。 

 

（３）実施計画 

基本計画の「分野別の政策」に掲げる「目指すべき未来像」を実現するための具体

的な取組を定めるものです。 

実施計画は、社会経済状況の変化などを踏まえ、毎年度改定を行います。計画の期

間は５年間とし、将来５年間に予定している取組を登載します。 

あわせて、中長期的な視点で、持続可能な財政運営を行うため、今後の財政見通し

を示します。 

なお、実施計画については、「静岡市議会の議決すべき事件等を定める条例」第３条

の規定に基づき、市長が策定、変更又は廃止をしたときは、市議会に報告することと

されています。 
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第１ 

分野別の政策 
 

 

１ 共生・福祉・健康  

２ 防災・消防・防犯 

３ こども・子育て 

４ 教育・人づくり 

５ 経済・産業 

６ 観光・スポーツ・文化 

７ 都市・社会基盤 

８ 環境・森林 

９ 行政経営  
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第１ 分野別の政策 

 

１ 分野別の政策体系と取組内容について 

  基本計画における「分野別の政策」を構成する取組については、各分野の政策及び施策

の方向性に沿って整理し、目的や役割を明確にした上で、計画的かつ着実に推進していき

ます。 

  また、施策ごとに成果指標を設定し、数値目標の達成状況を適切に把握しながら評価・

検証を行います。その結果を踏まえて取組内容を見直し、施策の質の向上につなげていき

ます。 

 

２ 取組内容の記載について 

（１）取組名 

   各取組の名称を示します。 

   複数の分野・政策・施策に位置付けられる取組については、★印を記載しています。 

（２）取組の内容 

   各取組の内容を示します。 

（３）事業費（百万円） 

   2026 年度から 2030 年度の事業費の計を示します。（百万円未満切り上げ） 

   ※事業費は、直近５年間の財政見通しを踏まえ、この期間中の投資的経費を中長期的

な展望で示すものとして計上しています。 

   ※ソフトの取組や事業については、その時々の社会情勢を踏まえ、継続的な取組に加 

え、臨時的な取組なども含まれていることから、事業費の金額は明示していません。 

    （ソフトの取組など投資的経費に属さないものは、「－」と表示しています。） 

（４）担当課 

   2026 年度以降の各取組の所管課を示します。 

（５）取組の掲載順について 

   各取組の掲載順は、行政組織上の部局順に従い掲載されています。 

取組の重要度や優先順位を示すものではありません。 

 

※記載例 

（１） 

取組名 

（２） 

取組の内容 

（３） 

事業費 

（百万円） 

（４） 

担当課 

○○施設の整備 

○○を目的とした拠点施設を整備する。 

・供用開始予定 ○○年〇月 

・対象施設   ○○ 

○○〇 ○○課 
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１　共生・福祉・健康

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （地域活動・市民活動） 01

02

03

02 （共生） 01

02

03

04

様々な国籍や文化を持つ市民が地域において
交流・協働することで、誰もが安心して暮ら
せる多文化共生を進めます

障がい者やその家族等が希望どおりの暮らし
を送るための社会づくりを進めます

誰もが社会とのつながりと居場所があると感じられる地域の中で、
安心して心身ともに健やかに暮らすことができるまち

　人口減少や高齢化、価値観や暮らし方の多様化により、社会環境は大きく変化しています。地域では、人と人との
つながりの希薄化や地域団体等の担い手不足が進み、支え合いの仕組みが弱まりつつあります。
　また、性別、国籍、障がいの有無といった多様性に関する理解の浸透が十分でない場合、お互いの背景や価値観の
違いを十分に理解できず、不安や戸惑いを感じてしまう場面があります。さらに、福祉に関する困りごとは複雑化・
複合化し、従来の対応では十分に応えられない状況が生じています。
　健康・医療においては、生活習慣の変化によって、様々な健康課題が顕在化する中、健康寿命の延伸に向けた取組
が必要となります。また、高齢化等に伴う医療需要の増加への対応や、災害や感染症への備え等も含め、地域の実情
に合った医療提供体制を整えることが求められています。

性別や国籍・民族の違いや、障がいの
有無などにかかわらず、お互いを尊重
し合い、多様な価値観を受け入れる共
生のまちにします

地域社会のつながりを深め、市民が支
え合うまちにします

地域福祉を支える担い手の活動を下支えし、
困りごとを抱える人々への支援体制を強化し
ます

地域課題の解決に取り組む市民活動の輪を広
げ、地域の力で共に支え合う社会づくりを下
支えします

【政策体系図】

動物の適正な飼養を推進することにより、人
と動物が穏やかに共生できるようにします

地域コミュニティの中核である自治会・町内
会における誰もが参加しやすい組織づくりを
下支えし、住民同士のつながりを強化します

ジェンダー平等に基づき、市民一人ひとりが
希望する生き方を選択できる環境整備や社会
づくりを進めます

政策 施策
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03 （地域福祉） 01

02

03

04 （健康増進） 01

05 （地域医療） 01

02

いつまでも健康で生きがいを持って暮
らすことができるまちにします

障がい者やその家族等が希望どおりの暮らし
を送るための支援体制の整備や、社会づくり
を進めます

高齢者が安心して暮らせる体制を整備するた
めに、高齢者福祉・介護サービスや終活支援
を充実させます

福祉の支援を充実させ、困りごとを抱
える人が安心して生活を送ることがで
きるまちにします

質の高い医療の確保や災害医療、感染
症等への対応を通じて、市民が安心し
て暮らすことができるまちにします

必要な医療資源を確保すること等により、医
療需要に即した医療提供体制を確保します

災害、感染症等の生命及び健康の安全を脅か
す事態に対応する医療提供体制を確保します

健康リスクの早期発見・早期介入により、か
らだとこころの健康支援を充実させるととも
に、市民主体の介護予防に取り組む環境を整
備します

相談機能の強化や就労・居住支援等の充実に
より、複雑化・複合化した困りごとを抱える
人への支援体制を整備します
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

（新）「自治会等行政連絡
事務システム」の構築・運
用

― 市民自治推進課

（新）デジタル人材による
自治会・町内会DX化サポー
ト

― 市民自治推進課

（新）自治会・町内会の加
入促進

― 市民自治推進課

連合自治組織運営費に対す
る助成

― 市民自治推進課

集会所建設費等に対する助
成

139 市民自治推進課

コミュニティ活動用具整備
事業に対する助成

― 市民自治推進課

地域連絡事務の嘱託 ― 市民自治推進課

自治会・町内会が抱える地
域課題解決の支援

― 区役所地域総務課

広報紙や文書配付等、市と地域住民との間の連絡事務
を自治会・町内会や連合自治組織に嘱託する。

職員によるアウトリーチ活動等により、自治会・町内
会から意見を聴取し、地域の課題解決を支援する。

市と自治会・町内会との間の通知や照会、申請手続等
を一元的に処理するためのシステムを構築する。

自治会・町内会にデジタル人材を派遣し、デジタル
ツールを活用した業務効率化を促進する。

自治会・町内会活動の意義、活動内容等の周知や、加
入の呼びかけを行う役員等の支援を行う。

静岡市自治会連合会、各区自治会連合会、学区・地区
連合自治組織の運営費を助成する。
・補助額　要綱等に定める額

自治会・町内会が行う集会所の新築や修繕、賃借等に
要する経費を助成する。
・補助額　（新築の場合）
　　　　　１㎡当たりの経費×補助対象面積×7/10

自治会・町内会の活動に必要なみこし等の用具や放送
設備、掲示板整備に要する経費を助成する。
・補助額　補助対象経費の45/100

互いに助け合う暮らしやす
いまちだと思う市民の割合

55.3%（2025年） 65.0%

自治会・町内会は、地域社会のつながりを支える中核である。その活動の負担の増大、役員の担い手不足、住民の
参加の減少が大きな社会課題となっている。

■課題解決のための取組

取組の内容

政策１：（地域活動・市民活動）
地域社会のつながりを深め、市民が支え合うまちにします

施策１：地域コミュニティの中核である自治会・町内会における誰もが参加しやすい組織づくりを下
支えし、住民同士のつながりを強化します

自治会・町内会活動に参加
した経験がある市民の割合

76.3％（2025年） 82.3%

自治会・町内会加入率 71.5％（2025年） 71.8%
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

ふるさと応援寄附金等によ
るNPO等指定寄附事業費補
助金の交付

― 市民自治推進課

市民活動センターの運営 ― 市民自治推進課

市民活動団体からの提案に
よる行政との協働事業の実
施

― 市民自治推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

民生委員の活動内容、活動
範囲の明確化

― 福祉総務課

市民生委員児童委員協議会
補助金の交付

― 福祉総務課

民生委員は地域を支える担い手である。社会問題の多様化・複雑化により、その活動の負担が増大している。ま
た、なり手不足により、欠員が生じており、民生委員による支援が行き届かない場合がある。
保護司についても、なり手が不足しており、保護観察がつかない人など、立ち直り支援を必要とするにもかかわら
ず保護司の支援が受けられない場合がある。

■課題解決のための取組

取組の内容

民生委員の活動内容・範囲を明確にし、不用な業務や
重複する業務を削減することで、活動を下支えする。

静岡市民生委員児童委員協議会の運営及び事業活動の
諸経費を助成する。
・対象経費　旅費、需用費　等
・補助率　1/2　　上限額　164.8万円

市民がふるさと応援寄附金の寄附先として指定した市
民活動に対して、寄附金を財源に助成する。
・対象経費　補助事業に要する経費
・補助率　寄附金額に応じて決定する

市民活動に関する相談対応や協働に関する調整支援等
を行う市民活動センターを運営する。

市民活動団体から提案を受けて、市民活動団体と市の
協働事業を試行的に実施する。

施策３：地域福祉を支える担い手の活動を下支えし、困りごとを抱える人々への支援体制を強化しま
す

互いに助け合う暮らしやす
いまちだと思う市民の割合

55.3%（2025年） 65.0%

互いに助け合う暮らしやす
いまちだと思う市民の割合

55.3%（2025年） 65.0%

市民活動団体は、行政の支援が届きにくい地域の身近な課題の解決に取り組んでいる。しかし、その活動は、市民
や企業、行政との連携が十分でないため、複雑化・多様化する地域課題の解決を効果的に進められていない場合が
ある。

■課題解決のための取組

取組の内容

施策２：地域課題の解決に取り組む市民活動の輪を広げ、地域の力で共に支え合う社会づくりを下支
えします

NPO、ボランティア活動に
参加した経験がある市民の
割合

22.4％（2025年） 27.7%
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地区民生委員児童委員協議
会活動費負担金の拠出

― 福祉総務課

福祉ボランティア団体連絡
協議会補助金の交付

― 福祉総務課

保護司会補助金の交付 ― 福祉総務課

シルバー人材センター補助
金の交付

― 高齢者福祉課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

（新）出産等を機に離職し
た女性に対する再就労の支
援★

― 社会的包摂推進課

人権擁護委員会補助金の交
付

― 社会的包摂推進課

困難な問題を抱える女性へ
の支援の実施

― 福祉総務課

出産等を機に離職した女性に対し、デジタルスキル習
得及び就労の支援を行う。

人権尊重の考え方を周知するため、静岡人権擁護委員
協議会等に補助金を交付する。
・対象経費　人権啓発活動等に関する事業費
・補助率　　95/100

各福祉事務所に女性相談支援員を配置し、ＤＶ被害者
等の保護と自立に向けた相談支援を実施する。

ジェンダーに基づく様々な
困難を抱える人（性的少数
者、男性、女性）に対する
支援を知らない人の割合

58.6%（2025年） 45.0％以下

固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることなどから、市民一人ひとりが希望する生き方を選べる環境が十
分に整っていない。また、性差に関する偏見などジェンダーに基づく様々な困難への相談・支援体制も不十分であ
る。

■課題解決のための取組

取組の内容

ボランティア団体連絡協議会が実施する活動支援、広
報啓発等事業に係る諸経費を助成する。
・対象経費　報償費、需用費　等
・補助率　　2/3　上限額　46.1万円

静岡市保護司会連絡協議会が実施する更生保護活動、
広報啓発等事業に係る諸経費を助成する。
・対象経費　人件費、需用費　等
・補助率　　1/2　上限額　401.8万円

シルバー人材センターに対する助成を行う。
・対象経費　補助事業に要する経費
・補助上限　対象経費（センターが得る国庫補助金の
額を除く）の1/2

政策２：（共生）
性別や国籍・民族の違いや、障がいの有無などにかかわらず、お互いを尊重し合い、多
様な価値観を受け入れる共生のまちにします

施策１：ジェンダー平等に基づき、市民一人ひとりが希望する生き方を選択できる環境整備や社会づ
くりを進めます

固定的な性別役割分担意識
に反対する人の割合

70.0%（2025年） 75.0％以上

民生委員法に基づく地区民生委員児童委員協議会の活
動負担金を交付し活動を支援する。
・対象経費　実費弁償費、活動調査費　等
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

多文化共生総合相談セン
ターの運営

― 社会的包摂推進課

（新）留学生が住みやすい
まちの推進

― 社会的包摂推進課

自治体国際化協会負担金の
拠出

― 社会的包摂推進課

静岡市国際交流協会運営事
業等補助金の交付★

― 社会的包摂推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

国際交流及び多文化共生に資する活動を行う静岡市国
際交流協会に補助金を交付する。
・対象経費　人件費、報償費、需用費等
・補助率　　予算の範囲内

施策３：障がい者やその家族等が希望どおりの暮らしを送るための社会づくりを進めます

障がいのある人と障がいの
ない人の地域における共生
が進んでいると思う人の割
合

障がいのある人:14.3%
障がいのない人:13.9%

（2022年）

障がいのある人:30.0%
障がいのない人:30.0%

障がい福祉分野では、障がいのある人も地域社会の一員として暮らすことができるよう、制度の整備が進められて
いる。それに伴い、障がいのある方やその家族の困りごとが、地域生活を中心としたものに変化している。その結
果、一人ひとりの希望に合わせたきめ細やかな支援が十分に行き届かないことがある。

静岡市の外国人住民数は、留学生の増加等により10年前と比べ約２倍になっている。地域において外国人を見掛け
ることも増えたが外国人との付き合いは少なく、また、多文化共生を不安に感じる人もいる。国籍や文化にかかわ
らず、住んでいる人すべてが互いに認め合い、助け合う多文化共生についての理解の浸透が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

外国人住民に関する生活相談や情報提供を多言語で行
う窓口を運営する。
・実施場所　市役所内

学校や地域行事に留学生が参加する機会をつくり交流
を促進する。

地域の国際化推進のため地方公共団体の共同組織とし
て設置された自治体国際化協会に負担金を支出する。

日本で参加している活動が
何もないと回答する外国人
住民の割合

39.8%（2020年） 30.0%

多文化共生が「重要ではな
い」又は「どちらかといえ
ば重要ではない」と回答し
た日本人住民の割合

5.6%（2021年） 3.5%

施策２：様々な国籍や文化を持つ市民が地域において交流・協働することで、誰もが安心して暮らせ
る多文化共生を進めます

「静岡市は暮らしにくい」
「少し暮らしにくい」と思
う外国人住民の割合

5.1%（2020年） 3.3%
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

地域活動支援センター事業
費補助金の交付★

― 障害福祉企画課

障害福祉団体補助金の交付
★

― 障害福祉企画課

障がいのある人のイベント
等参加促進に向けた庁内の
連携強化★

― 障害福祉企画課

障がいのある人の社会参加
促進による相互理解の機会
の確保★

― 障害福祉企画課

障害者スポーツフェスティ
バル補助金の交付★

― 障害福祉企画課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

動物愛護センターの再整備 945 動物愛護センター

子猫ボランティア支援の実
施

― 動物愛護センター

動物愛護精神の普及に向け
たセミナー等の実施

― 動物愛護センター

ボランティア等との協働に
よるイベントの実施

― 動物愛護センター

■課題解決のための取組

取組の内容

葵区千代へ移転し、施設の新設を行う。
・供用開始予定　2028年3月

飼い主のいない子猫の譲渡、飼養を行うボランティア
（個人、団体）に対し支援を行う。

学校、自治会等にて動物愛護教室やペット防災等の講
座を実施し、動物愛護精神の普及を図る。

ボランティアやドッグトレーナー等と協働し、譲渡会
や犬のしつけ方教室等のイベントを実施する。

障がい者や福祉施設等の参画により企画運営されるス
ポーツフェスティバルの開催に係る補助を実施する。
・対象経費　開催に必要な経費
・補助率　　10/10（上限22.8万円）

施策４：動物の適正な飼養を推進することにより、人と動物が穏やかに共生できるようにします

動物関連イベントへの参加
者数

546人（2024年） 850人

行政による犬猫の保護等に必要な設備や環境の整備が十分に行われていない。また、動物愛護精神に関する普及・
啓発が不足し、不適切な動物の飼養等の問題が生じている。

■課題解決のための取組

取組の内容

障がいのある人の創作、生産活動、交流を支援する地
域活動支援センターの運営に係る経費を助成する。
・対象経費　運営費等
・補助率　　10/10（補助基準額を上限）

障がい者等の自立と社会参加の促進、福祉の向上を目
的とする団体の活動に対する補助を実施する。
・対象経費　報酬、賃金、旅費、需用費等
・補助率　　10/10（補助基準額を上限）

市が開催する各種イベントにおいて、障がいへの配慮
を充実させ、障がい者が社会参加する機会を増やす。

障がいのある人の社会参加を促進し、人々が交流する
ことで、相互に障がいを理解を深める機会を増やす。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

成年後見制度利用の促進 ― 福祉総務課

市社会福祉協議会地域福祉
推進事業補助金の交付

― 福祉総務課

日常生活自立支援事業補助
金の交付

― 福祉総務課

居住不安定者の居宅生活へ
の移行支援の実施

16 福祉総務課

要保護世帯の不動産担保型
生活支援資金の実施

16 福祉総務課

生活困窮者に対する自立相
談支援の実施

50 福祉総務課

静岡市救護所の設備修繕の
実施

23 福祉総務課

地域福祉交流プラザ管理運
営の実施

― 福祉総務課

清水社会福祉会館空調設備
更新の実施

121 福祉総務課

静岡市救護所のろ過器と空調機器の設備修繕を行う。

地域福祉交流プラザの管理運営を行う。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　城東保健福祉エリア内の当該施設

清水社会福祉会館の空調設備を更新する。
・実施時期　2026年度
・実施場所　清水社会福祉会館

判断能力が低下しても地域で安心して自分らしく生活
できるよう、成年後見制度の利用を促進する。

静岡市社会福祉協議会が実施する地域福祉推進事業に
係る諸経費を助成する。
・対象経費　人件費、需用費　等
・補助率　1/2　上限額　10,200万円

静岡市社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事
業事業に係る諸経費を助成する。
・対象経費　人件費、需用費　等
・補助率　　1/2　上限額　8,276.2万円

生活保護受給者及び生活困窮者への入居支援や見守り
支援等を実施する「居住支援員」を配置する。

静岡県社会福祉協議会が実施する要保護高齢者世帯へ
の生活資金貸付事業に係る諸経費を助成する。

生活困窮者の相談窓口である『静岡市暮らし・しごと
相談支援センター』を設置して、相談・支援を行う。
・実施場所　各区１箇所

高齢・障がいなど福祉の各分野で支援を進めてきたが、8050問題や社会的孤立などの複数の分野を横断した困りご
とを抱えている人への支援が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

政策３：（地域福祉）
福祉の支援を充実させ、困りごとを抱える人が安心して生活を送ることができるまちに
します

施策１：相談機能の強化や就労・居住支援等の充実により、複雑化・複合化した困りごとを抱える人
への支援体制を整備します

互いに助け合う暮らしやす
いまちだと思う市民の割合

55.3%（2025年） 65.0%

自立に向けての改善が見ら
れた者の割合

93.6％（2025年） 95.0%
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城東保健福祉エリア保健福
祉複合棟空調設備更新の実
施

66

福祉総務課
障害福祉企画課
地域リハビリテー

ション推進センター

保健所総務課

（新）障がい分野の一括相
談支援窓口の試行設置★

―

障害福祉企画課
安心感がある温か

い社会推進課
精神保健福祉課

（新）相談支援実績に対す
るインセンティブ導入に向
けた実証研究

―

障害福祉企画課
安心感がある温か

い社会推進課
精神保健福祉課

成果連動型民間委託契約方
式（ＰＦＳ）による新たな
就労支援制度の推進

―
地域包括ケア推進

課

高齢者等就労促進のための
環境整備

―
地域包括ケア推進

課

福祉の困りごとに対する
チーム支援
（重層的な支援体制の整
備）

―
安心感がある温か

い社会推進課

（新）生きづらさを抱える
方のための居場所の整備

―
安心感がある温か

い社会推進課
精神保健福祉課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

高齢者施設等設備整備事業
費補助金の交付

― 高齢者福祉課

高齢者の生きがいと健康づ
くり推進事業費補助金の交
付

― 高齢者福祉課

高齢者施設に非常用自家発電設備等の整備費用を助成
し、災害時の事業継続体制を構築する。
・対象経費　非常用自家発電設備等整備費
・補助率　　国2/4、市1/4、事業者1/4

ねんりんピック静岡市選手団の派遣に対する助成を行
う。
・対象経費　ねんりんピックへ静岡市選手団を派遣す
るための負担金経費

終活について、考えてはい
るが特に取り組んでいない
人の割合

41.7%（2025年） 38.7%

高齢化が進み、人口構成が変化する中、必要な高齢者福祉サービスの提供体制を維持する必要があるとともに、高
齢者施設の多世代利用など、地域社会とのつながりを創出する新たなニーズへの対応の必要性が高まっている。さ
らに、頼れる身寄りのない高齢者が増えてきており、人生の最終段階の“もしも”のときに備える取組の必要性が
高まっている。

■課題解決のための取組

取組の内容

生きづらさを抱える方が、気軽に立ち寄り又は支援に
つながることができる居場所を整備する。
・実施時期　2026年度～

産学官連携し、相談内容と地域の実情を総合的に踏ま
えた評価基準を作成するための実証研究を行う。
・実施時期　2026年度～

城東保健福祉エリア保健福祉複合棟において、全22系
統中、残りの８系統の空調設備を更新する。
・実施時期　2026年度
・実施場所　城東保健福祉エリア

施策２：高齢者が安心して暮らせる体制を整備するために、高齢者福祉・介護サービスや終活支援を
充実させます

高齢者福祉・介護サービス
が利用しやすいと思う人の
割合

76.0%（2025年） 80.0%

成果に応じて委託料を支払うＰＦＳの手法を活用し、
インクルーシブ雇用を推進する。
・実施時期　2024年度～2026年度

ミドル・シニア向け就労相談窓口「ＮＥＸＴワークし
ずおか」の運営費を負担する。
・対象経費　窓口運営に係る費用（人件費など）
・負担割合　10／10

関係機関による重層的支援会議を開催するとともに、
アウトリーチ等を通じた継続的支援などを実施する。

障がい種別（身体・知的・精神）ごとに設けている相
談支援窓口を、試行的にまとめて、機能を強化する。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　城東保健福祉エリア
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単位老人クラブ補助金の交
付

― 高齢者福祉課

老人クラブ連合会補助金の
交付

― 高齢者福祉課

老人つどいの家設置・運営
費補助金の交付

― 高齢者福祉課

高齢者生きがいセンター設
置費補助金の交付

― 高齢者福祉課

高齢者社会参加促進事業補
助金の交付

― 高齢者福祉課

浄見荘運営管理費補助金の
交付

― 高齢者福祉課

高齢者生活福祉センターの
改修

19 高齢者福祉課

養護老人ホームの更新 54 高齢者福祉課

軽費老人ホーム事務費補助
金の交付

― 高齢者福祉課

世代間交流センターの改
修・更新

103 高齢者福祉課

老人福祉センターの改修・
更新

241 高齢者福祉課

がん末期の方の在宅介護支
援補助金の交付

― 介護保険課

介護サービス生産性向上の
ためのICT導入支援

― 介護保険課

介護保険施設防災改修等事
業費補助金の交付

44 介護保険課

地域包括支援センター（ま
るけあ）の運営

―
地域包括ケア推進

課

老人福祉センターの中規模改修、空調更新等を行う。
・実施場所　長尾川老人福祉センター等

がん末期の方が介護保険と同等のサービスを利用した
場合に、その費用の一部を補助する。
・補助率　介護保険同等サービス費用の9/10（上限
4.5万円/月）他

健康状態の見える化による認定者の健康意識向上と事
業所のデータ活用で重度化防止を図る。
・実施時期　2026年度

介護施設に対して非常用自家発電設備等の整備費用を
助成し、災害時の事業継続体制を構築する。
・上限額　　１事業当たり773万円
・補助率　　国10/10

高齢者の暮らしを支える地域の総合相談窓口として、
高齢者や家族への包括的な支援を行う。
・実施場所　各受託者が設置する事務所

高齢者社会参加促進事業を行う者に対する助成を行
う。
・対象経費　高齢者社会参加促進に要する経費
・上限額　7.3万円

浄見荘の管理運営に対する助成を行う。
・対象経費　浄見荘の管理運営に係る水道光熱費、修
繕費等に要する経費
・上限額　81万円

井川高齢者生活福祉センター設備改修を行う。
・実施場所　井川高齢者生活福祉センター

清水松風荘の空調更新を行う。
・実施場所 清水松風荘

軽費老人ホーム入居者の負担軽減のため事務費の一部
助成を行う。
・対象経費　軽費老人ホームの運営に係る事務費
・補助率　　10/10以内

世代間交流センターの中規模改修、空調更新を行う。
・実施場所　清水北部交流センター等

単位老人クラブに対する助成を行う。
・対象経費　単位老人クラブの実施する事業に要する
経費
・上限額　9.6万円

老人クラブ連合会に対する助成を行う。
・対象経費　連合会の実施する事業に要する経費

老人つどいの家の設置及び運営に対する助成を行う。
・対象経費　設置及び運営に要する経費
・上限額　設置費：50万円、運営費：５万円

高齢者生きがいセンターに係る設備整備又は備品購入
に対する助成を行う。
・対象経費　備品、修繕料、建設費
・上限額　　100万円（新築200万円）
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生活支援体制の整備 ―
地域包括ケア推進

課

かけこまち七間町（認知症
ケア推進センター）の運営
★

―
地域包括ケア推進

課

認知症疾患医療センターの
運営

―
地域包括ケア推進

課

「生涯活躍のまち」の推進
（ＣＣＲＣ）

―
地域包括ケア推進

課

終活支援優良事業者の認証 ―
安心感がある温か

い社会推進課

エンディングプラン・サ
ポートの実施

―
安心感がある温か

い社会推進課

終活情報の登録・伝達 ―
安心感がある温か

い社会推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

公設の障がい福祉施設の在
り方検証

― 障害福祉企画課

公設の障がい福祉施設の維
持管理

45 障害福祉企画課

障害者福祉施設等整備事業
費補助金の交付

382 障害福祉企画課

取組の内容

公設施設と民間事業所との役割分担を整理し、今後の
運営方針を決定し、施設整備の内容に反映させる。

指定管理施設の安全かつ安定的な運営のため、必要な
修繕の実施する。
・対象施設：いこいの家など10箇所

民間社会福祉施設等の施設整備をに必要な補助を行
い、障害福祉サービスを充実する。
・対象経費　工事費等
・補助率　　3/4（一部補助基準上限額を設定）

施策３：障がい者やその家族等が希望どおりの暮らしを送るための支援体制の整備や、社会づくりを
進めます

障がいのある人と障がいの
ない人の地域における共生
が進んでいると思う人の割
合

障がいのある人:14.3%
障がいのない人:13.9%

（2022年）

障がいのある人:30.0%
障がいのない人:30.0%

障がい福祉分野では、障がいのある人も地域社会の一員として暮らすことができるよう、制度の整備が進められて
いる。それに伴い、障がいのある方やその家族の困りごとが、地域生活を中心としたものに変化している。その結
果、一人ひとりの希望に合わせたきめ細やかな支援が十分に行き届かないことがある。

■課題解決のための取組

認知症の本人・家族を中心とした総合的な支援及び広
く市民向けの情報提供を行う拠点を運営する。
・実施場所　かけこまち七間町

認知症の人とその家族の支援のため、認知症疾患にお
ける鑑別診断や専門医療相談などを行う。
・実施場所　静岡市認知症疾患医療センター３ヶ所

市内の２モデル地区で、中高年齢者の社会参加・多世
代交流の取組を実施し、健康寿命の延伸に寄与する。
・実施場所　葵おまち地区及び駿河共生地区

市の基準を満たす事業者を「終活支援優良事業者」と
して認証する。

市民が終活支援優良事業者と締結する死後事務委任契
約に関して、市民に寄り添いサポートを行う。

市民から事前に登録された終活情報について、指定さ
れた者等からの照会に応じて伝える。

高齢者の居場所づくりや生活支援等、地域での支え合
いの仕組みづくりの体制を整備する。
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地域生活支援拠点等を中心
とした面的な支援体制の整
備

― 障害福祉企画課

障がい者就労アセスメント
のICTツールの普及

― 障害福祉企画課

授産製品の販売促進 ― 障害福祉企画課

福祉ホーム補助金の交付 ― 障害福祉企画課

盲人ホーム事業補助金の交
付

― 障害福祉企画課

地域活動支援センター事業
費補助金の交付★

― 障害福祉企画課

障害福祉団体補助金の交付
★

― 障害福祉企画課

基幹相談支援センターの設
置

― 障害福祉企画課

障がいのある人のイベント
等参加促進に向けた庁内の
連携強化★

― 障害福祉企画課

障がいのある人の社会参加
促進による相互理解の機会
の確保★

― 障害福祉企画課

障害者スポーツフェスティ
バル補助金の交付★

― 障害福祉企画課

専門性の高い意思疎通支援
事業の実施

― 障害福祉企画課

（新）障がい分野の一括相
談支援窓口の試行設置★

―

障害福祉企画課
安心感がある温か

い社会推進課
精神保健福祉課

重症心身障がい児（者）支
援対策事業（ライフサポー
ト事業）の実施

― 障害者支援推進課

自動車運転免許等取得助成
事業の実施

― 障害者支援推進課

障がい種別（身体・知的・精神）ごとに設けている相
談支援窓口を、試行的にまとめて、機能を強化する。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　城東保健福祉エリア

市が開催する各種イベントにおいて、障がいへの配慮
を充実させ、障がい者が社会参加する機会を増やす。

障がいのある人の社会参加を促進し、人々が交流する
ことで、相互に障がいを理解を深める機会を増やす。

障がい者や福祉施設等の参画により企画運営されるス
ポーツフェスティバルの開催に係る補助を実施する。
・対象経費　開催に必要な経費
・補助率　　10/10（上限22.8万円）

視覚・聴覚の重複障がい者等の意思疎通や移動を支援
する手話通訳者等の養成及び派遣を行う。

重度の障がいがある方に通所施設でショートステイを
提供する事業者に事業費を補助する。
・対象経費　給料、消耗品費及び委託料
・補助率　　原則2/3

①障害のある方に運転免許取得費を補助する。
②障害対応の運転装置への改造費を補助する。
・対象経費　①教習費用②改造費
・補助率　　①1/2②10/10（ともに上限10万円）

障がいのある人の工賃の向上を目的として、障害者就
労施設の自主製品の展示・販売等を実施する。

住まいの提供とともに日常生活上の支援を行う福祉
ホームの運営に係る経費を助成する。
・対象経費　給料、消耗品費、修繕費、委託料
・補助率　　10/10（補助基準額を上限）

あん摩マッサージ指圧免許等を持つ視覚障がい者の自
立を支援する盲人ホーム運営に係る経費を助成する。
・対象経費　報酬、給与、修繕費、委託料等
・補助率　　10/10（300万円を上限）

障がいのある人の創作、生産活動、交流を支援する地
域活動支援センターの運営に係る経費を助成する。
・対象経費　運営費等
・補助率　　10/10（補助基準額を上限）

障がい者等の自立と社会参加の促進、福祉の向上を目
的とする団体の活動に対する補助を実施する。
・対象経費　報酬、賃金、旅費、需用費等
・補助率　　10/10（補助基準額を上限）

市民への相談支援と他分野の相談支援機関への助言等
を通じて、地域の中核を担う機関を各区に設置する。

緊急対応等を行う拠点を増やし、連携を強化するコー
ディネーターを配置し、身近な支援体制を整備する。

障がい者の就労面での客観的な能力・適性評価を実施
し、一般企業等での就労や生産性向上につなげる。
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精神科救急医療対策の実施 ― 精神保健福祉課

精神障害者家族等相談員相
談事業費補助金の交付

― 精神保健福祉課

市断酒会補助金の交付 ― 精神保健福祉課

静心会補助金の交付 ― 精神保健福祉課

心明会補助金の交付 ― 精神保健福祉課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

清水保健福祉センター中規
模・設備改修等の実施

284 健康づくり推進課

南部保健福祉センター中規
模改修の実施

43 健康づくり推進課

特定健康診査の実施 ― 健康づくり推進課

生活習慣病やがん罹患者数が増加している。
健康寿命延伸のための魅力的・効果的な介護予防プログラムの提供が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

清水保健福祉センターの設備等改修を実施する。
・実施時期　2027年度～2028年度

南部保健福祉センター中規模改修を実施する。
・実施時期　2026年度

40歳から74歳までの静岡市国民健康保険加入者に対
し、生活習慣病予防の健康診査を実施する。

政策４：（健康増進）
いつまでも健康で生きがいを持って暮らすことができるまちにします

施策１：健康リスクの早期発見・早期介入により、からだとこころの健康支援を充実させるととも
に、市民主体の介護予防に取り組む環境を整備します

健康寿命(厚生労働省科学
研究班)

男性:73.37歳(4位)
女性:75.84歳(8位)

※()内は指定都市内順位
（2022年）

男性:74.18歳(1位)
女性:76.56歳(1位)

※()内は指定都市内順位

自殺死亡率（人口10万人あ
たりの自殺者数）

13.97人（2025年） 13.00人

休日・夜間等における緊急時の迅速かつ適切な精神科
医療及び保護を実施するための体制を構築する。

精神障がい者の家族会が実施する本人及び家族を対象
とした相談事業に対して補助金を交付する。
・補助額　2.1万円/人

市断酒会が実施する酒害相談や酒害予防活動に対して
補助金を交付する。
・補助額　122.4万円

葵区・駿河区で活動する精神障がい者の家族会が実施
する普及啓発の取組に対して補助金を交付する。
・補助額　60.7万円

清水区で活動する精神障がい者の家族会が実施する普
及啓発の取組に対して補助金を交付する。
・補助額　26.6万円
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定期結核健康診断の実施 ― 健康づくり推進課

がん検診等の実施 ― 健康づくり推進課

（新）がん検診等に係る分
析及び検証

― 健康づくり推進課

歯と口の健康づくりの推進 ― 健康づくり推進課

高齢者の保健事業と介護予
防の一体的な実施

― 健康づくり推進課

後期高齢者健康診査の実施 ― 健康づくり推進課

がん対策の推進 ― 健康づくり推進課

がん患者への補助金等の交
付

― 健康づくり推進課

難聴高齢者早期発見・支援
の実施

― 高齢者福祉課

しぞ～かでん伝体操活動グ
ループ支援の実施

―
地域リハビリテー
ション推進セン

ター

認知症スクリーニング検査
の機会の提供

―
地域包括ケア推進

課

静岡型認知症・軽度認知障
害（ＭＣＩ）予防プログラ
ムの普及

―
地域包括ケア推進

課

（新）静岡市認知症施策推
進計画の策定

―
地域包括ケア推進

課

かけこまち七間町（認知症
ケア推進センター）の運営
★

―
地域包括ケア推進

課

（新）高齢者向けデジタル
ポイントの推進

―
地域包括ケア推進

課

認知症予防に効果のあるプログラムの定期開催及び市
民自走型へ向けての実施方法を指導する。
・実施場所　各区１会場、その他

認知症基本法に定める認知症施策推進計画を策定す
る。
・実施時期　2026年度

認知症の本人・家族を中心とした総合的な支援及び広
く市民向けの情報提供を行う拠点を運営する。
・実施場所　かけこまち七間町

健康アプリを活用し、高齢者の健康活動に応じてデジ
タルポイント（デジタルマネー）を付与する。

がん対策推進条例に基づく協議会の運営や計画策定、
知識の普及啓発、セミナー開催等を行う。

がん患者の不安軽減や、治療と社会参加の両立のた
め、サービスや購入等に係る経費を助成する。
・対象経費　ウィッグの購入費等
・補助率　　1/2等（対象経費により異なる）

「聞こえの相談会」の開催、受診勧奨者へのフォロー
アップ調査、補聴器購入費の助成を行う。
・対象経費　補聴器購入に要する経費
・上限額　　３万円

体操を通じて、地域で主体的に介護予防活動するグ
ループに対して体操指導者を派遣し支援する。
・実施時期　2026年度

市内在住65歳以上の市民を対象に１年度につき１回無
料で認知機能検査を受検する機会を提供する。
・実施場所　もの忘れ検診登録医療機関

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律に基づき、定期結核健康診断を実施する。

疾病の予防やがんの早期発見早期治療につなげるため
に、健康増進法に基づきがん検診等を実施する。

がん登録情報及び市保有の健康医療データの相関的分
析業務等を実施する。

歯科健診受診率が低い働き盛り世代を対象とした歯周
病検診、事業所歯科健診等を実施する。
・実施場所　医療機関、中小事業所

フレイルの恐れがある高齢者への個別的支援と通いの
場等への関与による集団支援を実施する。
・実施場所　集団支援は市内各所（通いの場）

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、生活習慣
病予防の健康診査を実施する。
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成果連動型民間委託契約方
式（PFS)を活用した魅力的
な介護予防の共創

―
地域包括ケア推進

課

Ｓ型デイサービスの実施 ―
地域包括ケア推進

課

清水区脳梗塞予防実証実験
の実施

― 保健衛生医療課

依存症対策の実施 ―
こころの健康セン

ター

慢性化したうつ病の回復支
援（デイケア）の実施

―
こころの健康セン

ター

精神保健福祉分野における
多職種チームによる支援機
関への支援（アウトリー
チ）

―
こころの健康セン

ター

自殺対策の実施 ― 精神保健福祉課

静岡いのちの電話補助金の
交付

― 精神保健福祉課

南部保健福祉センター中規
模改修の実施

15 精神保健福祉課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

85歳以上の高齢者の増加に伴う医療需要の高まりにより、医療人材が不足する地域がある。
休日・夜間対応による負担が大きい救急医療体制の維持、市立病院の経営改善、施設の老朽化への対応も課題と
なっている。

南部保健福祉センターの屋上と外壁の修繕を行う。

政策５：（地域医療）質の高い医療の確保や災害医療、感染症等への対応を通じて、市
民が安心して暮らすことができるまちにします

施策１：必要な医療資源を確保すること等により、医療需要に即した医療提供体制を確保します

救急医療受入可能日数、時
間帯

365日、24時間(2025年) 365日、24時間

東京科学大学、清水医師会、静岡市が連携し心房細動
発症検知予測による脳梗塞予防事業を実施する。

依存症相談、ギャンブル依存回復プログラム、家族教
室、依存症関連問題研修会等を実施する。

集団認知行動療法を軸としたプログラムを年間３クー
ル実施する。

多職種による支援チームを編成し、ケース検討会等の
場で関係機関等に対して技術的助言を行う。

静岡市自殺対策行動計画に基づき、ゲートキーパー養
成研修の実施等、自殺対策を総合的に推進する。

社会福祉法人静岡いのちの電話による、こころの悩み
に関する電話相談事業に対して、補助金を交付する。
・補助額　45万円

事業者の創意工夫を活かし、より効率的、効果的に介
護予防の取組を進める。

介護予防、生きがいづくり、地域交流等のミニデイ
サービス（体操、レクリエーション等）を実施する。
・実施場所　市内の各会場
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

井川診療所の改修 8 保険年金管理課

（新）医師不足・偏在対策
の実施

― 保健衛生医療課

静岡市医療関係者連絡協議
会の開催

― 保健衛生医療課

清水地域医療体制協議会の
開催

― 保健衛生医療課

清水地域医療提供体制の確
保

― 保健衛生医療課

清水地域医療人材育成事業
に対する補助金の交付

― 保健衛生医療課

保健衛生団体の事業に対す
る補助金の交付

― 保健衛生医療課

初期救急医療体制の確保
（在宅当番医制の運営）

― 保健衛生医療課

（新）初期救急医療体制の
確保（当番薬局の運営）

― 保健衛生医療課

初期救急医療体制の確保
(静岡市急病センターの管
理)

― 保健衛生医療課

救急歯科センターの運営経
費に対する補助金の交付

― 保健衛生医療課

二次救急医療体制の確保
（医師確保対策）

― 保健衛生医療課

病院群輪番制運営費補助金
の交付

― 保健衛生医療課

静岡病院の再整備 ― 保健衛生医療課

公的病院（静岡赤十字病院ほか４病院）が行う医療職
確保事業等に対する助成を行う。
・対象経費　旅費、広告料等
・補助率　　1/2

老朽化した静岡病院の西館その他の施設の再整備を行
う。

二次救急医療体制を確保するため、病院が行う病院群
輪番制の運営に対する助成を行う。
・対象経費　当番を実施するのに必要な運営費
・補助率　　実施回数に応じた補助基準額

清水地域の医療提供体制の確保のために、外部の大学
病院と清水さくら病院の共同研究を実施する。

清水地域の３病院が実施する医療人材育成に要する経
費を助成する。
・対象経費　学会参加等専門性を高める事業
・補助率　　8/10

医師会等保健衛生団体の行う事業に対し助成を行う。
・対象経費　地域医療の維持・向上等を目的とし
　　　　　　た事業等
・補助率　　1/2

通常の診療時間外の初期救急医療体制を確保するた
め、医師会へ、在宅当番医制運営業務を委託する。
・実施時期　日曜・祝日及び土曜の午後
・実施場所　静岡地域と清水地域

在宅当番医受診後の調剤体制を確保するため、薬剤師
会へ、当番薬局運営業務を委託する。
・実施時期　日曜・祝日及び土曜の午後
・実施場所　静岡地域と清水地域

一般社団法人静岡市静岡歯科医師会が行う救急歯科セ
ンターの運営に対する助成を行う。
・対象経費　人件費等
・補助率　　経費から診療収入額を除いた額の範囲内

静岡市急病センターにおけるキャッシュレス決済運用
に係る委託料及び手数料の支払いを行う。
・実施場所　静岡市急病センター

■課題解決のための取組

取組の内容

民間のコンテンツを活用した医師と市内医療機関等と
のマッチングを行う。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　静岡市内及びオンライン

静岡市域における地域医療構想の達成を推進するため
の静岡市医療関係連絡協議会を開催する。
・実施時期　必要に応じ開催

新たな地域医療構想の策定を見据え、清水地域の医療
提供体制の在り方を検討する協議会を開催する。
・実施時期　必要に応じ開催

井川診療所の設備改修を行う。
・対象施設　井川診療所
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大河内診療所移転新築の実
施

16 保健衛生医療課

静岡看護専門学校の改修 128 静岡看護専門学校

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

公的病院事業に対する補助
金の交付

― 保健衛生医療課

（新）城東保健福祉エリア
保健所棟の空調の更新

83 保健所総務課

骨髄移植推進交付金の交付 ― 保健所総務課

結核健康診断費補助の実施 ― 感染症対策課

予防接種健康被害給付金の
交付（定期）

― 感染症対策課

風しん抗体検査の実施 ― 感染症対策課

各種予防接種の実施 ― 感染症対策課

耐用年数の超過に伴い、保健所棟の空調設備を更新す
る。
・対象施設　保健所棟全10系統
・実施時期　2026年度中施工完了

骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接を行った者及
び雇用する事業所に対して助成を行う。
・対象経費　日数に応じて給付（上限７日）
・補助額　　ドナー2万円/日、事業所1万円/日

感染症法に基づき、学校又は施設の設置者が行う結核
健康診断の経費に対する助成を行う。
・対象経費　結核健康診断に要する経費
・補助率　　2/3

予防接種により健康被害が生じ、厚労大臣からの認定
を受けた者に、医療費等を支給する。
・対象経費　被認定者が支払う医療費自己負担分
・補助率　　10/10

妊娠を希望する女性等に無料の抗体検査を実施し、抗
体価が不十分な者に予防接種を勧奨する。

予防接種法等に基づく予防接種を効率的に実施し、感
染による疾病の発生及びまん延を防ぐ。

災害時における医療提供体制が不十分である。コロナ禍の教訓を踏まえた新興・再興感染症等の予防と対策が不十
分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

災害時救急医療機能強化のため、救護病院等の施設・
設備整備に要する経費等に対する助成を行う。
・対象経費　施設設備整備費
・補助率　　2/3

施策２：災害、感染症等の生命及び健康の安全を脅かす事態に対応する医療提供体制を確保します

救護病院(準ずる病院を含
む)数の維持

10（2025年） 10

社会福祉施設等での重大
（複数の死亡・重症者の発
生など）な感染症発生件数

0件（2024年） 0件

大河内診療所の移転新築に伴う現診療所解体工事を実
施する。
・対象施設　現大河内診療所

静岡看護専門学校外壁改修及び屋上防水工事を実施す
る。
・対象施設　静岡看護専門学校
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帯状疱疹予防接種補助の実
施

― 感染症対策課

風しん予防接種の実施 ― 感染症対策課

感染症発生動向調査の実施 ― 感染症対策課

静岡市食品衛生推進事業補
助金の交付

― 食品衛生課

感染症の発生情報の正確な把握と分析及び等により多
様な感染症の発生及びまん延を防止する。

静岡市食品衛生協会が行う食の安全・安心の確保に向
けた「食品衛生推進事業」を補助する。
・対象経費　食品衛生指導員による巡回指導経費等
・補助上限　373.6万円

予防接種を効率的に実施し、感染による疾病の発生及
びまん延を防ぐ。
・対象経費　ワクチン接種費用の一部
・補助率　　1万円/回

妊娠を希望する女性等のうち、風しんの抗体が不十分
な者に対し予防接種を実施する。
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２　防災・消防・防犯

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （防災・減災） 01

02

02 （危機管理体制） 01

02

03 （自助・共助） 01

02

04 （消防・救急） 01

02

迅速・的確な消防・救急サービスを受
けられるまちにします

<事前・事中>市民が日頃から災害に備
え、災害時に地域で支え合えるまちに
します

【政策体系図】

＜事前・事中・事後＞確かな災害情報
のもと市民が的確に行動できるととも
に、避難所での生活環境が守られるま
ちにします 避難所等における被災者の生活環境を適切に

確保します

無理のない支え合いを実現できる地域体制を
整備します

被害の最小化と早期の復旧・復興が可能とな
る社会基盤を整備します

迅速・的確な消防活動を実施するために災害
対応力を強化します

増加する救急需要に対応するための救急体制
を強化します

<事前防災>社会基盤が整備された自然
災害に強いまちにします

激甚化・頻発化する風水害や南海トラフ地震などへの備えが整い、
安全・安心に暮らすことができるまち

　静岡市では、2022年台風第15号により、大規模な浸水や広範囲の断水が発生し、市民生活に大きな影響が生じまし
た。2024年台風第１０号では、局地的な大雨により観測史上最大となる72時間で516mmの雨量を記録するなど、近
年、風水害は激甚化・頻発化しています。
　また、2025年9月に国が南海トラフの地震活動の長期評価を改訂し、その発生確率が依然として高いことが示され
ました。南海トラフ地震は「いつ起きてもおかしくない」状況にあり、発生した場合には市民生活に甚大な被害が生
じることが想定されます。
　こうした自然災害から市民の命と暮らしを守るため、事前（予防・減災）・事中（応急対応）・事後（復旧・復
興）の各段階においてハード・ソフト両面の対策を着実に進めることが必要です。
　加えて、日常を脅かす火災への対応、複雑化する消費者トラブルや増加する特殊詐欺などの未然防止も課題となっ
ています。

住宅や建築物の耐震化を進め、倒壊による被
害を防止します

市民一人ひとりの自助意識を高め、災害への
備えを促進します

危機管理体制を強化し、災害関連情報を適時
適切に提供します

政策 施策
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05 （防犯） 01

02

03 安全で安心な消費生活ができるよう、消費者
の自立を支援します

犯罪等に強く、誰もが安全で安心して
暮らすことができるまちにします

関係団体等と連携し、地域防犯活動・犯罪被
害者等支援を推進します

交通安全思想の普及・浸透を図り、市民の交
通安全意識を高めていきます
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

津波避難ビル整備事業費補
助金の交付

50 危機管理課

清水庁舎の整備★ 16,083
社会共有資産
利活用推進課

駿河区役所長寿命化計画に
伴う中規模改修事業の実施

85 庁舎管理課

静岡庁舎長寿命化に伴う改
修工事事業の実施

3,250 庁舎管理課

盛土対策事業の実施★ ― 土地政策課

急傾斜地崩壊への対策★ 540 建設政策課

地籍調査の推進★ ― 建設政策課

静岡庁舎の長寿命化事業を計画し、建築設備の修繕・
改修を行う。

不法な盛土等の発生防止・早期発見、既存盛土等の安
全性把握のための事業等を実施する。

県事業への負担金の支出、既成宅地土砂災害防止等施
設設置に係る助成等を行う。
・実施場所　清水区小島町ほか

静岡市地籍調査基本計画に基づき地籍調査を実施す
る。
・実施場所　優先調査地区（津波浸水想定区域）
　　　　　　継続調査地区（蒲原、下川原ほか）

南海トラフ地震の発生が懸念される中、地震による構造物の倒壊やライフラインの寸断、津波による浸水などによ
り、人命や財産への甚大な被害が予測されている。
気候変動の影響による自然災害がさらに激甚化・頻発化し、浸水被害がより深刻化するおそれがある。

■課題解決のための取組

取組の内容

津波避難ビル指定に係る避難設備を整備した事業者へ
助成を行う。
・対象経費　外付け階段、屋上フェンス等
・補助率　　工事費に対し上限1,000万円を支給

耐震性能や設備機能等に課題のある清水庁舎の整備を
行い、利用者の安全や業務継続性を確保する。
・対象施設　清水庁舎
・供用開始予定　2031年度

駿河区役所庁舎の長寿命化事業を計画し、主に設備の
老朽化に伴う機器更新等のリニューアルを行う。

災害時においても、取水か
ら排水まで線でつながり、
給排水が確保できる重要施
設の数

0/262箇所（2025年） 21/262箇所

河川氾濫リスクや浸水被害
を軽減するための雨水貯留
対策量（巴川流域）

7.2万㎥（2024年） 12.7万㎥

政策１：（防災・減災）
<事前防災>社会基盤が整備された自然災害に強いまちにします

施策１：被害の最小化と早期の復旧・復興が可能となる社会基盤を整備します

重要な河川構造物の耐震
化・津波対策実施率

10.0%（2024年）
（2/20施設）

45.0%（9/20施設）

緊急輸送路上の橋梁の耐震
化率

88.5%（2024年）
（246/278橋）

94.6%
（263/278橋）
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防災訓練の実施（大規模災
害時の道路啓開）★

― 建設政策課

河川構造物の耐震・津波対
策の実施★

788 河川課

巴川河口水門の早期事業化
に向けた調整★

― 河川課

河川改修の実施★ 5,190 河川課

浸水被害軽減対策の検討★ ― 河川課

大内新田地区における雨水
貯留施設の整備★

1,856 河川課

雨水貯留施設の整備★ 1,133 河川課

巴川浸水情報システムによ
るリスク情報の提供★

― 河川課

緊急輸送路等、災害時に必
要不可欠な道路の拡幅整備
★

14,595 道路計画課

道路の無電柱化★ 5,309
道路計画課
道路保全課

道路橋の耐震化★ 2,161 道路保全課

道路法面の自然災害を防除
する取組★

3,486 道路保全課

巴川に架かる道路橋の撤
去・架替★

1,159 道路保全課

水道の地震対策の実施★ 33,644
水道計画課

水道建設・維持課
水道施設課

下水道の地震・津波対策の
実施★

19,475
下水道計画課
下水道建設課
下水道施設課

災害時に早期復旧・復興が可能となるように、必要不
可欠な緊急輸送路等の拡幅整備を実施する。
・実施場所　緊急輸送路など

地震発生時の倒壊を防ぐため、道路橋耐震化計画に基
づき橋りょうの耐震化を実施する。
・対象施設　緊急輸送路上の橋りょう278橋

道路法面で発生する落石や崩壊、地すべり等の自然災
害を防除するための対策を実施する。
・実施場所　緊急かつ早期に対策が必要な道路法面

静岡県が実施する巴川河道掘削に伴い、橋脚が根入れ
不足になる橋りょうの撤去・架替を実施する。
・対象施設　河口から6.6km区間に架かる9橋

防災機能の強化を主眼として、緊急輸送路等の無電柱
化事業を実施する。
・実施場所　(国)149号など無電柱化推進計画路線

取水施設から災害拠点病院等の重要施設を結ぶ給水
ルートの線的耐震化を行う。
・実施時期　2025年～
・対象施設　重要施設を経由するルート上の管や施設

重要施設から下水処理場を結ぶ排水ルートの線的耐震
化と緊急輸送路等に埋設した管の耐震化を行う。
・実施時期：2025年度～
・対象施設：上下水道耐震化計画で定めた管・施設等

巴川河口水門の早期事業化のため、河川管理者である
静岡県への要望活動等を実施する。
・実施時期　～2035年度

流下能力が不足している河川等について、護岸整備等
の河川改修を実施する。
・実施場所　市管理河川

浸水被害が発生した地区において、雨水管渠や雨水貯
留浸透施設等の整備について検討を行う。

清水区大内新田地区で、多目的広場を兼ねた雨水を一
時的に貯留するための雨水貯留施設の整備を行う。
・供用開始予定　2028年度
・実施場所　清水区大内新田地内

公共施設への雨水貯留施設の整備、既存防災調整池等
の機能強化整備を重点的に実施する。
・対象施設　井宮北小学校他４箇所

河川水位や雨量、浸水センサの情報に基づき、推定浸
水域を把握し、住民に対し情報発信を行う。

大規模災害発生時の初動期に道路啓開を円滑に実施す
るため国・県・災害協定企業等と防災訓練を行う。

ポンプ施設・樋管等の重要な河川構造物の耐震化、逆
流防止施設や堤防嵩上げによる津波対策を実施する。
・実施時期　～2035年度
・対象施設　東大谷ポンプ施設他４箇所
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浸水被害軽減対策の実施
（下水道）★

5,230 下水道建設課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

木造住宅無料耐震診断の実
施・木造住宅耐震補強事業
補助金の交付

703 建築安全推進課

要安全確認計画記載建築物
（倒壊時に緊急輸送ルート
を塞ぐ恐れのある建築物）
耐震補強事業補助金の交付

73 建築安全推進課

ブロック塀等耐震改修事業
補助金の交付

― 建築安全推進課

小規模建築物耐震診断事業
補助金の交付

― 建築安全推進課

民間建築物アスベスト対策
事業補助金の交付

― 建築安全推進課

耐震シェルター整備事業補
助金の交付

― 建築安全推進課

特定建築物（倒壊する恐れ
のある多数の者が利用する
一定規模以上の建築物）耐
震補強事業補助金の交付

― 建築安全推進課

旧耐震木造住宅を対象に、耐震シェルター整備に係る
費用の一部を補助する。
・補助率　2/3
・上限額　40万円

特定建築物を対象に、耐震診断、補強計画及び補強工
事に係る費用の一部を補助する。
・補助率　（診断・計画）2/3　（工事）23％の2/3
・上限額　（計画）419万円　（工事）1,500万円

取組の内容

旧耐震木造住宅を対象に、無料耐震診断を実施する。
補強計画及び補強工事に係る費用の一部を補助する。
・補助率　（計画・工事）8/10
・上限額　（診断）無料　（計画・工事）115万円

要安全確認計画記載建築物を対象に、補強計画及び補
強工事（除却含む）に係る費用の一部を補助する。
・補助率　（計画）5/6　（工事）11/15
・上限額　（計画）523万円　（工事）4,400万円

倒壊又は転倒の恐れのあるブロック塀等を対象に、撤
去・改善に係る費用の一部を補助する。
・補助率　2/3
・上限額　（撤去）10万円　（改善）25万円

旧耐震小規模建築物を対象に、耐震診断に係る費用の
一部を補助する。
・補助率　2/3

民間建築物を対象に、吹付けアスベストの分析調査及
び除去等に係る費用の一部を補助する。
・補助率　（分析調査）10/10　（除去等）1/3
・上限額　（分析調査）25万円　（除去等）60万円

施策２：住宅や建築物の耐震化を進め、倒壊による被害を防止します

住宅において命を守る対策
ができている割合
（耐震補強工事、耐震シェ
ルター整備を含む）

93.8%（2024年） 96.8%

耐震化されていない木造住宅や、倒壊時に緊急輸送ルートを塞ぐ恐れのある建築物が存在し、大地震時の建物倒壊
等による被害が懸念されている。

■課題解決のための取組

内水氾濫による浸水被害が発生した地区において、雨
水管渠や雨水ポンプ場等の整備を行う。
・実施時期　～2030年度
・実施場所　清水区追分２丁目外６地区
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

各種災害対応計画の見直し ― 危機管理課

災害配備体制の見直し ― 危機管理課

フェーズやテーマを変えた
訓練の実施

― 危機管理課

受援体制の強化 ― 危機管理課

災害協定の締結、見直し ― 危機管理課

災害時総合情報システム運
用体制の強化

― 危機管理課

災害時３次元データの活用
【ドローン×統合型GIS】

― 危機管理課

災害時市民等安否確認シス
テムの構築

― 危機管理課

災害時総合情報システムの
保守運用

― 危機管理課

災害時総合情報システムの
改修

― 危機管理課
しずみちinfoの廃止及び静岡県システムへの乗り換え
に伴いシステム改修を行う。

受援計画を見直すとともに、研修や訓練を実施して受
援体制の整備を図る。

現在締結している協定の点検や、見直しを行うほか、
新たな協定の締結を進める。

災害時総合情報システムの効果的な活用に向け、情報
整理や共有ルール、体制を整備する。

ドローンやGIS等を用いることで、迅速に被害状況を
把握し、応援要請や応急対応につなげる。

デジタル技術を活用したシステムを構築し、安否情報
を迅速に収集し、名簿作成を効率的に行う。

災害情報を一元的かつ総合的に収集・集約・共有・発
信できるシステムを保守運用し活用する。

災害発生時には、状況が刻々と変化する中、限られた情報の下で平時とは異なる臨機応変な対応が求められる。こ
うした対応を的確に行うために必要な情報の収集や発信などを行うための危機管理体制が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

法令改正や関係計画の変更、災害対応に関する検証結
果等を踏まえ、随時見直しを行う。

職員現員に合わせ、大規模災害や風水害へ効率的かつ
柔軟に対応できる段階的な配備体制を構築する。

災害対応のフェーズやテーマを変えた訓練を実施し、
災害対応力の向上と改善を繰り返す。

政策２：（危機管理体制）
＜事前・事中・事後＞確かな災害情報のもと市民が的確に行動できるとともに、避難所
での生活環境が守られるまちにします

施策１：危機管理体制を強化し、災害関連情報を適時適切に提供します

災害情報が適時適切に届い
ていると思う市民の割合

47.0%（2025年） 98.6%
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同報無線デジタル化の整備 350 危機管理課

地域防災無線機器の更新 136 危機管理課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

避難所の生活環境の確保 ― 危機管理課

トイレカーの整備 26 危機管理課

フェーズやテーマを変えた
訓練の実施★

― 危機管理課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

政策３：（自助・共助）
<事前・事中>市民が日頃から災害に備え、災害時に地域で支え合えるまちにします

施策１：市民一人ひとりの自助意識を高め、災害への備えを促進します

５日以上の食糧備蓄をして
いる市民の割合

39.9%（2024年） 50.0%

防災・減災の基礎となる「自らのことは自らが守る」という災害時における自助の意識が十分ではない。

大規模災害発生時の長期化する避難生活において、避難所での生活環境の質を確保するための環境整備が不十分で
ある。

■課題解決のための取組

取組の内容

避難所の良好な生活環境を確保するために必要となる
備蓄物資を整備・更新する。
・実施場所　避難所等

機動性があり、水洗式で衛生的なトイレ環境を実現す
るトイレカーを導入し、活用する。

災害対応のフェーズやテーマを変えた訓練を実施し、
災害対応力の向上と改善を繰り返す。

同報無線のデジタル方式化に伴いアナログ方式の設備
を撤去する。
・対象施設　親局1、中継局4、再送信子局7、
　　　　　　屋外拡声子局435

耐用年数を超過しているデジタル地域防災無線の代替
手段を確保し、既設設備を撤去する。
・対象施設　基地局、中継局、
　　　　　　その他子機設置施設の設備撤去

施策２：避難所等における被災者の生活環境を適切に確保します

国のプッシュ型支援が届く
までに避難者が必要とする
備蓄物資の整備率

100％（2025年）
（４日目にプッシュ型支援

が届くと想定）

100％
（６日目にプッシュ型支援

が届くと想定）
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

災害時における自助の意識
の周知啓発

― 危機管理課

静岡市地理情報システム
（しずマップ）の情報更
新・維持管理

― 危機管理課

感震ブレーカー設置補助金
の交付

― 危機管理課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

自主防災活動への支援 304 危機管理課

水防団の運営に係る経費の
交付

― 危機管理課

災害時協力井戸登録の啓発 ― 危機管理課

個別避難計画の作成、配布 ― 福祉総務課

福祉避難所の体制整備 ― 福祉総務課

防災資機材を整備する自主防災組織へ助成を行う。
・対象経費　防災資機材、防災倉庫、可搬ポンプ
　　　　　　整備、井戸掘削に要する経費
・補助率　　1/2以内

水防団本部及び水防団分団の運営費並びに水防演習に
かかる経費を交付する。

災害時に誰もが「生活用水」として使うことができる
よう、災害時協力井戸の周知啓発を行う。

避難行動要支援者に対して、個別避難計画の作成を勧
奨し、福祉専門職に計画の作成支援を依頼する。

福祉避難所指定施設への避難者受入体制整備に向けた
支援を行うとともに指定施設の拡大を図る。

災害発生時に隣近所と助け
合うことができると思う自
主防災組織の割合

85.0％（2022年） 90.0%

大規模災害時には、自主防災組織の活動が重要である一方、担い手不足などにより役員の負担が大きくなってい
る。
大規模災害時における高齢者や乳幼児などの要配慮者への支援体制が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

■課題解決のための取組

取組の内容

広報紙、出前講座、防災訓練等、様々な機会を通じ備
蓄や避難経路確認など自助の意識付けを行う。
・実施場所　出前講座、防災訓練等

市民自らが適切な避難行動をとれるよう、しずマップ
上の情報を常に最新状態に更新し維持管理する。

感震ブレーカーを設置する世帯へ助成を行う。
・対象経費　購入及び設置工事に要する経費
・補助率　　既存の住宅　 2/3 （上限３万円）
　　　　　　新築の住宅　10/10（上限１万円）

施策２：無理のない支え合いを実現できる地域体制を整備します
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

用宗出張所の移転建設 414
消防総務課
財産管理課

指令課

山崎出張所の耐震化 400 財産管理課

常備消防庁舎の整備 657 財産管理課

消防局庁舎の改修 73 財産管理課

非常備消防庁舎の耐震化 585 財産管理課

常備消防車両等の更新 1,959
財産管理課

救急課

消防団車両の更新 420 財産管理課

住宅用火災警報器の設置及
び維持管理の推進

― 予防課

消防法令違反の是正 ― 査察課

地震対策水利の整備 141 警防課

常備消防車両（水槽付消防ポンプ自動車等）及び救急
資機材を更新する。

消防団車両（消防ポンプ自動車等）を更新する。

住宅用火災警報器の設置推進及び設置から10年を目安
に交換することの広報を実施する。

消防法令違反対象物への立入検査、防火管理者未選任
違反対象物関係者への指導を実施する。

耐震性防火用貯水槽（100㎥型）及び耐震性防火用井
戸を整備する。
・対象施設　日本平公園など４箇所

取組の内容

用宗出張所を移転建設する。
・供用開始予定　2027年

山崎出張所を耐震化（建替え工事）する。
・供用開始予定　2029年

消防署所の大規模・中規模改修を実施する。
・対象施設　大規模改修４施設、中規模改修５施設

消防総合情報システムの更新に伴い消防局庁舎の改修
を実施する。
・供用開始予定　2027年

消防団庁舎を耐震化する。
・対象施設　分団庁舎６施設

施策１：迅速・的確な消防活動を実施するために災害対応力を強化します

消防施設等に起因する事故
件数

0件（2025年） 0件

火災による人命・財産への被害を軽減するための事業所や住宅における予防対策が十分ではない。
災害時に迅速かつ的確な対応を行うために必要な行政における情報収集体制や消防団等との連携が不十分である。

■課題解決のための取組

政策４：（消防・救急）
迅速・的確な消防・救急サービスを受けられるまちにします
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消防団との連携の強化 ― 警防課

消防活動におけるドローン
等先進技術の導入

5
警防課

安全対策課

消防活動技術の統一化 ―
警防課

安全対策課

ドローンを活用した災害時
における情報収集体制の強
化

― 安全対策課

消防救急デジタル無線及び
消防団デジタル無線の更新

2,226 指令課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

救急車の適正利用の推進 ― 救急課

応急手当の普及啓発活動の
推進

― 救急課

救急救命士の救命処置技能
の維持及び向上

― 救急課

（新）救急搬送支援システ
ムの構築

― 救急課
タブレットを活用した救急搬送先病院への搬送者情報
の送信及び医師への引継を電子化する。
・実施時期　2026年

救急車の利用増加により救急対応が逼迫しており、今後の救急需要の増加への対応が懸念されている。

■課題解決のための取組

取組の内容

市民に対する救急安心相談窓口「♯７１１９」の利用
促進に向けた広報を実施する。

市民に対する各種救命講習や小・中学生への救命講習
を実施する。

救急救命士の育成、実習及び教育を実施する。

高機能ドローンの導入及び先進的な消防資機材の導入
に向けた検証を実施する。
・実施時期　2026年

ドローン運用に必要な資格取得、操縦研修体制の強化
及びドローンによる偵察活動体制を見直す。

消防救急デジタル無線及び消防団デジタル無線を更新
する。
・対象施設　デジタル無線の基地局及び移動局

消防部隊が活用する消防訓練マニュアルの作成、部隊
への技術支援、小隊長研修等を実施する。

施策２：増加する救急需要に対応するための救急体制を強化します

医療機関への安全確実な搬
送完了率

100%（2025年） 100%

消防団との連携訓練や消防団への研修を実施する。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

防犯灯設置事業に対する助
成

― 市民自治推進課

防犯灯維持費に対する助成 ― 市民自治推進課

街頭防犯カメラ設置事業補
助金の交付

― 生活安全安心課

防犯協会負担金の拠出 ― 生活安全安心課

暴力追放推進協議会負担金
の拠出

― 生活安全安心課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

市内の交通事故のうち、全事故に占める高齢者事故の割合と、高校生事故に占める自転車事故の割合が高い。

自治会・町内会等が設置した防犯灯の維持管理に要す
る経費を助成する。
・補助額 定額制　９月分電気料の12ヶ月分
　　　　 従量制　区分により年1,630～4,610円

自治会・町内会が実施する街頭防犯カメラの設置及び
更新に対し補助金を交付する。
・対象経費　カメラ、録画機器等の購入設置費
・補助率9/10以内、上限30万円/台

防犯協会が実施する市民の防犯意識高揚の取組や地域
防犯活動に対し負担金を拠出する。

暴力追放推進協議会が実施する暴力追放施策に対し負
担金を拠出する。

施策２：交通安全思想の普及・浸透を図り、市民の交通安全意識を高めていきます

市内の交通事故件数 3,135件（2025年） 2,917件

政策５：（防犯）
犯罪等に強く、誰もが安全で安心して暮らすことができるまちにします。

こども・高齢者などを狙った犯罪が後を絶たず、特殊詐欺の被害も増加している。また、犯罪被害者に対する相談
体制が十分でなく、切れ目のない支援が行き届いていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

自治会・町内会が行う防犯灯の新設又は更新に要する
経費を助成する。
・対象経費　防犯灯の新設又は更新に要する経費
・補助率　2/3（一部経費については10/10）

施策１：関係団体等と連携し、地域防犯活動・犯罪被害者等支援を推進します

刑法犯認知件数 3,478件（2024年） 3,371件
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

静岡県交通安全指導員設置
事業負担金の拠出

― 生活安全安心課

交通安全推進協議会負担金
の拠出

― 生活安全安心課

交通安全母の会補助金の交
付

― 生活安全安心課

飲酒運転追放協議会補助金
の交付

― 生活安全安心課

学区交通安全会補助金の交
付

― 生活安全安心課

連合交通安全推進本部長会
補助金の交付

― 生活安全安心課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

消費生活センターの運営 ― 生活安全安心課

消費者団体補助金の交付 ― 生活安全安心課

ネット取引やキャッシュレス決済の広がりなどにより取引が多様化・複雑化し、高齢者を中心とした消費者トラブ
ルのリスクが高まっている。

■課題解決のための取組

取組の内容

消費生活相談への対応、消費者教育及び見守りによる
トラブルの未然防止を推進する。
・実施場所　静岡及び清水庁舎(相談)、
　　　　　　随所(教育・見守り)

しずおか市消費者協会が行う消費生活の安定と向上に
資する取組への補助を行う。
・対象経費　報償費、旅費、需用費、役務費　等
・上限額　　54.3万円

静岡市飲酒運転追放協議会が実施する交通安全啓発事
業(街頭啓発等)に対する補助金を交付する。
・対象経費　報償費、需用費、役務費等
・上限額　　30万円

各学区(地区)交通安全会(78団体)が実施する街頭見守
り、啓発活動等に対する補助金を交付する。
・対象経費　報償費、需用費、役務費等
・補助率3/4以内、１団体上限72,670円

清水地域連合交通安全推進本部長会が実施する交通安
全運動等に対する補助金を交付する。
・対象経費　報償費、需用費、役務費等
・上限額　　16.6万円

施策３：安全で安心な消費生活ができるよう、消費者の自立を支援します

消費生活相談窓口としての
消費生活センターの認知度

48.3%（2025年） 60.0%

■課題解決のための取組

取組の内容

交通安全指導員による街頭指導、交通安全教育等の交
通安全推進事業に対し負担金を拠出する。

静岡市交通安全推進協議会が実施する交通安全運動や
交通指導員活動等に対し負担金を拠出する。

静岡市交通安全母の会が実施する交通安全啓発事業
(レター作戦等)に対する補助金を交付する。
・対象経費　報償費、需用費、役務費等
・上限額　　40.7万円
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３　こども・子育て

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （子育て） 01

02

02 （子育ち） 01

02

03 （家族形成） 01

02

温かい地域社会に支えられ、日本一安心してこどもを産み育てるこ
とができ、こども・若者が健やかに育つまち

　社会が急激に変化する中、子育て環境やこども・若者を取り巻く環境も大きく変化しています。
　仕事と育児の両立困難、核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化による子育てにおける孤立感、子育て費用の
増大、性別役割分業意識による生きづらさなど、若者世代や子育て世帯の悩みや不安は深刻です。
　さらに貧困家庭のこどもや、虐待を受けているこども、発達が気になるこどもなど、様々な困難を抱えるこどもも
増えています。
　このため、すべてのこどもが夢や希望を持って健やかに成長し、一人ひとりの若者が希望する人生設計を叶えら
れ、そして、保護者が不安なく子育てできるまちを実現していく必要があります。

【政策体系図】

子育て当事者の負担を軽減し、仕事と子育て
が両立できる環境を整備します子育てする誰もが、安心して子育てで

き、こどもが健やかに成長できるまち
にします

市民の声に寄り添い、静岡市で子育てしたく
なるような充実した子育て環境を整備します

すべてのこども・若者が家庭環境や障
がいの有無などにとらわれず、成長で
きるまちにします

結婚したいと思う人の希望が実現できるよう
な体制づくりを行います

こどもを持ちたいと思う人の希望が実現でき
るような環境づくりを行います

すべてのこどもが、障がいや発達状況の違い
に捉われず、健やかに育つことができるよう
支援します

「家族（家庭）を持ちたい」と思う一
人ひとりの希望が叶うまちにします

すべてのこどもが、家庭環境に左右されず、
健やかに育つことができるよう支援します

政策 施策

- 36 -



■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

（新）出産等を機に離職し
た女性に対する再就労の支
援★

― 社会的包摂推進課

ファミリーサポートセン
ターの運営

― こども未来課

（新）子育て優待カードの
サービス内容拡充の仕組み
の構築

― こども未来課

しずおか子育てきずなLINE
による情報発信の実施★

― こども未来課

緊急サポートセンターの運
営

― こども未来課

市立こども園の配置適正化
の実施

1,201 こども未来課

私立認定こども園等の整備 3,427 こども未来課

政策１：（子育て）
子育てする誰もが、安心して子育てでき、こどもが健やかに成長できるまちにします

施策１：子育て当事者の負担を軽減し、仕事と子育てが両立できる環境を整備します

「子育てについて日ごろ悩
んでいることや不安に思っ
ていること」について、
「仕事や自分のやりたいこ
とが十分にできないこと」
と回答した保護者の割合

就学前児童：33.1%
就学児童：22.2%

（2024年）

就学前児童：24.0%
就学児童：15.9%

「子育てについて日ごろ悩
んでいることや不安に思っ
ていること」について、
「子どもとの時間を十分に
とれないこと」と回答した
保護者の割合

就学前児童：30.4%
就学児童：27.6%

（2024年）

就学前児童：11.5%
就学児童：11.5%

家事や育児の負担が大きいことや、共働き世帯の増加等による保育ニーズの多様化に対応する預け先が不足してい
ることにより、希望する仕事と子育ての両立が困難となっている。

■課題解決のための取組

取組の内容

出産等を機に離職した女性に対し、デジタルスキル習
得及び就労の支援を行う。

子育てに関する援助を受けたい会員と援助を行いたい
会員との相互援助活動の連絡調整等を行う。
・実施場所　ファミリー・サポート・センター等

子育て世帯が子育て優待カード提示で便利家電購入時
に割引サービスを受けられる仕組みを構築する。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　子育て世帯応援企業（家電量販店）

「しずおか子育てきずなLINE」にて子育て世帯へ出
産・子育てに関する支援情報を配信する。

病児病後児を対象とする児童の預かりについて、会員
の相互援助活動に関する連絡調整等を行う。

配置適正化方針に基づき移管先法人が実施する施設整
備に対する助成を行う。
・対象経費　本体工事費、実施設計料等
・補助率　　3/4（基本分）、1/2（上乗分）

私立幼稚園が認定こども園に移行するために実施する
施設整備事業に対して補助を行う。
・対象経費　本体・解体撤去工事費、実施設計料等
・補助率　　3/4（国2/4、市1/4）
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入園に係る手続きの業務改
善の実施

― こども未来課

AI入園選考導入に向けた運
用ルールの策定

― こども未来課

保育関係通知のオンライン
化の実施

― こども未来課

（新）保活情報連携基盤活
用に向けた運用の見直し・
準備

― こども未来課

放課後児童クラブの運営 ― こども若者応援課

民間放課後児童クラブ運営
補助金の交付

― こども若者応援課

放課後児童クラブ保護者負
担金軽減補助金の交付

― こども若者応援課

放課後児童クラブ室の整備 41 こども若者応援課

放課後児童クラブ室の改修 23 こども若者応援課

事業所内保育施設整備費
（運営費）補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

認可外保育施設等夜間保育
運営費補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

私立こども園・保育所等小
規模施設整備費等補助金の
交付

―
幼児教育・保育支

援課

私立こども園・保育所等借
入金・利子償還金補助金の
交付

―
幼児教育・保育支

援課

急病時あんしん預かり保育
の運営

― こども園運営課

病児病後児保育の運営 ― こども園運営課

申請から入園の承認決定事務までの業務のデジタル化
を含めた見直しを実施する。

選考条件の登録方法等、AI入園選考導入に向けた運用
ルールを策定する。

保護者に対し、SMSを活用した保育所等入園選考結果
早期通知を実施する。

保活情報連携基盤活用に向けた課題の整理、運用切替
準備を実施する。
・実施時期　2026年度～

仕事などで昼間家庭にいない保護者に代わり、児童を
預り育成する放課後児童クラブを運営する。
・実施場所　葵区36箇所　駿河区22箇所
　　　　　　清水区24箇所

民間の児童クラブの安定的かつ継続的な運営のため、
運営者に対し必要な経費を補助する。
・対象経費　支援員給与、光熱水費、物品購入費等
・上限額　　対象項目ごと設定

民間児童クラブ利用者が公設と同様に負担軽減が受け
られるよう、運営者に対し補助金を交付する。
・対象者　低所得世帯や多子世帯等

学校再編等に伴い、放課後児童クラブの移転及び必要
な施設整備を実施する。
・供用開始予定　2027年度（沓谷児童クラブ）
　　　　　　　　2028年度（藁科児童クラブ）

築年数が経過し劣化が進む放課後児童クラブについ
て、長寿命化等に向けた改修を実施する。
・対象施設　井宮第一児童クラブなど11箇所

認可外の事業所内保育施設に対し、０～２歳児の地域
のこどもを受け入れに係る経費に対する助成を行う。
・対象経費　施設整備または運営に係る経費
・補助額　　3.2～8.7万円/人・月（運営費）等

夜間保育を実施する認可外保育施設に対し、夜間保育
の運営に係る経費に対する助成を行う。
・対象経費　運営費、児童健診費等
・補助額　　５万円/施設（健診費）等

私立こども園等に対し、小規模な修繕工事に係る経費
に対する助成を行う。
・対象経費　総額250万円以下の修繕工事に係る経費
・補助額　　工事総額の１/２以内

施設整備に係る資金を借り入れた施設に対し、返済に
係る経費に対する助成を行う。
・対象経費　返済額のうち利子分
・補助額　　利子全額

登園後の園児が急病の際、保護者に代わり看護師によ
り医療機関を受診させ預かりを行う。
・対象施設　駿河区１か所

病気中または病気回復期の園児を預かり、保育・看護
を行う。
・対象施設　葵区１か所　駿河区２か所
　　　　　　清水区１か所
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市立こども園の改修 1,392 こども園運営課

子育て支援ヘルパーの派遣
★

― こども家庭福祉課

子ども医療費手続きの電子
申請化

― こども家庭福祉課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

認可保育施設に通う第２子
以降の保育料の無償化

― こども未来課

認可外保育施設に通う第２
子以降の保育料の軽減

― こども未来課

（新）こどもの遊び場の設
置・運営（常設）

508 こども未来課

こどもの遊び場の設置・運
営（七間町）★

― こども未来課

こどもの遊び場の設置・運
営（清水駅西口）★

― こども未来課

子育て支援センターの設
置・運営

― こども未来課

児童遊び場設置費補助金の
交付

― こども未来課

社会共有資産利活用基本方針に基づき、老朽化した市
立こども園を改修する。
・対象施設　富士見台こども園など16園

妊娠中及び１歳未満の子を養育する家庭等に子育て支
援ヘルパーを派遣し家事育児援助を行う。

事務や書式・書類の見直しとともに電子申請できる手
続きを拡大する。

施策２：市民の声に寄り添い、静岡市で子育てしたくなるような充実した子育て環境を整備します

「子育て支援や子育て環境
の総合的な満足度 」にお
いて、「満足」「やや満
足」と回答した保護者の割
合

就学前児童：34.1%
就学児童：30.8%

（2024年）

就学前児童：51.5%
就学児童：46.4%

子育てにかかる経済的負担が大きい。また、子育てをする上で、天候や季節を問わず、こどもを遊ばせられる場所
が十分に整っていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

保護者に対する、年齢制限の完全撤廃及び第２子以降
の保育料無償化を実施する。

保護者に対する、認可外保育施設利用の第２子以降の
保育料軽減を実施する。

常設こどもの屋内型遊び場施設を設置運営する。
・対象施設　蒲原保健福祉センター（跡地）
　　　　　　長田保健福祉センター（跡地）
・供用開始予定　2027年度及び2028年度

七間町こどもの遊び場を設置運営する地元関係団体に
よる実行委員会に対する負担金を支払う。
・対象経費　ソフト事業等に要する経費
・補助率　　予算の範囲内

清水駅西口遊び場を運営する地元関係団体による実行
委員会に対する負担金を支払う。
・対象経費　ソフト事業等に要する経費
・補助率　　予算の範囲内

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う「子育て支
援センター」21箇所の設置・運営を行う。

児童遊び場に遊具等を設置する自治会等へ補助金を交
付する。
・補助経費　土地整備費、遊具等購入・設置費等
・補助率　　2/3
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母親クラブ設置・育成事業
補助金の交付

― こども未来課

子育て支援事業補助金の交
付

― こども未来課

利用者支援事業の実施 ― こども未来課

（新）城東保健福祉エリア
保健福祉複合棟空調設備の
修繕（城東子育て支援セン
ター分）

9 こども未来課

おしゃべりサロンの実施 ― こども未来課

青少年健全育成事業費等補
助金の交付

― こども若者応援課

二十歳の記念式典開催負担
金の拠出

― こども若者応援課

静岡市若者まちづくりス
クールの開催

― こども若者応援課

児童館の運営 ― こども若者応援課

「子育て広場ウィーク」の
実施

―
幼児教育・保育支

援課

給付費支払事務に係るデジ
タル化の推進

―
幼児教育・保育支

援課

静岡市幼児教育センターの
運営★

―
幼児教育・保育支

援課

学生向け保育人材就職支援
の実施

―
幼児教育・保育支

援課

（新）認可外保育施設自然
保育事業補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

（新）保育業務支援システ
ム導入支援事業補助金（仮
称）の交付

―
幼児教育・保育支

援課

親子及び世代間交流などの子育て支援を行う母親クラ
ブの運営等に対する補助金を交付する。
・補助経費　報償費、旅費、需用費、役務費等
・上限額　　１団体につき12万円

地区社協等が実施する子育てトーク事業や子育て支援
事業に対する補助金を交付する。
・対象経費　会場借上料、講師謝金、消耗品等
・補助額　　１団体につき３万円

子育て支援に関する相談対応等を行うこども未来サ
ポーターを子育て支援センターに配置する。
・実施場所　各子育て支援センター等

城東保健福祉エリア保健福祉複合棟内の城東子育て支
援センターの空調設備を更新する。
・対象施設　城東子育て支援センター
・供用開始予定　2026年度

こども園等において親子ふれあい遊びなどを行うお
しゃべりサロン開催に係る講師派遣等を行う。
・実施場所　各こども園や保育園等

各地域で青少年の健全育成活動を実施する団体に対
し、活動支援のための補助金を交付する。
・対象経費　講演会や補導活動にかかる報償費等
・上限額　　地区ごとに設定

静岡市二十歳の記念式典実行委員会が主催する二十歳
の記念式典に対し、負担金を拠出する。
・対象経費　式典開催に係る設備費・運営費

まちづくりを自分の興味関心から考え、地域課題解決
に取り組む実践型プログラムを実施する。

こどもの健康を育み、情操を豊かにする遊びの場を提
供するため、児童健全育成の拠点を運営する。
・実施場所　市内13箇所

未就園児向けの制作遊び等を行う場である「子育て広
場ウィーク」を実施する。
・実施園　私立のこども園・幼稚園　54園

給付費請求から審査・支払業務までを支援するシステ
ムを活用した私立園への給付費支払を実施する。

研修開催、相談支援、幼保小接続の実施等の教育・保
育に関する総合的な支援を行う拠点を運営する。

保育士を目指す学生を対象とした就職フェア、保育職
場体験を実施する。
・実施場所　グランシップ交流ホール（予定）

認可外保育施設における自然保育実施に係る経費に対
する助成を行う。
・対象経費　フィールド整備費、消耗品費等
・上限額　　１施設あたり50万円

登降園管理等の負担軽減や人的ミス防止を目的とした
保育業務システムの導入経費に対する助成を行う。
・上限額　20～130万（導入機能数による）
・補助率　3/4

- 40 -



キャリアアップ研修の実施 ―
幼児教育・保育支

援課

（新）子どもの見守り支援
システム導入支援事業補助
金（仮称）の交付

―
幼児教育・保育支

援課

乳児等のための支援給付
（こども誰でも通園制度）
の実施

―
幼児教育・保育支

援課

産休等代替職員雇用費補助
金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

保育士資格・幼稚園教諭免
許状取得支援事業補助金の
交付

―
幼児教育・保育支

援課

私立幼稚園連合会教育研究
補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

静岡朝鮮初中級学校教材等
整備事業補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

保育士修学資金等貸付事業
負担金の拠出

―
幼児教育・保育支

援課

静岡市民間保育所等補助金
の交付

―
幼児教育・保育支

援課

保育士宿舎借り上げ事業補
助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

保育補助者雇上強化事業費
補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

私立学校振興補助金の交付 ―
幼児教育・保育支

援課

保育教諭の負担軽減に向け
た業務効率化

― こども園運営課

市立こども園育児短時間代
替職員の派遣

― こども園運営課

保育教諭確保対策の実施 ― こども園運営課

保育者のスキルアップによる教育・保育の質向上等を
目的とした研修（キャリアアップ研修）を実施する。

BluetoothやGPSを活用した見守り支援システムを導入
する私立園に対し、導入経費に対する助成を行う。
・上限額　１施設あたり20万円
・補助率　3/4

「こども誰でも通園制度」を実施する施設に対し、国
が定める運営費を給付する。
・実施期間　2026年度～
・実施場所　こども園・保育所等18園（予定）

産休等の代替職員を雇用する私立園に対し、雇用に要
する経費に対する助成を行う。
・対象経費　産休または病休に係る代替職員の人件費
・上限額　　補助対象日数×8,780円

幼稚園免許又は保育士資格の取得者がもう一方の資格
を取得する際に必要な経費に対する助成を行う。
・対象経費　養成施設等の入学料、受講料等
・補助金　　対象経費の1/2以内の額

静岡市私立幼稚園連合会に対し、研修や幼児教育の研
究に係る経費に対する助成を行う。
・上限額　442.9万円
・補助率　1/2

静岡朝鮮初中級学校に対し、教材等の購入に係る経費
の一部に対する助成を行う。
・対象経費　教材、教具及び図書の購入費等
・補助額　　20万円/部級（初等部、中等部）等

静岡県、浜松市と共同で実施する保育士資格取得のた
めの修学資金貸付等の事業に係る負担金を拠出する。

私立こども園等に対し、職員の処遇改善や手厚い職員
配置等に必要な経費に対する助成を行う。
・対象経費　職員の給与改善に要する経費　等
・上限額　　職員１人１月あたり26万円　等

転入者または新卒者に該当する保育士が居住する宿舎
の借上げに係る経費に対する助成を行う。
・対象経費　家賃、共益費等（本人負担額除く）
・上限額　　１月あたり4.5万円

私立園に対し、新たに雇用する保育補助者の雇い上げ
に係る経費に対する助成を行う。
・補助率　10/10
・上限額　195.3万円～651万円

私立幼稚園・小学校・中学校・高校を運営する学校法
人に対し、教材整備等の経費に対する助成を行う。
・対象経費　教育研究用機器や備品の購入費等
・上限額　　補助単価（生徒１人）×在籍人数等

保育業務支援システムを活用し保育教諭の負担軽減を
行うとともに、書類簡略化やデジタル化を進める。

育児短時間勤務職員の代替を人材派遣により確保し職
員の負担軽減とＷＬＢの推進を図る。
・対象施設　育児短時間勤務取得保育教諭が在籍す
　　　　　　る市立こども園

市立こども園の保育教諭を確保するため、市職員の幼
稚園教諭免許と保育士資格の併有を促進する。
・補助上限額　10.2万円
・実施時期　　～2028年度
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児童手当の支給 ― こども家庭福祉課

子ども医療費の助成★ ― こども家庭福祉課

ひとり親家庭等医療費の助
成

― こども家庭福祉課

奨学金返還支援事業への補
助金の交付★

― 商業労政課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

ひきこもり対策の推進 ― こども若者応援課

ヤングケアラー支援の実施 ― こども若者応援課

高校生年代までのこどもを監護・養育する父母等に手
当を支給する。

18歳までの子どもの入通院費の一部を助成する。
通院費:中学生年代まで自己負担額０円
　　　 高校生年代の自己負担額500円(１回)
入院費:高校生年代まで自己負担額０円 食事代含

所得税非課税世帯のひとり親家庭等に医療費を助成す
る。

従業員の奨学金返還を支援する市内企業に対する補助
を実施する
・対象経費　従業員の返還支援のために支出した経費
・補助率　　中小企業2/3、大企業1/2

政策２：（子育ち）
すべてのこども・若者が家庭環境や障がいの有無などにとらわれず、成長できるまちに
します

施策１：すべてのこどもが、家庭環境に左右されず、健やかに育つことができるよう支援します

生活保護・ひとり親家庭に
おける高校進学率

生活保護世帯：89.6%
ひとり親世帯：97.5%

（2025年）

生活保護世帯：94.3%
ひとり親世帯：98.3%

支援につながっているヤン
グケアラーの人数

87人（2025年） 2030：228人

ひきこもり地域支援セン
ターにつながっているケー
スのうち、社会とのつなが
りをもてているケースの割
合

31.7%（2025年） 36.1%

児童虐待重大事例（死亡事
例)発生件数

０件（2025年） ０件

高校卒業後の進路が決まっ
ている措置児童の割合

100%（2025年） 100%

こどもを取り巻く家庭環境や社会環境が多様化・複雑化しており、貧困家庭のこどもの学習機会の確保や、ヤング
ケアラーの発見・支援などが不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

ひきこもりに特化した相談窓口を設け、関係機関やサ
ポーターと連携しアウトリーチ型支援等を実施する。

各種研修や食支援等を実施することで、ヤングケア
ラーの早期把握や地域連携支援に繋げる。
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（新）高校生年代による
「高校生年代の居場所」づ
くり

― こども若者応援課

相談事業の実施 ―
こども若者応援課

学校教育課

学習支援の実施 ― こども家庭福祉課

大学等受験料や模試費用に
係る補助金の交付

― こども家庭福祉課

生活支援の実施 ― こども家庭福祉課

ひとり親サポートセンター
の運営

― こども家庭福祉課

ひとり親家庭の相談窓口の
設置

― こども家庭福祉課

自立支援プログラムの策定 ― こども家庭福祉課

ひとり親家庭の保護者の職
業訓練費用等を補助

― こども家庭福祉課

児童扶養手当の支給 ― こども家庭福祉課

就学や修学等により必要な
費用の貸付

― こども家庭福祉課

養育費の履行確保に対する
支援

― こども家庭福祉課

ひとり親家庭への日常生活
支援

― こども家庭福祉課

養育支援訪問の実施 ― こども家庭福祉課

高校生年代の不登校や通信制高校の生徒等を対象に、
無料で利用できる居場所を提供する。
・実施場所　静岡駅、清水駅周辺

生活困窮世帯やひとり親家庭のこどもを対象とした学
習支援を実施する。

学習支援・生活支援に通うこどもの大学等受験料や模
試費用の補助を行う。

特に困難を抱えた家庭環境で育ったこどもを対象に生
活支援を実施する。

ひとり親家庭の親を対象に、生活・就業・養育費等の
相談を受けるサポートセンターを運営する。

ひとり親家庭が気軽に生活相談、就労相談ができる窓
口を設置する。

ひとり親家庭の個々の事情に沿ったプログラムを策定
し、他機関等と連携して就業や自立を支援する。

自立につながる資格取得等の支援のために受講費用や
受講期間中の生活費に対して給付金を支給する。

高校生年代までのこどもを監護・養育するひとり親家
庭等に手当を支給する。

ひとり親家庭のこどもの進学に必要な資金や、経済的
自立に資する資金を貸付する。

ひとり親家庭等に対し、養育費に関する相談支援の強
化や養育費の取決め等に係る費用の補助を行う。
・補助率　10/10
・上限額　５万円

ひとり親が、就職活動や疾病等の理由で一時的に生活
援助等を必要とする際に家庭生活支援員を派遣する。

養育支援が特に必要であると認める家庭に対して看護
師・保育士等が訪問する。

不登校児童生徒等に対し、生活及び学習に係る相談や
指導を行い、将来の社会的自立を支援する。
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伴走型相談支援の実施(妊
娠後期,１歳・２歳児面
談）★

― こども家庭福祉課

こども家庭センターの機能
強化

― こども家庭福祉課

要支援児童等の早期把握 ― こども家庭福祉課

こども家庭センターの職員
の人材育成

― こども家庭福祉課

意見表明等支援員によるこ
どもの意見表明の支援

― こども家庭福祉課

社会的養育の推進 ― こども家庭福祉課

ひとり親家庭交流事業費補
助金の交付

― こども家庭福祉課

母子寡婦福祉会活動事業補
助金の交付

― こども家庭福祉課

一時保護所の整備 495 児童相談所

児童相談所の改修 166 児童相談所

休日・夜間における児童虐
待対応ダイヤルへの対応

― 児童相談所

（新）社会的養護自立支援
拠点事業の運営

― 児童相談所

児童養護施設等体制強化事
業費補助金の交付

― 児童相談所

里親家庭への支援 ― 児童相談所

助産師や保育士等の専門職が家庭訪問等による面談を
実施し、子育ての不安や悩みの相談に応じる。

健康支援課が区役所内に配置されることで、母子保健
と児童福祉とが一体的な支援を行う。

要保護児童対策地域協議会による要支援児童等の早期
把握と適切な保護・支援を実施する。

こども家庭相談対応職員の資質向上のための研修へ参
加する。

意見表明等支援員を派遣し、こどもの話を聴取すこと
により、こどもの権利擁護を図る。

児童養護施設等で実習を受けた学生の就職を促進する
ため、施設が学生に支払う人件費の一部を助成する。

ひとり親家庭の福祉増進を目的とした交流、自立促進
に係る研修会等を実施する団体に補助金を交付する。
・補助率　1/2
・上限額　72.8万円

ひとり親家庭の自立促進事業を実施する一般社団法人
静岡市母子寡婦福祉会に活動事業補助金を交付する。
・補助率　2/3
・上限額　152.6万円

要保護児童の一時保護施設の環境改善及び定員の増加
を目的とした施設の増設、既存施設の改修等を行う。
・供用開始予定　2029年度

老朽化した児童相談所について、施設長寿命化及び相
談者が来所しやすい環境を整備するため改修を行う。
・実施時期　2028年度～2029年度

閉庁時間帯における児童虐待の通報ダイヤルへの対応
を相談対応に専門性を有する者に委託する。

親からの虐待で施設入所経験のある者等が、地域社会
で自立した生活を継続するための相談支援を行う。

児童養護施設が職員の業務負担及び心的負担を軽減す
る取組の実施に係る費用の一部を助成する。
・対象経費 補助者雇用経費、スーパーバイザー報酬
・補 助 率 10/10（上限額あり）

里親及び里子に対する里親支援センターと協働した相
談支援及び里親に対する養育研修等を実施する。
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社会的養育の推進 ― 児童相談所

施設入所児童等への社会的
自立の支援

― 児童相談所

児童相談所職員の資格取得
及び専門性向上のための研
修受講

― 児童相談所

児童虐待の早期発見・早期
対応を目的とした研修講師
派遣

― 児童相談所

こどもの意見聴取等措置の
実施

― 児童相談所

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

医療的ケア児等コーディ
ネーターの設置

― 障害福祉企画課

発達が気になる子の受診待
機の解消

― 障害福祉企画課

発達障害児者の支援体制の
機能強化

― 障害福祉企画課

障害児保育に対する補助金
の交付

― こども未来課

児童相談所職員の資格取得及び資質向上のため、児童
虐待等への対応に関する研修を受講する。

保育・教育機関や人材育成機関等に児童虐待の早期発
見・早期対応等を周知するため職員を講師派遣する。

児童の権利保護及び適切な処遇方針の検討を目的に一
時保護児童等に生活環境等に関する意見を聴取する。

施策２：すべてのこどもが、障害や発達状況の違いに捉われず、健やかに育つことができるよう支援
します

障害福祉に関する市民アン
ケート調査の項目
「療育・教育で困っている
こと」について「特に困っ
ていることなし」と回答し
た割合

15.0%（2024年） 19.0%

家庭で生活できない児童の保護及び健全な育成のた
め、児童養護施設、里親家庭等で社会的養育を行う。

生活・就業の支援を要する者への相談支援や社会的養
育を受ける児童の助成等による自立支援を行う。
・対象経費 通塾等経費、自立時の住居費等

発達障がいなど特別な支援を要するこどもが増えており、その中には必要な支援が行き届いていないこどもがい
る。

■課題解決のための取組

取組の内容

医療的ケア児やその家族を支援するコーディネーター
を配置し、ライフステージに応じた支援につなげる。

こどもの発達状況に応じた支援を適時に行うため、心
理検査等を行う心理士を協力医療機関に配置する。
・実施場所　市内総合病院（４箇所）

発達障がい等による複雑化した事例に対応する地域支
援マネージャーを専門相談支援機関に配置する。

公私連携幼保連携型認定こども園での障害児受入れに
係る職員配置のための補助金を交付する。
・対象経費　報酬、給料、職員手当、共済費等
・上限額　　保育士一人当たり上限301.8万円
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保育ソーシャルワーカーに
よる困難を抱える世帯・園
児等への支援の実施

―
幼児教育・保育支

援課

静岡市幼児教育センターの
運営★

―
幼児教育・保育支

援課

気になる子に対する保育支
援事業補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

特別支援教育ソフト導入事
業補助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

私立幼稚園障害児教育費補
助金の交付

―
幼児教育・保育支

援課

私立こども園・保育所等特
別支援保育事業費補助金の
交付

―
幼児教育・保育支

援課

臨床心理士による保育・教
育巡回支援の実施

―
幼児教育・保育支

援課

市立こども園医療的ケア児
の受入

― こども園運営課

特別面接・審査会の実施 ― こども園運営課

「3歳未満児の発達が気に
なる子」の支援のための受
け入れ体制の整備

― こども園運営課

５歳児健康診査の実施 ― こども家庭福祉課

発達早期支援教室の実施 ― こども家庭福祉課

保育ソーシャルワーカーによる、相談支援や保育者の
支援技術向上のための研修を実施する。
・実施場所　市内こども園等

特別支援に関する研修や相談支援等を行う拠点を運営
する。

発達が気になる子への手厚い職員配置に係る経費に対
する助成を行う（モデル園での試行的実施）。
・対象経費　気になる子への保育に係る人件費
・上限額　　児童１人あたり4.3～6.2万円/月

特別支援教育ソフトを活用する施設（モデル園）に対
し、ソフト利用に係る経費に対する助成を行う。
・対象経費　ソフトの年間利用料
・補助額　　利用料全額

障害児を受け入れている私立幼稚園に対し、特別支援
教育に係る経費に対する助成を行う。
・対象経費　職員加配やアレルギー対応に係る人件費
・上限額　　児童１人あたり1.6～6.5万円/月

特別な支援を要する園児の受け入れに係る手厚い職員
配置に要する経費に対する助成を行う。
・対象経費　職員加配やアレルギー対応に係る人件費
・上限額　　児童１人あたり1.8～11.7万円/月

臨床発達心理士等の巡回・保育観察による、発達が気
になる子への保育方法に関する助言等を実施する。
・実施場所　私立こども園、保育所等（30園程度）

看護師派遣会社への委託により医療的ケア児の受入体
制を整備し、インクルーシブ教育・保育を推進する。
・対象施設　医療的ケア児が在籍する市立こども園

こども園入園希望の３歳以上障害児等に対して医師等
が集団保育の可否を審査する。

３歳未満児の発達が気になる子に対して、適切な援助
を行えるよう手厚い職員配置を行う。
・対象施設　対象３歳未満児が在籍する園

市内認定こども園等で、巡回健診ﾁｰﾑによる年中クラ
ス児4,220人を対象とした５歳児健診を実施する。

１歳６か月児健診時に発達が気になる子に対し、アセ
スメントの場と継続支援の場を提供する。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

しずおかエンジェルプロ
ジェクトの推進

― こども若者応援課

結婚新生活支援事業費補助
金の交付

― こども若者応援課

（新）結婚新生活応援パス
ポートの交付

― こども若者応援課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

しずおか子育てきずなLINE
による情報発信の実施★

― こども未来課

妊婦健康診査の助成 ― こども家庭福祉課

政策３：（家族形成）
「家族（家庭）を持ちたい」と思う一人ひとりの希望が叶うまちにします

施策１：結婚したいと思う人の希望が実現できるような体制づくりを行います

有配偶率
男性34.2％
女性43.6％
（2020年）

男性34.5％
女性43.9％

結婚を希望しながらも、適当な相手にめぐりあえないなどの理由から、結婚に至るきっかけが得られない人がい
る。
結婚生活に対する経済的な不安が大きく、安心して結婚に踏み出せない人が多くいる。

■課題解決のための取組

取組の内容

企業主体の出会いのイベントの支援などを通じ、若者
のニーズに応じた出会いの機会を創出する。

結婚に伴う新生活を開始する夫婦に対し、経済的負担
軽減のための補助金を交付する。
・対象経費　住居費、引っ越し費用等
・上限金額　１件あたり80万円

新婚夫婦等がパスポートの提示で、企業等の特典サー
ビスを受けられる仕組みを構築する。

施策２：こどもを持ちたいと思う人の希望が実現できるような環境づくりを行います

実際に予定しているこども
の数

1.98人（2024年） 2.08人

妊娠や出産にあたっては、経済的な負担や心身の不安を感じる人が多くいる。
こどもの頃から、妊娠・出産に関する正しい知識や、自身の健康を維持することについての重要性を学ぶ機会が少
ないことで、安心して妊娠・出産や子育てに臨めないことがある。

■課題解決のための取組

取組の内容

「しずおか子育てきずなLINE」にて子育て世帯へ出
産・子育てに関する支援情報を配信する。

基本健診16回、超音波検査４回、血液検査１回、血算
検査１回、GBS検査１回を上限に、公費負担を行う。
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先天性代謝異常等検査（新
生児マススクリーニング検
査）の助成

― こども家庭福祉課

産婦健康診査の助成 ― こども家庭福祉課

乳児健康診査の助成 ― こども家庭福祉課

子ども医療費の助成★ ― こども家庭福祉課

不妊治療費（先進医療）の
助成

― こども家庭福祉課

不育症治療費の助成 ― こども家庭福祉課

思春期の健康教室の実施 ― こども家庭福祉課

（新）プレコンセプション
ケアの普及促進

― こども家庭福祉課

乳児がいる世帯へのアウト
リーチ型相談支援（こんに
ちは赤ちゃん訪問）

― こども家庭福祉課

伴走型相談支援の実施(妊
娠後期.１歳.２歳児面談)
★

― こども家庭福祉課

（新）小児科・産婦人科の
オンラインによる相談

― こども家庭福祉課

産後ケアの実施 ― こども家庭福祉課

ママケアデイサービスの実
施

― こども家庭福祉課

子育て支援ヘルパーの派遣
★

― こども家庭福祉課

先天性代謝異常等の疾患の早期発見・治療に繋げるた
め、血液検査に要する経費を助成する。

産後２週間、産後１か月に受診する産婦健診費用につ
いて、公費負担を行う。

疾病の早期発見や保健指導が受けられる公費負担の受
診票を発行し、医療機関への受診を勧奨する。

18歳までの子どもの入通院費の一部を助成する。
通院費:中学生年代まで自己負担額０円
　　　 高校生年代の自己負担額500円(１回)
入院費:高校生年代まで自己負担額０円 食事代含

不妊治療の保険診療と併用して実施する先進医療に係
る費用の一部を補助する。
・補助額　上限５万円
・補助率　自己負担額の7/10

不育症の治療に係る費用の一部を補助する。
・補助額（補助率）
①保険診療　上限10万円/年（自己負担額の1/2）
②先進医療　上限６万円/回（自己負担額の7/10）

保健師が実施する健康教室に加え、新たにプレコンセ
プションケアに関する講座を作成する。

プレコンセプションケアの普及を促進するため、人材
の育成や、普及促進用資料等の作成を行う。

生後４か月以内の新生児・乳児家庭に助産師や保健師
が全戸訪問を行う。

助産師や保育士等の専門職が家庭訪問等による面談を
実施し、子育ての不安や悩みの相談に応じる。

妊産婦やこどもの医療、育児等の相談を、毎日、24時
間対応するオンラインサービスを開始する。

出産後１年未満の母子に対し、助産所等へ宿泊、通所
または助産師が居宅へ訪問しケアを行う。

生後４か月から１歳未満の子をもつ母親に対し、交
流・相談・休息の場を一体的に提供する。

妊娠中及び１歳未満の子を養育する家庭等に子育て支
援ヘルパーを派遣し家事育児援助を行う。
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保健衛生団体事業費補助金
の交付

― こども家庭福祉課

新生児聴覚検査の助成 ― こども家庭福祉課

妊婦支援給付金の助成 ― こども家庭福祉課

聴覚障害の早期発見のため、新生児聴覚検査費用につ
いて公費負担を行う。

妊娠・出産期に経済的支援を実施する。
①妊婦のための支援給付（１回目）：５万円
②妊婦のための支援給付（２回目）：胎児数×５万円

保健衛生団体の公益性のある事業に係る費用を助成す
る。
・交付先　静岡市助産師会、清庵助産師会
・補助率　1/2　上限額16万円
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４　教育・人づくり

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （学びの充実） 01

02

03

02 （教職員の専門性） 01

02

03

多様な学びと地域の教育力を基盤として、すべての人の可能性が広
がり、夢や希望が実現でき、心豊かに暮らすことができるまち

　これまでの教育や生涯学習に関する取組は、行政主体で「育成」や「支援」を行う視点が中心であり、教育面にお
いては、こども一人ひとりの多様性を認め合うことや、個々に合わせた学びが十分に実践できていないという課題が
あります。価値観や個性、家庭環境などが多様化する中、こども自身の興味・関心や得意・不得意に応じて、学びた
いことを自分に合ったやり方で学ぶことができる環境を充実させる必要があります。
　また、生涯学習面では、働き方や暮らし方などの多様化が進む社会においては、誰もが生涯にわたり、新たな知識
や技能を獲得しながら学び続けられる環境づくりが不可欠です。こうした環境の充実は、地域社会や経済を支える人
材の育成につながるとともに、一人ひとりの心の豊かさや幸福感を高めることにつながります。

学校に登校することが難しいこどもたちが安
心して過ごし、学び続けられる環境を整えま
す

こどもたちが、それぞれに最も適した
学びに取り組み、多様な仲間と関わり
ながら探究を深めることができるまち
にします

教職員が本来担うべき業務に専念し、
質の高い教育が提供できるまちにしま
す

教職員が安心して働くことができるよう、業
務負担につながる欠員を生まない仕組みづく
りや校務の改善を図ります

各校の教育課題に対し、専門スタッフも含め
た学校組織全体で協働し対応する仕組みを作
ります

【政策体系図】

こどもが主体となり、一人ひとりに合った学
習を進め学びに向かえるような学習環境を整
えます

新たな教育課題に対応する専門性向上のため
に自己研鑽できる研修体制や、自己のキャリ
アデザインを意識し、資質能力の向上を図る
ことができる仕組みを作ります

すべてのこどもの個性が周囲の大人や友達に
認められ、楽しんで登校できるよう、適切な
支援と共に学習環境を整えます

政策 施策
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03 （学びの環境づくり） 01

02

04 （生涯学習） 01 地域社会・経済を支える実学を重視したリカ
レント教育を提供します

こどもたちが地域の大人や諸機関、民間団体
と関わり合い、見守られながら成長できる仕
組みを充実させます

こどもたちが安全安心に成長できる施設環境
を整えます

誰もが、学びたいときに学びたいこと
を学び、その学びを社会で活かして成
長できるまちにします

こどもたちが地域社会の中で、安心し
て成長していくことができるまちにし
ます
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

静岡市幼児教育センターの
運営★

―
幼児教育・保育支

援課

新しい市立の高校の検討 ― 教育総務課

各学校への先駆的な取組の
導入

― 学校教育課

学習支援ツールの機能拡
充・更新の実施

― 教育センター

学校図書館教育の推進 ― 教育センター

英語教育の推進 ― 教育センター

静岡市立高校でのSSH推進 ― 市立高等学校

清水桜が丘高校でのDX教育
の推進

―
市立清水桜が丘高

等学校

学校教育の課題の究明と新たな学校教育の推進につな
がる先進的な研究を行い、その成果の普及を図る。
・実施場所　市内小・中学校

学習支援ツールで学習履歴・到達度の電子化や分析機
能の追加等を行い、個に合った学びを実践する。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　全市立小・中学校

小中学校へ学校司書を配置し学校司書の研修学校図書
館の活用を推進する。
・実施場所　市内小・中学校

外国語指導助手（ALT）の招致やこどもたちの英語に
触れる機会の拡充をとおして英語教育を推進する。
・実施場所　市内小・中学校

全国平均値を上回る
参考　現在の平均値

小学生 81.7％
中学生 77.5％

従来の教師主導の授業から、こどもの個性を大切にし、こどもが、自らが持つ力を高めながら、主体的に学びを進
める授業への転換が十分に進められていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

新しい学校の設置に向けた検討を行う。
・実施時期　2026年度から

研修開催、相談支援、幼保小接続の実施等の教育・保
育に関する総合的な支援を行う拠点を運営する。

政策１：（学びの充実）
こどもたちが、それぞれに最も適した学びに向かい、多様な仲間と関わりながら探究を
深めることができるまちにします

施策１：こどもが主体となり、一人ひとりに合った学習を進め学びに向かえるような学習環境を整え
ます

「これまでに受けた授業
は、自分にあった教え方、
教材、学習時間などになっ
ていたと思う」と答えたこ
どもの割合

小学生 82.0％
中学生 76.4％
（2025年）

全国平均値を上回る
参考　現在の平均値

小学生 83.4％
中学校 79.3％

静岡市の理数科教育中核校として、他校や大学等専門
的教育機関と連携した探究活動を推進する。
・実施場所　静岡市立高校

外部講師によるデジタル活用に関する実践的な授業や
先進校への視察を行う。
・実施場所　清水桜が丘高校

「分からないことがあった
時、自分で学び方を考え、
工夫することができる」と
答えたこどもの割合

小学生 79.8％
中学生 72.4％
（2025年）
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

外国人児童生徒等支援事業
の実施

― 学校教育課

特別支援教育推進事業の実
施

― 学校教育課

特別支援教育アセスメント
の実施

― 学校教育課

外部専門家の訪問指導によ
る通級指導の充実の促進★

― 学校教育課

自閉症・情緒障害学級非常
勤講師の配置

― 学校教育課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

不登校など教室以外で過ごすこどもが、安心して学びを継続し充実させられる環境が十分に整っていない。

市内公立小中学校に在籍す
る全児童生徒に占める不登
校児童生徒の割合

小学生 2.4%
中学生 8.6%
（2024年）

全国平均値を下回る
参考　現在の平均値

小学生 2.1%
中学生 6.7%

「自分にはよいところがあ
る」と感じている児童生徒
の割合

小学生 86.8%
中学生 84.6%
（2025年）

全国平均値を上回る
参考　現在の平均値

小学生 86.9%
中学生 86.2%

外国人児童・生徒等に対し日本語指導等を行う。
・対象経費　日本語指導員や通訳への謝金等

特別な支援が必要な児童生徒が学びやすい環境を整え
るため、専門家によるサポートを行う。
・実施場所　全市立小・中学校

個別の教育支援計画作成に係るアセスメントツールを
活用する。
・実施時期　2025年度～

通級指導教室で言語聴覚士及び理学療法士が訪問指導
を行う。
・実施時期　2026年度～

自閉症・情緒障害学級への非常勤講師を配置し、対象
児童生徒へのサポートを行う。
・実施場所　対象の特別支援学級（１学級に７人以上
かつ４学年以上が在籍する学級）

施策３：学校に登校することが難しいこどもたちが安心して過ごし、学び続けられる環境を整えます

「学校に行くのは楽しい」
と答えたこどもの割合

小学生 84.7%
中学生 84.1%
（2025年）

全国平均値を上回る
参考　現在の平均値

小学生 86.5%
中学生 86.1%

こどもの個性や発達特性、家庭状況などが多様化している中、学校におけるそれぞれに応じた適切な支援が十分に
行き届いていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

施策２：すべてのこどもの個性が周囲の大人や友達に認められ、楽しんで登校できるよう、適切な支
援と共に学習環境を整えます

「先生は自分のよいところ
を認めてくれている」と答
えたこどもの割合

小学生 88.9％
中学生 90.1％
（2025年）

全国平均値を上回る
参考　現在の平均値

小学生 92.2％
中学生 92.2％
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

（新）駿河区教育支援セン
ター移転に伴う教室活動の
拡充

― 学校教育課

教育相談員活用事業の実施 ― 学校教育課

訪問教育相談員活用事業の
実施

― 学校教育課

学びの多様化学校の運営 ― 学校教育課

教育支援センターの運営 ― 学校教育課

スクールカウンセラー活用
事業の実施

― 児童生徒支援課

スクールソーシャルワー
カー活用事業の実施

― 児童生徒支援課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

法務相談体制の強化の実施
★

― 教育総務課
学校で発生する諸問題に対し、弁護士が法律に基づい
た助言や指導、保護者面談等への同席を行う。
・実施時期　2026年度～

年度末の代替教員の未補充
人数

24人（2024年） 0人

教員の欠員や講師不足により、学校は限られた人員で運営せざるを得ない状況になっている。また、教職員の業務
が多忙化し、本来の教育業務に専念できる環境が十分に整っていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

不登校の生徒に合わせた特別な教育課程で教育活動を
実施する学びの多様化学校を運営する。
・実施場所　静岡市立末広中学校分教室（新通小内）

不登校児童生徒に対し、生活及び学習に係る相談や指
導を行い、将来の社会的自立を支援する。
・実施場所　各区１か所ずつ

不登校や問題行動等、児童生徒や保護者の心の問題へ
の支援を行うスクールカウンセラーを配置する。
・実施場所　全市立小・中学校

学校生活の諸問題解決のため、家庭への福祉的支援を
行うスクールソーシャルワーカーを配置する。
・実施場所　全市立小・中学校

政策２：（教職員の専門性）
教職員が本来担うべき業務に専念し、質の高い教育が提供できるまちにします

施策１：教職員が安心して働くことができるよう、業務負担につながる欠員を生まない仕組みづくり
や校務の改善を図ります

■課題解決のための取組

取組の内容

駿河区教育支援センター移転に伴い、少人数教室及び
小学生対象グループ活動を新たに実施する。
・実施時期　2026年度～

教室以外の居場所として校内サポートルームを全校に
設置し、運営を支援する教育相談員を拡充する。
・実施場所　全市立小・中学校

不登校家庭への訪問や面談を通じ、孤立感解消や問題
の改善をするための訪問教育相談員を配置する。
・実施場所　全市立小・中学校
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（新）フレキシブル担任制
の実施

― 教職員課

（新）教員採用選考問題作
成の共同実施（共通問題配
布方式）

― 教職員課

（新）「「静岡市で拓く、
教職の未来」教職へのナビ
ゲーション事業」の実施

― 教職員課

（新）保護者とのコミュニ
ケーションツールの導入の
実施

― 教職員課

教員の欠員未補充の解消 ― 教職員課

静岡市型35人学級編制の実
施

― 教職員課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

非常勤養護教諭の配置 ― 教職員課

外部専門家の訪問指導によ
る通級指導の充実の促進★

― 学校教育課

法務相談体制の強化の実施
★

― 教育総務課

校内支援を強化する取組の
実施

― 学校教育課

■課題解決のための取組

取組の内容

養護教諭を複数配置できない大規模校の小・中学校に
１名ずつ非常勤養護教諭を配置する。
・実施場所　対象の小・中学校計４校

通級指導教室で言語聴覚士及び理学療法士が訪問指導
を行う。
・実施時期　2026年度～

学校で発生する諸問題に対し、弁護士が法律に基づい
た助言や指導、保護者面談等への同席を行う。
・実施時期　2026年度～

校内において特別支援の中心的役割を担う特別支援教
育コーディネーター養成講習の実施
・実施時期　2026年～

40人学級の編成の対象である中２・中３でも35人学級
が実施できるよう教員を配置する。
・実施場所　対象校２校

施策２：各校の教育課題に対し、専門スタッフも含めた学校組織全体で協働し対応する仕組みを作り
ます

時間外在校等時間 33時間/１か月（2024年）
30時間/１か月

（国の目標時間数に準じて
設定）

学校で起こるトラブルなどに対する専門家の支援や相談体制が十分に整っていないため、クラス担任が一人で問題
を抱え込みやすい。

複数の教員で学級や学年、こどもの指導やサポート、
保護者への対応ができる体制を整える。
・実施場所　８～９学級の小学校

教員採用選考（一次選考）の問題作成及び点検業務を
全国協議会で共同実施し、業務の効率化を図る。
・実施時期　2026年度～

教員採用候補者（教職未経験）が着任前に学校現場で
プレワーク等を行う「教職プレワーク」を実施する。
・実施時期　2026年度～

保護者とのコミュニケーションツールを全小中学校に
導入し、利便性を向上させる。
・実施時期　2026年度～

退職や産育休取得者、休業者等により年度当初及び途
中に発生する教員の欠員の解消を図る。
・実施場所　市内小・中学校
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

（新）北部複合施設中規模
改修工事の実施★

173
教育センター
中央図書館

情報活用能力の向上促進 ― 教育センター

教職員研修の実施 ― 教育センター

キャリアデザインの支援 ― 教育センター

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

施策１：こどもたちが安全安心に成長できる施設環境を整えます

少子化により、従来の学校の規模や配置を維持することが難しくなっている。
学校施設の修繕や改修、空調、トイレなどの設備の設置・更新が進んでいない。こうした背景から、こどもが快適
に学べる環境整備が十分に行えていない。

施設の不備により学校で授
業が実施できなくなった日
数（災害時を除く）

0日
（2024年）

0日

小中学校校舎トイレの洋式
化率

60.9%
（2025年）

100%

小中学校体育館の空調設置
率

0%
（2025年）

取組の内容

北部複合施設中規模改修工事を行う。
・実施時期　2027年度

ICTを活用した学びを進めるための教員の資質能力向
上のための支援員によるサポートを行う。
・実施場所　市内小・中学校及びオンライン

研修内容を教育課題の現状に合わせ再構築し、オンラ
イン等の研修を増やすことで参加の選択肢を増やす。
・実施時期　2026年度
・実施対象　市立小・中学校の教職員

ロールモデルとの対話を行いながら、自身のキャリア
プランをイメージする研修を実施する。
・実施時期　2026年度
・実施対象　市立小・中学校の教職員

政策３：（学びの環境づくり）
こどもたちが地域社会の中で、安心して成長していくことができるまちにします

施策３：新たな教育課題に対応する専門性向上のために自己研鑽できる研修体制や、自己のキャリア
デザインを意識し、資質能力の向上を図ることができる仕組みを作ります

「これまでに受けた授業
は、自分にあった教え方、
教材、学習時間などになっ
ていたと思う」と答えたこ
どもの割合

小学生 82.0％
中学生 76.4％
（2025年）

全国平均値を上回る
参考　現在の平均値

小学生 83.4％
中学校 79.3％

教職員の専門性向上を支える研修体制や資質・能力を高める仕組みが不十分であり、多様化する教育課題への対応
が十分に進められていない。

■課題解決のための取組

60.9%
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

小中学校校舎等の大規模・
中規模改修

7,413 教育資産管理課

小中学校の基幹設備の更新 3,706 教育資産管理課

小中学校校舎内のトイレ改
修

6,643 教育資産管理課

蒲原地区小中一貫校の整備 377 教育資産管理課

藁科地域小中一貫校の整備 2,990 教育資産管理課

（新）由比地区小中一貫校
の整備

893 教育資産管理課

（新）小中学校体育館の空
調設備の整備

4,634 教育資産管理課

廃校後未利用施設の解体 8 教育資産管理課

奨学金の貸付 ― 児童生徒支援課

奨学金の給付 ― 児童生徒支援課

児童生徒の通学支援の実施 ― 児童生徒支援課

遠距離通学費補助金の交付 ― 児童生徒支援課

特別支援教育就学奨励費補
助金の交付

― 児童生徒支援課

北部（門屋）学校給食セン
ターの整備（PFI施設整
備）

721 学校給食課

学校統合に伴い通学区域が広くなることにより通学が
困難となるものに対して通学支援を実施する。
・実施時期　2026年度～

遠距離通学をする児童生徒の保護者の経済的負担を軽
減するため、定期券購入等に要する経費を補助する。
・対象経費　定期代、通学用品（中学校のみ）

特別支援学級等へ通う児童生徒の保護者の経済的負担
を軽減するため、就学に必要な経費を補助する。
・対象経費　学用品費、学校給食費、修学旅行費　他

北部（門屋）学校給食センターのPFI施設整備費の割
賦払いを行う。
・実施時期　～2032年度
・供用開始　2018年度供用開始済み

藁科地域の学校統合による施設整備を行う。
・供用開始予定　2028年４月
・実施時期　2026年度～2027年度　新校舎の建設
  　　　　　2028年度 既存校舎の解体

由比地区の学校統合による施設整備を行う。
・供用開始予定　2028年４月
・実施時期　2026年度～2027年度　既存校舎の改修
　　　　　　2028年度　体育館の改修

小中学校体育館の空調設備の整備や断熱改修を行う。
・実施時期　～2033年度（16校／年）
・対象施設　服織小ほか63校

統廃合等により使用しなくなった学校施設の解体を行
う。
・実施時期　2027年度
・対象施設　旧和田島小学校

優秀な人材を育英し、及び市の発展に資する優秀な人
材を育成することを目的として奨学金を貸与する。
・貸与額　高校生等月8,000円、短大生等月1.5万円
　　　　　大学生等月２万円

高校や大学に入学する就学困難な学生又は生徒に教育
奨励費として奨学金を給付する。
・給付額　高校生等５万円
　　　　　短大生等、大学生10万円

■課題解決のための取組

取組の内容

小中学校校舎等の長寿命化対策を行う。
・対象施設　小中学校校舎等

小中学校の受変電設備・給排水設備更新を行う。
・対象施設　受変電設備更新：長田北小ほか８校
　　　　　　給排水設備改修：安倍川中ほか８校

小中学校校舎内のトイレの改修を行う。
・実施時期　～2030年度（24校／年）
・対象施設　竜南小ほか83校

蒲原地区の学校統合による施設整備を行う。
・供用開始予定　2026年４月
・実施時期　2024年度～2025年度　新校舎の建設
　　　　　　2026年度～2027年度　既存校舎の解体
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丸子学校給食センターの整
備

60 学校給食課

蒲原地区調理場の整備 31 学校給食課

（新）学校給食費の抜本的
な負担軽減（給食費無償
化）の実施

― 学校給食課

学習者用・指導者用端末の
更新及び維持管理

― 教育センター

静岡市立高校の空調の整備 176 市立高等学校

（新）静岡市立高校の天井
の改修の実施

205 市立高等学校

静岡市立高校のトイレの洋
式化の実施

54 市立高等学校

静岡市立高校の関連施設の
整備

88 市立高等学校

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

しずおか地域クラブの実施 ― 総合政策課

小学校給食費は国の交付金の超過分を負担することで
無償化とし、中学校給食費は保護者負担軽減を図る。
・実施場所　市立小・中学校

子ども達がこれからもスポーツ・文化活動に身近に親
しむ機会を提供する、地域クラブ活動を実施する。
・実施時期　2027年度～

地域の大人に、授業や放課
後などで勉強やスポーツ、
体験活動に関わってもらっ
たり、一緒に遊んでもらっ
たことがあると答えた小学
生の割合（習い事は除く）

小学生 38.5％
中学生 25.6％
（2025年）

全国平均値を上回る
参考　現在の平均値

小学生 39.4％
中学校 29.5％

地域全体でこどもの成長を支える仕組みの整備が十分に進められていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

児童生徒及び教員用のPCの更新や維持管理を行う。
・実施場所　市内小・中学校

静岡市立高校の空調設備更新を行う。
・実施時期　2026年度～2027年度

静岡市立高校の中央館及び視聴覚ホールの天井改修を
行う。
・実施時期　2026年度～2027年度

静岡市立高校の東館及び本館のトイレ改修を行う。
・実施時期　2026年度

静岡市立高校の関連設備の整備を行う。
・実施時期　2026年度～2027年度

施策２：こどもたちが地域の大人や諸機関、民間団体と関わり合い、見守られながら成長できる仕組
みを充実させます

外壁・屋上防水修繕、ポンプ修繕を行う。
・実施時期　2026年度

蒲原小中一貫校化により調理棟の外壁・屋上防水修繕
を行う。
・実施時期　2026年度
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コミュニティ・スクールの
運営推進

― 教育総務課

学校・地域　ひとつなぎ人
材の養成

― 教育総務課

高等学校学校運営協議会の
運営

― 教育総務課

地域学校協働活動の推進 ― 教育総務課

市ＰＴＡ連絡協議会運営事
業費等補助金の交付

― 学校教育課

中山間地域学校ＰＴＡ等校
外教育支援事業補助金の交
付

― 学校教育課

市中学校体育連盟運営事業
費等補助金の交付

― 学校教育課

部活動環境支援の実施 ― 学校教育課

有機・規格外農産物の学校
給食への活用の実施

― 学校給食課

水泳授業における外部プー
ルの利用

― 教育センター

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

施策１：地域社会・経済を支える実学を重視したリカレント教育を提供します

学んだことを職業生活や地
域、社会での活動に活かし
ている市民の割合

職業生活で活かす　31.5%
地域社会で活かす　10.3%

（2025年）

職業生活で活かす　35.0%
地域社会で活かす　20.0%

社会・企業において、個人に求められる知識や技能、技術が目まぐるしく変化している。その中で、誰もが、生涯
を通じて、新たな知識や技能等を習得することのできる環境の整備が不十分である。

静岡市中学校体育連盟へ補助金を交付する。
・対象経費　連盟を運営する事業、静岡市中学校総合
　　　　　　体育大会の開催に関する事業
・上限額　　194万円

市立中学校の部活動における部活動外部顧問及び部活
動指導員にかかる経費を措置する。
・実施場所　市内小・中学校

児童生徒に有機農産物（市内産中心）を使用した給食
を提供し、地産地消の推進・食育を行う。
・実施場所　各学校給食施設

こどもの水泳能力の向上と教職員の施設管理の負担軽
減やコスト削減のため水泳授業を外部で行う。
・実施場所　対象３校の近隣施設

政策４：（生涯学習）
誰もが、学びたいときに学びたいことを学び、その学びを社会で活かして成長できるま
ちにします

学校が地域住民等の参画・協働を得ながら、こどもた
ちの成長を支える組織的・継続的な体制を整える。
・実施場所　市内小・中学校

学校と地域住民との連絡調整役を担い、コミュニ
ティ・スクール等の取組を推進する人材を養成する。

保護者や地域住民等が参画し、一体となって高校運営
の改善等に取り組む学校運営協議会を設置する。
・実施場所　静岡市立高校及び清水桜が丘高校

学校と地域が連携・協働することにより、地域全体で
こどもたちの健やかな育成を行う。
・実施場所　市内全小中学校

静岡市ＰＴＡ連絡協議会へ補助金を交付する。
・対象経費　協議会を運営するための人件費や
　　　　　　需用費等
・上限額　　655.5万円

中山間地域小中学校の校外教育に伴い保護者が負担す
る交通費についてＰＴＡ等へ補助金を交付する。
・対象経費　校外教育活動に係る交通費
・上限額　　学校ごとに上限を設定
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

インターナショナルスクー
ルの誘致

― 総合政策課

（新）長田生涯学習セン
ターの中規模改修

60 生涯学習推進課

旧飯田生涯学習交流館の跡
地整備

6 生涯学習推進課

高部生涯学習交流館の建設 721 生涯学習推進課

藁科生涯学習センターの空
調設備更新修繕

45 生涯学習推進課

「静岡シチズンカレッジ
こ・こ・に」の推進

― 生涯学習推進課

高度専門人材養成講座の実
施

― 生涯学習推進課

まちづくり推進事業補助金
の交付

― 生涯学習推進課

（新）北部複合施設中規模
改修工事の実施★

173
教育センター
中央図書館

藁科図書館空調設備更新修
繕の実施

42 中央図書館

（新）御幸町図書館空調設
備更新修繕の実施

86 中央図書館

（新）図書セルフ貸出シス
テムの導入の実施

― 中央図書館

藁科図書館空調設備更新修繕を行う。
・実施時期　2026年度

御幸町図書館空調設備更新修繕を行う。
・実施時期　2026年度

北部複合施設中規模改修工事を行う。
・実施時期　2027年度

取組の内容

子どもの学びの選択肢を広げることを主目的とした、
インターナショナルスクールを誘致する。
・実施時期　2028年度
・実施場所　清水区駒越

長田生涯学習センターの屋根防水等の改修工事を実施
する。
・実施時期　2026年度
・対象施設　長田生涯学習センター

旧飯田生涯学習交流館解体後の跡地に道路を整備する
ための設計等を実施する。
・実施時期　2026年度
・対象施設　旧飯田生涯学習交流館

高部生涯学習交流館の建替えに伴う建設工事を実施す
る。
・実施時期　2026年度～2027年度
・対象施設　高部生涯学習交流館

■課題解決のための取組

一部の市立図書館に図書セルフ貸出システムを導入す
る。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　中央図書館ほか６館

藁科生涯学習センターの空調設備の更新修繕を実施す
る。
・実施時期　2026年度
・対象施設　藁科生涯学習センター

全庁一体的に推進するまちづくりの主役（原動力）と
なる人材養成のための市民向け講座を実施する。

主に中小企業の就業者を対象に、地域社会・経済を支
える高度専門人材を養成するための講座を実施する。

地域団体で構成されるまちづくり推進委員会が実施す
る、まちづくり推進活動に対する補助金を交付する。
・対象経費　報償費、需用費、役務費及び使用料
・補助率　　10/10
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５　経済・産業

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （企業誘致・留置） 01

02

03

02 （スタートアップ） 01

02

03 （戦略産業） 01

04 （経営基盤強化） 01

スタートアップが市内で活動・成長しやすい
環境整備を進めます

企業誘致・留置が促進され、地域の経
済的活力が高まり、新たな働く場を得
ることができるまちにします

スタートアップと行政、市内企業等との共創
による取組を促進します

若者に魅力ある仕事や働く場を創出するた
め、デジタル関連企業の誘致に取り組みます

企業立地の検討段階から、立地後のフォロー
までの一貫した支援を実施します

戦略産業が地域経済をけん引し、地域
の「稼ぐ力」が強化され、市民所得が
向上するまちにします

静岡市経済をけん引する戦略産業を重点的に
振興します

市内企業が環境変化に対応し、設備投
資や新たな挑戦を通じて、成長や収益
拡大することができるまちにします

市内企業の経営基盤や競争力の強化に向けた
取組を支援します

地域の「稼ぐ力」が高く、魅力ある雇用があり、所得が高く、やり
たい仕事でいきいきと働くことができるまち

　静岡市は大学や専門学校などの学生数が多いことが強みです。しかし、企業用地やオフィスの供給不足のため、企
業の新規立地など産業の新陳代謝が停滞したことで、若年層への雇用創出が少なく、学生の市外流出が続いていま
す。
　地域の「稼ぐ力」を高めるためには、企業誘致やスタートアップ支援、共創によるイノベーション創出、海洋など
地域特性を活かした産業振興が欠かせません。労働力人口減少に対応し、多様な人材が働きやすい環境整備やDX推進
による効率化を図ることも必要です。
　また、社会経済の変化に伴う商業環境の変化に対応し、中心市街地「おまち」の価値をこれからの時代に対応した
形で高めるため、「職・住・福・商・学・遊」が近接するまちづくりを進めることが重要です。
　さらに、農業・水産業では担い手不足や高齢化が課題であり、有機農業や資源管理を進め、収益性を高める取組が
必要です。

【政策体系図】

農地として活用されない未利用・低利用農地
の集約等により、企業用地を創出します

スタートアップの「新たな知」と地域
社会の「大きな力」の共創により次々
と新たな価値の創造が進むまちにしま
す

政策 施策
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05 （人材確保・育成） 01

02

06 （商業） 01

02

07 （BX） 01

02

03

08 （水産業） 01

02

03

09 （農業） 01

02

03

04

市全域で利便性の高い商業環境の形成に取り
組みます

企業における従業員育成と、働く個人のリス
キリングやキャリア形成を支援します

企業が必要な人材の確保と、リスキリ
ングにより、企業と個人が稼ぐ力を高
めることができるまちにします

まちの機能や魅力を一体的に高め、求心力の
ある中心市街地において商業の活性化に取り
組みます

海洋環境を把握し、漁獲を調整することで、
水産資源を適正に管理します

駿河湾の水産資源の強みを活かし、水産物の
高付加価値化を推進します

海洋環境の変化に適応し、水産業の稼
ぐ力が高いまちにします

地域経済を支える人材を確保するため、企業
の情報や魅力の発信と、多様な人材の就労
ニーズに対応した働きやすい環境整備を進め
ます

清水港周辺の土地利用の転換を推進し、新た
な価値を創出することで、地域全体の活性化
を促進します

海洋研究開発の研究基盤を整備するととも
に、研究フィールドを最大限活用し、新たな
産業創出を進めます

清水港周辺において海洋に関する先端研究開
発・人材育成・産業創出を進めます

中心市街地への多様な商業の集積と、
利便性の高い買い物環境の形成によ
り、市民が豊かな暮らしを実感できる
まちにします

世界中から最先端の知や人材が集積
し、新たな海洋関連ビジネスが生まれ
ることで、地域経済の活性化や暮らし
の豊かさが実感できるまちにします

マーケットニーズを捉えたお茶の販路開拓や
商品開発等を促進するとともに、国内外に静
岡市産のお茶を高付加価値で販売していく仕
組みを構築します

漁港施設の適切な管理等を行い、激甚化する
台風被害等に対応します

安全・安心な農産物が持続的に生産・
流通・販売される仕組みを構築し、農
業の稼ぐ力が高いまちにします

儲かる農業を実践するモデルケースを確立
し、新規就農者を安定的に確保・育成します

農地の集約化やスマート農業技術の活用など
により、農業の生産性を向上します

低・未利用資源を活用した循環型の有機農業
経営モデルを構築・普及するとともに、安
心・安全な農産物の流通・販売が最適に行わ
れる仕組みを構築します
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

企業用地開発の推進★ ― 産業基盤強化本部

産業基盤強化プロジェクト
チームによる開発に係る課
題解決

― 産業基盤強化本部

（新）土地造成に係る助成
制度の創設

― 産業基盤強化本部

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

デジタル関連企業の誘致★ ― 産業基盤強化本部

（新）デジタルイノベー
ション実証フィールドの構
築★

― 産業基盤強化本部

政策１：（企業誘致・留置）
企業誘致・留置が促進され、地域の経済的活力が高まり、新たな働く場を得ることがで
きるまちにします

施策１：農地として活用されない未利用・低利用農地の集約等により、企業用地を創出します

企業用地の創出面積 0.4ha/年（2024年） ７ha/年

企業用地として活用可能な未利用・低利用地が多く存在していたにもかかわらず、行政が企業用地の供給に積極的
に関与してこなかったため、新規企業の立地や既存工場等の刷新・拡張のための用地が不足している。

■課題解決のための取組

取組の内容

開発候補地における短期的な個別開発、及び中長期的
な産業団地開発等の用地創出に取り組む。

個別案件における開発に係る課題解決や土地利用規制
に関する基準や運用の見直しを庁内横断的に行う。

企業等が市内に工場等を新増設する際の造成費用の一
部を助成する。
・対象経費　土地造成に係る費用
・補助率　　工場：20%、物流施設：15％

施策２：若者に魅力ある仕事や働く場を創出するため、デジタル関連企業の誘致に取り組みます

デジタル関連企業
立地件数

0件（2024年） 20件（累計）

デジタル関連の知識や技術を学んだ大学生や専門学校生等が市内に多数いるが、学んだことを活かして働きたいと
感じる仕事や働く場が市内に十分に生み出されていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

関係業界に対する広報・PR活動、及び本市に関心を示
した企業への誘致活動を実施する。

静岡都市スキャンデータの作成・公開及び最新のＸＲ
技術を活用した実証環境の整備を行う。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

企業立地促進事業補助金の
交付★

― 産業基盤強化本部

企業立地総合サポート窓口
による伴走支援の実施

― 産業基盤強化本部

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

スタートアップコミュニ
ティの形成・拡大

― 産業政策課

スタートアップの市内進出
経費の助成

― 産業政策課

次世代起業人材の育成 ― 産業政策課

施策３：企業立地の検討段階から、立地後のフォローまでの一貫した支援を実施します

企業立地件数（助成制度に
よって支援した件数）

19件/年（2024年） 26件/年

新たな工場やオフィスの設置等を検討する企業の情報を、早期に把握することができていない。また、成長可能性
がある分野に対し、十分な支援が行えていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

企業等が市内に工場等の新増設や事務所等を賃借する
経費の一部を助成する。
・対象経費　用地取得、設備投資、事務所賃借等

企業からの立地に関する相談を一元的に受け付け、伴
走支援を行う。

政策２：（スタートアップ）
スタートアップの「新たな知」と地域社会の「大きな力」の共創により次々と新たな価
値の創造が進むまちにします

施策１：スタートアップが市内で活動・成長しやすい環境整備を進めます

市内スタートアップ数 23社（2025年） 66社

静岡市は開業率が全国平均より低く、産業の新陳代謝が進まず、新しいチャレンジが生まれにくい。また、スター
トアップ・エコシステムが十分に形成されておらず、市内にスタートアップ企業が集積していない。
※スタートアップ・エコシステムとは、スタートアップと、それに関わる人材・資本・知恵が集積し、相互に連携・協力することで、地域
内で自律的にスタートアップ支援が行われる仕組みのことです。

■課題解決のための取組

取組の内容

スタートアップや市内企業、大学、金融機関、VC等の
関係者によるコミュニティの形成・拡大を行う。

スタートアップが市内に進出する際の事務所等の賃借
料を助成する。
・補助率　2/3
・上限額　200万円/年

若者を対象に起業家精神の醸成や起業に向けた知識・
ノウハウの習得を図る講座等を実施する。
・実施場所　市内中学校・高校等
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

スタートアップとの共創に
よる社会課題解決の促進

― 産業政策課

社会課題解決に取り組むス
タートアップへの出資

― 産業政策課

市内企業とスタートアップ
との協業の促進

― 産業政策課

コ・クリエーションスペー
スの運営

― 産業政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

施策２：スタートアップと行政、市内企業等との共創による取組を促進します

社会課題解決のための共創
プロジェクトの社会実装数

２件（2025年） 25件（累計）

革新的な技術やビジネスモデルを持つスタートアップと行政・市内企業等との共創により、静岡市が抱える社会課
題の解決や市内企業の新規事業の創出につなげる仕組みが十分に構築できていない。

取組の内容

スタートアップと行政等との共働で市内の社会課題解
決に資する新たな社会システムの共創を促進する。

社会課題解決に資する技術・アイデアの社会実装に取
り組むスタートアップに対する出資を行う。

市内企業とスタートアップ等の協業による新規事業の
創出や経営課題の解決に向けた支援を行う。

市内企業や大学、スタートアップ等が交流する場や機
会を提供し、オープンイノベーションを促進する。
・実施場所　静岡市コ・クリエーションスペース

政策３：（戦略産業）
戦略産業が地域経済をけん引し、地域の「稼ぐ力」が強化され、市民所得が向上するま
ちにします

施策１：静岡市経済をけん引する戦略産業を重点的に振興します

市民一人当たりの市内総所
得額

565.8万円(2022年) 686.5万円

市内総所得額 3兆8,622億円(2022年) 4兆3,507億円

静岡市には、豊かな地域資源や交通の要衝、古くからの地場産業などを活かした多様な産業が集積している。しか
し、地域経済のけん引力となるような戦略産業への重点的な支援が不足しており、ほかの産業への波及による地域
全体の稼ぐ力の強化が不十分である。
※戦略産業とは、地域の強みや資源を活かし、経済成長の中核となる役割を果たす産業のことを指す。
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

お茶ツーリズムの推進★ ― 観光国際課

環境課題の解決に貢献する
企業への出資★

― ＧＸ推進課

（新）プラスチックごみ分
別回収の全面実施★

― ごみ減量推進課

デジタル関連企業の誘致★ ― 産業基盤強化本部

（新）デジタルイノベー
ション実証フィールドの構
築★

― 産業基盤強化本部

クリエイティブコミュニ
ティの形成

― 産業政策課

（新）静岡型食と農システ
ムの推進

― 産業政策課

文化・クリエイティブ産業
振興センターの運営に係る
賃借料・共益費負担金の拠
出

― 産業政策課

静岡ウェルネスプロジェク
ト推進事業費補助金の交付

― 産業政策課

クリエーター活動事業（事
務所賃借料助成）の補助

― 産業政策課

物流関連事業者の生産性向
上に向けた支援

― 産業政策課

（新）模型産業振興に向け
た調査研究

― 産業振興課

ホビーのまち静岡推進事業
補助金の交付

― 産業振興課

プラモデルを活用したシ
ティプロモーションの推進
★

― 産業振興課

■課題解決のための取組

取組の内容

静岡市の代表的な地域資源であるお茶を活かした体験
プログラムや受入体制の充実、営業活動の実施する。

静岡市の環境問題の解決に資する新技術等を社会実装
する事業者を出資により支援する。
・実施時期：2024年度～

集積所においてプラスチックごみを分別回収し、市内
で再商品化を実施する。
・実施時期　2029年度以降

関係業界に対する広報・PR活動、及び本市に関心を示
した企業への誘致活動を実施する。

静岡都市スキャンデータの作成・公開及び最新のＸＲ
技術を活用した実証環境の整備を行う。

企業やクリエイターが交流できるコミュニティを形成
し、新事業創出等を促進する仕組みを構築する。

静岡型食と農システムの実現に向け、課題となる工程
や技術を検証する基礎的実証事業を実施する。

文化クリエイティブ産業振興センターの業務環境の維
持に係る経費を拠出する。

産業振興財団実施の産学官連携による未来型食品等の
開発、ウェルネスサービス創出促進事業を推進する。
・上限額　200万円

静岡市中心市街地（静岡地区）で事務所を賃借するク
リエーターへ賃借料を助成する。
・補助率　1/2
・上限額　100万円／年、200万円／補助期間

物流の効率化による生産性向上に向けた資器材の購入
や設備投資等に対する助成等を実施する。
・実施時期　2025年度～

模型メーカー、市、大学関係者で新素材・新技術の開
発、模型活用教育等についての研究会を開催する。

ホビー推進協議会静岡が実施するホビーのまち静岡推
進事業に対する補助金を交付する。
・対象経費　イベント等の開催に係る経費
・補助額　　予算の範囲内

プラモニュメント設置補助等を通じ、プラモデルを活
用したシティプロモーションを推進する。
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プラモデルを活用したもの
づくり人材の育成

― 産業振興課

高校生を対象としたプラモ
デルコンテスト開催負担金
の拠出

― 産業振興課

静岡ホビーショー開催補助
金の交付

― 産業振興課

生産性向上による賃上げの
支援★

― 産業振興課

静岡県国際経済振興会への
補助金の交付

― 清水みなと振興課

清水港にぎわい創出事業へ
の補助金の交付

― 清水みなと振興課

静岡国際貿易経済協議会へ
の補助金の交付

― 清水みなと振興課

清水港・みなと色彩計画推
進協議会への負担金の拠出

― 清水みなと振興課

清水港環境美化啓発事業へ
の補助金の交付

― 清水みなと振興課

まぐろのまち静岡を推進す
る取組の実施

― 清水みなと振興課

清水港ポートセールスの実
施

― 清水みなと振興課

清水港コンテナ航路誘致委
員会への負担金の拠出

― 清水みなと振興課

清水港利用促進協会への補
助金の交付

― 清水みなと振興課

清水江尻港推進委員会への
補助金の交付

― 清水みなと振興課

出前授業や、ホビーショーへの小中高生招待を通じた
子どもたちのものづくりへの興味関心を喚起する。
・実施場所　ツインメッセ静岡、市内小中学校

市、模型メーカー等で組織する実行委員会による高校
生のプラモデルコンテストの開催負担金を拠出する。

静岡模型教材協同組合が主催する国内最大級のプラモ
デル見本市の開催に対する補助金を交付する。
・対象経費　静岡ホビーショーの開催に係る経費
・上限額　　1,000万円

デジタルツールの活用等による業務効率化を支援し、
賃上げ可能な環境を整備する。
・実施場所　市内中小企業及び事業所

貿易及び国際経済交流促進に関する事業等に対する補
助金を交付する。
・対象経費　海外ビジネス支援等に要する経費
・上限額　　357.3万円

清水港フラワーフェスタや清水港興津フェアの開催に
対する補助金を交付する。
・対象経費　イベント開催に要する経費
・上限額　　222万円

経済情勢等の把握に向けた調査や海外進出の支援に対
する補助金を交付する。
・対象経費　講演会開催等に要する経費
・上限額　　15万円

自然と調和した景観づくりを支える清水港・みなと色
彩計画の推進に対する負担金を拠出する。

清水港内を航行する船舶の安全のため、港内の公衆衛
生向上の取組に対する補助金を交付する。
・対象経費　環境美化の啓発に要する経費
・上限額　　664.2万円

清水港まぐろの認知度向上のための取組を行う。
・実施場所　市内、中部横断自動車道沿線市町

海外、国内で船社や荷主に対してポートセールスを行
う。

清水港を利用した荷主への助成金等に対する負担金を
拠出する。

清水港ポートセールス事業や輸出入促進事業に対する
補助金を交付する。
・対象経費　セミナー開催等に要する経費
・上限額　　469.8万円

地域活性化と漁業振興を推進して、魅力ある地区づく
りを目指す取組に対する補助金を交付する。
・対象経費　漁船誘致、美化活動に要する経費
・上限額　　56.7万円

市長査定にて「０査定」 削除市長査定にて「０査定」 削除
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

企業用地開発の推進★ ― 産業基盤強化本部

企業立地促進事業補助金の
交付★

― 産業基盤強化本部

産学交流センターの共益費
等負担金の拠出

― 産業政策課

産業情報化推進に係る補助
金の交付

― 産業政策課

商工会議所小規模事業指導
補助金の交付

― 産業政策課

商工会補助金の交付 ― 産業政策課

中小企業の組織化支援 ― 産業政策課

新産業開発振興機構補助金
の交付

― 産業政策課

中小企業支援センター事業
費補助金の交付

― 産業政策課

政策４：（経営基盤強化）
市内企業が環境変化に対応し、設備投資や新たな挑戦を通じて、成長や収益拡大するこ
とができるまちにします

施策１：市内企業の経営基盤や競争力の強化に向けた取組を支援します

市民一人当たりの市内総所
得額

565.8万円(2022年) 686.5万円

市内総所得額 3兆8,622億円(2022年) 4兆3,507億円

社会経済の激しい変化や人口減少に伴う深刻な人材・後継者不足などに対して、市内企業が十分に対応できていな
い。
市内企業がDXや事業高度化に取り組むための支援が十分に進んでいない。

■課題解決のための取組

取組の内容

開発候補地における短期的な個別開発、及び中長期的
な産業団地開発等の用地創出に取り組む。

企業等が市内に工場等の新増設や事務所等を賃借する
経費の一部を助成する。
・対象経費　用地取得、設備投資、事務所賃借等

産学交流センターの業務環境の維持に係る経費を負担
する。

静岡情報産業協会が実施する情報産業振興等の事業に
対し補助金を交付する。
・対象経費　情報化支援事業、人材育成事業等
・補助額　　250万円

静岡商工会議所が実施する小規模事業経営改善普及の
事業に対し補助金を交付する。
・対象経費　人件費、報償費、旅費、事務費
・補助額　　1,746万円

静岡市清水商工会による小規模事業経営改善普及事業
に対し補助金を交付する。
・対象経費　人件費、報償費、旅費、事務費
・補助額　　1,611万円

静岡県中小企業団体中央会が実施する中小企業組織化
等支援の事業に対し補助金を交付する。
・補助額　116万円

産学官連携による新事業の創出のための調査研究等の
事業に対し補助金を交付する。
・対象経費　調査研究、交流、会員企業支援など
・上限額　　584万円

中小企業支援法に基づき本市が指定した中小企業支援
センターに対し補助金を交付する。
・対象経費　人件費、報償費、旅費等
・補助額　　予算の範囲内
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サウスポット静岡管理組合
負担金の拠出

― 産業振興課

駿府楽市の大規模改修 45 産業振興課

地場産品体験学習補助金の
交付

― 産業振興課

クラフトマンサポート事業
補助金等の交付

― 産業振興課

地場産業人材養成確保促進
事業補助金の交付

― 産業振興課

静岡特産工業協会活動事業
補助金の交付

― 産業振興課

サンダル宣伝事業補助金の
交付

― 産業振興課

鏡台家具宣伝事業補助金の
交付

― 産業振興課

静岡優良ツキ板展示会開催
補助金の交付

― 産業振興課

仏壇展示会開催補助金の交
付

― 産業振興課

地域おこし協力隊の配置 ― 産業振興課

工芸品価値の創造 ― 産業振興課

駿府匠宿を活用した歴史・
工芸体験

― 産業振興課

ツインメッセ静岡の大規模
改修

303 産業振興課

生産性向上による賃上げの
支援★

― 産業振興課

静岡ホビースクエアが入居するサウスポット静岡のビ
ル管理組合に対する負担金を拠出する。

長寿命化並びに地場産品及び伝統工芸品の販売機能・
情報発信機能の強化を目的とした改修を実施する。
・対象施設　　　JR静岡駅構内「駿府楽市」
・供用開始予定　2026年７月

市内小学校の地場産品体験学習実施に対する補助金を
交付する。
・対象経費　創作体験料
・上限額　　生徒一人当たり2,400円

地場産業界の後継者育成及び新規就業に対する補助金
を交付する。
・対象経費　新規後継者育成事業所への報酬　他
・上限額　　８万円/月　他

（公財）静岡産業振興協会による新商品開発、人材養
成・技術継承に対する補助金を交付する。
・対象経費　賃金、通信運搬費、会場借上料　他
・補助額　　予算の範囲内

静岡特産工業協会の販路拡大などの活動に対する補助
金を交付する。
・対象経費　賃金、通信運搬費、手数料　他
・補助額　　予算の範囲内

静岡サンダル工業協同組合の見本市出展に対する補助
金を交付する。
・対象経費　会場借上料、装飾設備費、旅費
・補助率　　1/3

木製家具業界等による展示会の開催及び見本市出展に
対する補助金を交付する。
・対象経費　会場借上料、装飾設備費、旅費　他
・補助率　　1/3

静岡ツキ板協同組合による展示会開催に対する補助金
を交付する。
・対象経費　会場借上料、装飾設備費　他
・補助率　　1/3

静岡仏壇商工業協同組合の見本市出展に対する補助金
を交付する。
・対象経費　会場借上料、装飾設備費　他
・補助率　　1/3

地域おこし協力隊員による、地場産品、伝統工芸品の
情報発信強化及び販路拡張促進を実施する。
・実施場所　駿府楽市、駿府匠宿

工芸品に新たな価値を与え、国内外で情報発信及び販
路開拓を実施する。
・実施時期　2025年度～2027年度
・実施場所　国内外展示販売会場　他

市民が伝統工芸等に親しむとともに、東海道の歴史を
学ぶことができる場を提供する。
・実施場所　駿府匠宿

長寿命化や利便性向上及び地域経済の活性化に資する
施設修繕を実施する。
・実施場所　ツインメッセ静岡

デジタルツールの活用等による業務効率化を支援し、
賃上げ可能な環境を整備する。
・実施場所　市内中小企業及び事業所
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日本貿易振興機構静岡貿易
情報センター負担金の拠出

― 産業振興課

中小企業等デジタル活用事
業補助金の交付

― 産業振興課

産業フェア開催事業補助金
の交付

― 産業振興課

中小企業の高度化機械設置
事業補助金の交付

― 産業振興課

ものづくり産業の持続的発
展に向けた競争力強化事業
補助金の交付

― 産業振興課

圏域経済拡大の支援 ― 産業振興課

中小企業融資制度事業補給
の実施

― 産業振興課

新型コロナウイルス感染症
対策特別利子補給の実施

― 産業振興課

オープンファクトリー実施
に係る負担金の拠出

― 産業振興課

中小企業の事業承継支援 ― 産業振興課

市制度融資による設備投資
の資金調達支援

― 産業振興課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

独立行政法人日本貿易振興機構静岡貿易情報センター
による海外展開支援に対する負担金を拠出する。

経営の効率化及び生産性の向上に向けデジタル活用に
取り組む中小企業に対する補助金を交付する。
・対象経費　ハード・ソフトウェアの導入経費
・補助率　　2/3

公益財団法人静岡産業振興協会に対する「産業フェア
しずおか」開催に係る補助金を交付する。
・対象経費　賃金、報償費、旅費、印刷製本費　他
・補助額　　予算の範囲内

市内中小製造業者の事業高度化に資する機械設備導入
に対する補助金を交付する。
・対象経費　500万円以上の機械設備導入経費
・補助率　　1/20　他

市内中小製造業者の新製品開発、展示会出展及びそれ
らの効果促進に対する補助金を交付する。
・対象経費　新製品開発や自社製品の改良　他
・補助率　　1/2　他

圏域経済（中部５市２町）活性化を目的とした地域資
源のブランド化、商品開発及び販路開拓を実施する。
・実施時期　2026年度～2027年度
・実施場所　国内外（台湾、パリ他）

市内中小企業が経営上必要とする資金を円滑に調達す
るための補給を実施する。
・対象経費　金融機関等へ支払う利子と保証料

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業況が悪
化した市内中小企業に対し、利子補給を実施する。
・対象経費　返済に係る利子相当額

工場見学等を行うオープンファクトリーを主催する実
行委員会に対する負担金を拠出する。

調査による要支援者の掘り起しと、静岡県事業承継・
引継ぎセンターと連携した個別支援を実施する。
・実施場所　市内中小企業

市内中小企業が設備投資のために必要とする資金を円
滑に調達できるよう、資金面から支援する。
・対象経費　返済に係る利子相当額

政策５：（人材確保・育成）
企業が必要な人材の確保と、リスキリングにより、企業と個人が稼ぐ力を高めることが
できるまちにします

施策１：地域経済を支える人材を確保するため、企業の情報や魅力の発信と、多様な人材の就労ニー
ズに対応した働きやすい環境整備を進めます

新卒採用計画を達成した市
内企業の割合

28.3%（2025年） 30.0%
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■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

勤労者福祉サービスセン
ターへの補助金の交付

― 商業労政課

静岡市勤労者協議会連合会
への補助金の交付

― 商業労政課

静岡地域労働者福祉協議会
事業への補助金の交付

― 商業労政課

内職あっ旋事業への補助金
の交付

― 商業労政課

勤労者教育資金利子補給の
実施

― 商業労政課

勤労者福祉センターのOA機
器リースの実施

― 商業労政課

市内企業の人材採用・確保
支援の実施

― 商業労政課

奨学金返還支援に取組む企
業への補助金の交付

― 商業労政課

こどもクリエイティブタウ
ン管理費及び修繕積立金の
拠出

― 商業労政課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

若者に市内企業の魅力が浸透していない。
若者などが求める就労ニーズや多様な働き方に対して、企業の制度や仕組みが対応しきれていないことなどから、
企業が必要な人材を十分に確保できていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

市内中小企業等を対象に、福利厚生サービスを提供す
る法人に対する補助を行う。
・対象経費　給料、報償費、役務費など
・補助率　　1/2

静岡市勤労者協議会連合会が実施する勤労者福祉の向
上に資する取組に係る費用に対する補助を行う。
・対象経費　報償費、需用費、役務費など
・補助率　　1/2

労働者福祉協議会が実施する勤労者福祉の向上に資す
る取組に係る費用に対する補助を行う。
・対象経費　報償費、需用費、役務費など
・補助率　　1/2

静岡授産福祉センターが実施する内職あっ旋事業に係
る費用に対する補助を行う。
・対象経費　給料手当、法定福利費など
・上限額　　821.9万円

勤労者の教育費負担の軽減を目的として、教育資金貸
付金に係る利子に対する補助を行う。

勤労者福祉センターにおけるOAルームの供用を継続す
るためにリース契約を行う。
・実施期間　2026年度
・実施場所　北、南、東部勤労者福祉センター

学生等の若者へ市内企業の情報などを届けるととも
に、若者と企業の接点づくりを実施する。

従業員の奨学金返還を支援する市内企業に対する補助
を実施する。
・対象経費　返還支援のために支出した経費
・補助率　　中小企業2/3、大企業1/2

テナント所有者に対して共益費等を負担することで、
施設利用環境を維持・向上させる。

施策２：企業における従業員育成と、働く個人のリスキリングやキャリア形成を支援します

市民一人当たりの市内総所
得額

565.8万円(2022年) 686.5万円

市内の企業や従業員は、費用面での負担などからリスキリングへの取組が十分に進んでいない。加えて、リスキリ
ングに関する各種助成制度の周知等も十分にできていない。
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

「静岡シチズンカレッジ
こ・こ・に」の推進★

― 生涯学習推進課

職業訓練法人運営への補助
金の交付

― 商業労政課

再就職支援技能講座の開催 ― 商業労政課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

ガストロノミーツーリズム
の推進★

― 観光国際課

こどもの遊び場の設置・運
営（七間町）★

― こども未来課

こどもの遊び場の設置・運
営（清水駅西口）★

― こども未来課

デジタル関連企業の誘致★ ― 産業基盤強化本部

■課題解決のための取組

取組の内容

全庁一体的に推進するまちづくりの主役（原動力）と
なる人材養成のための市民向け講座を実施する。

職業人としての労働者の養成を促進するため職業訓練
法人静岡技能協会の運営に対する補助を行う。
・対象経費　運営費、事務費、施設など
・補助額　　予算の範囲内

介護業界への再就職を目指す方を対象に業務に必要な
技能資格を取得するための講座を開催する。

政策６：（商業）
中心市街地への多様な商業の集積と、利便性の高い買い物環境の形成により、市民が豊
かな暮らしを実感できるまちにします

施策１：まちの機能や魅力を一体的に高め、求心力のある中心市街地において商業の活性化に取り組
みます

中心市街地の年間商業売上
高（卸売業・小売業、宿泊
業・飲食サービス業、生活
関連サービス業・娯楽業）

2,605億円（2016年）※ 2,605億円

中心市街地での買い物、飲
食、サービスの満足度につ
いて、「満足」「やや満
足」と回答した人の割合

67.0%（2024年） 70.0%

 ※総務省・経済産業省
   2016年経済センサス-活動調査の
   調査票情報を利用して独自に集計

ネット通販等の定着やニーズの多様化による消費行動の変化などにより、中心市街地では小売店舗や歩行者通行量
などが減少している。
中心市街地のまちづくりをけん引する人材が不足している。

■課題解決のための取組

取組の内容

静岡市の豊富な食材と食を取り巻く人や文化、環境を
未来に繋げるガストロノミーツーリズムを推進する。

七間町こどもの遊び場を設置運営する地元関係団体に
よる実行委員会に対する負担金を支払う。
・対象経費　ソフト事業等に要する経費
・補助額　　予算の範囲内

清水駅西口遊び場を運営する地元関係団体による実行
委員会に対する負担金を支払う。
・対象経費　ソフト事業等に要する経費
・補助額　　予算の範囲内

関係業界に対する広報・PR活動、及び本市に関心を示
した企業への誘致活動を実施する。
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商店街振興事業への補助金
の交付

― 商業労政課

七夕まつりへの補助金の交
付

― 商業労政課

灯ろうまつりへの補助金の
交付

― 商業労政課

商店街イベント振興事業へ
の補助金の交付

― 商業労政課

商店街トータルサポート事
業への補助金の交付

― 商業労政課

商店街環境整備事業への補
助金の交付

― 商業労政課

中心市街地活性化推進事業
への補助金の交付

― 商業労政課

中心市街地活性化協議会へ
の補助金の交付

― 商業労政課

中心市街地にぎわい創出事
業への補助金の交付

― 商業労政課

人の集まる街づくり推進事
業への負担金の拠出

― 商業労政課

面的まちづくりに向けた
ワークショップの実施

― 商業労政課

中心市街地魅力発信、交流
のための地域おこし協力隊
の活用

― 商業労政課

JR清水駅周辺地区における
インバウンド受入環境の整
備

― 商業労政課

静岡都心地区まちなか再生
の推進★

―
都市計画課

景観まちづくり課

市内商店街の組織強化や活性化等を目的に実施する商
店街振興事業などへの補助を行う。
・補助額　予算の範囲内

清水地区中心市街地の活性化のため、清水七夕まつり
実行委員会に対する補助を行う。
・対象経費　祭り開催経費、委員会開催経費など
・補助額　　予算の範囲内

清水地区中心市街地への誘客及び商業活性化のため、
灯ろうまつり実行委員会への補助を行う。
・対象経費　祭り開催経費、委員会開催経費など
・補助額　　予算の範囲内

商店街活性化のため催事を盛り込んだ事業や商業振興
に繋がる事業を実施する団体への補助を行う。
・対象経費　広告宣伝費、報償費、物件費など
・補助率　　1/2

先進的な事業などや社会貢献または安心安全対策事業
を実施する団体への補助を行う。
・対象事業　先進的事業、情報化推進事業など
・補助率　　1/2

環境整備事業を促進することで、商業の振興及び魅力
あるまちづくりを目指すための補助を行う。
・対象事業：新設、撤去、改修事業
・補助率：新設2/3、撤去改修1/2

中心市街地等の情報発信ツールとして整備された無料
Wi-Fi等の支援のための補助を行う。
・対象経費　施設整備費、広告宣伝費など
・補助率　　ハード9/10、ソフト3/10

中心市街地活性化のための中核的な役割を担う中心市
街地活性化協議会への補助を行う。
・対象経費　報償費、需用費、委託料など
・補助額　　予算の範囲内

商業の振興と中心市街地の活性化のため、特性を活か
す又は来街者を呼び込む事業への補助を行う。
・対象事業：特性を活かし実施するイベントなど
・補助率　1/2

中心市街地の活性化や回遊性の向上、情報発信をし、
人の交流や経済の活性化を促進する。
・実施時期　2026年度
・実施場所　青葉緑地、葵スクエア

意欲ある商店主等による新たなコミュニティを形成す
ることで、まちづくりの主体性を高める。

空き店舗情報の収集や商店街活動の継続支援を実施す
るために地域おこし協力隊を委嘱する。

清水駅周辺等をクルーズ客の主要な目的地とするた
め、環境整備を行い、魅力の向上を図る。

まちなか再生指針を公民で共有し、民間事業者の建物
更新や公共空間活用に関わる誘導施策等を立案する。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

商業環境の実態調査 ― 商業労政課

「静岡市良好な商業環境の
形成に関する条例・指針」
の運用

― 商業労政課

静岡市商業環境形成審査会
の運営

― 商業労政課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

貝島地区の基盤整備★ 2,161 ＢＸ推進課

海洋文化施設の整備★ 7,216 ＢＸ推進課

施策２：市全域で利便性の高い商業環境の形成に取り組みます

市内の買い物、飲食、サー
ビスの満足度について、
「満足」「やや満足」と回
答した人の割合

59.4%（2025年） 67.0%

静岡市の良好な商業環境の実現に向け、商業集積の方向性や店舗面積を制限しているが、社会の変化に伴い、この
制限によって地域によっては買い物環境の利便性が低下している懸念がある。

■課題解決のための取組

取組の内容

静岡市内の商業環境の実態を把握し、条例や指針の見
直しの検討を行う。

良好な商業環境の形成に向け、事業者へ指導等を行う
ことで、適正な商業施設を誘導する。

商業施設の構想の届出に対し、審査会を開催し、届出
者に対し必要な措置の勧告等を行う。

政策７：（ＢＸ）
世界中から最先端の知や人材が集積し、新たな海洋関連ビジネスが生まれることで、地
域経済の活性化や暮らしの豊かさが実感できるまちにします

施策１：清水港周辺の土地利用の転換を推進し、新たな価値を創出することで、地域全体の活性化を
促進します

清水港周辺の土地利用を転
換し、有効活用している土
地の面積

10.1ha（2025年） 19.5ha

清水港は国際物流拠点としての役割を担っている一方、清水港周辺には未利用・低利用地が点在しており、土地の
有効活用が十分に進んでいない。

■課題解決のための取組

取組の内容

貝島地区の海洋研究拠点化を推進するため、整備計画
の具体化及びインフラ整備を実施する。
・実施場所　貝島地区の土地造成・インフラ整備
・供用開始予定　2027年度（第一期埋立地区）

国際海洋文化都市・清水の実現に向けた「（仮称）静
岡市海洋・地球総合ミュージアム」を建設する。
・実施時期　2022年度～
・実施場所　日の出地区
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清水港海づり公園の管理運
営

― ＢＸ推進課

（新）駿河湾ＢＸテスト
ベッドエリアの整備★

398 ＢＸ推進課

清水港港湾整備事業費負担
金の拠出

3,062 ＢＸ推進課

清水みなとまちづくり公民
連携協議会負担金の拠出

― ＢＸ推進課

清水港振興会への補助金の
拠出

― ＢＸ推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

貝島地区の基盤整備★ 2,161 ＢＸ推進課

（新）駿河湾ＢＸテスト
ベッドエリアの整備★

398 ＢＸ推進課

海上活用研究等の支援 89 清水みなと振興課

海づり公園来園者の受付業務を行うとともに、施設の
維持管理を実施する。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　清水港海づり公園

駿河湾や三保飛行場を活用し、研究開発が可能な海と
空のテストベッドを整備する。
・供用開始予定　2025年度（空のテストベッド）
　　　　　　　　2028年度（海のテストベッド）

国・県が実施する清水港港湾整備事業に対して負担金
を支出する。

清水みなとまちづくり公民連携協議会へ負担金を支出
する。

清水港振興会に対して補助金を支出する。
・対象経費　交通費、借上料、使用料、報償費等
・補助額　　63万円

施策２：海洋研究開発の研究基盤を整備するとともに、研究フィールドを最大限活用し、新たな産業
創出を進めます

市内における海、空、港を
活用した研究開発のための
実証実験の実施件数合

８件（2024年） 188件

産業、研究機関が集積し、高度な港湾機能を有する清水港や日本一の深さを誇る駿河湾という地の利を有しながら
も、海洋研究開発の拠点や実証実験のための環境整備が進んでおらず、海洋関連の研究機関・企業・人材が十分に
集積されていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

貝島地区の海洋研究拠点化を推進するため、整備計画
の具体化及びインフラ整備を実施する。
・実施場所　貝島地区の土地造成・インフラ整備
・供用開始予定　2027年度（第一期埋立地区）

駿河湾や三保飛行場を活用し、研究開発が可能な海と
空のテストベッドを整備する。
・供用開始予定　2025年度（空のテストベッド）
　　　　　　　　2028年度（海のテストベッド）

海上研究や実証拠点、災害対応などに活用する台船の
長寿命化を図るため、修繕等を実施する。
・実施時期　2025年度～
・対象施設　台船
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

駿河湾・海洋DX先端拠点化
計画の推進

― ＢＸ推進課

静岡市社会変革（ＢＸ）の
推進

― ＢＸ推進課

海洋文化施設の整備★ 7,216 ＢＸ推進課

（新）ブルーイノベーショ
ン分野への地元企業の参加
促進

― ＢＸ推進課

（新）海洋研究開発に関す
る普及啓発

― ＢＸ推進課

日の出センターの設備修繕 189 清水みなと振興課

JAMSTEC賛助会費の拠出 ― ＢＸ推進課

海のみらい静岡友の会負担
金の拠出

― ＢＸ推進課

施策３：清水港周辺において海洋に関する先端研究開発・人材育成・産業創出を進めます

海洋分野での社会実装件数
（特許出願数、実用化・事
業化数の合計数）

0件（2024年） 22件

海洋に関連する関係者との共創、専門人材の育成、新たな産業の創出が十分に進んでいない。

■課題解決のための取組

取組の内容

海洋に関する研究開発、専門人材の育成、関連産業の
振興・雇用の拡大を産学官一体で推進する。
・実施時期　2024年度～2028年度

持続可能かつ独創的な海洋新産業に挑戦する企業を対
象とした出資による支援を実施する。
・実施時期　2025年度～

国際海洋文化都市・清水の実現に向けた「（仮称）静
岡市海洋・地球総合ミュージアム」を建設する。
・実施時期　2022年度～
・実施場所　日の出地区

ブルーイノベーション分野に関する企業の人材育成や
新産業創出のための支援事業を実施する。
・実施時期　2026年度～

海洋研究船の一般公開を行い、海洋研究開発に関する
情報発信や次世代人材の育成を実施する。
・実施時期　2026年度

港湾会館清水日の出センターの外壁修繕及び受変電設
備の更新工事を実施する。
・実施時期　2026年度
・対象施設　港湾会館清水日の出センター

JAMSTEC（海洋研究開発機構）の賛助会に対して負担
金を支出する。

海のみらい静岡友の会に対して負担金を支出する。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

桜えび産卵量調査補助金の
交付

― 水産振興課

種苗放流事業補助金の交付 ― 水産振興課

河川放流事業補助金の交付 ― 水産振興課

漁業近代化資金の利子補給
金の交付

― 水産振興課

漁業協同組合補助金の交付 ― 水産振興課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

政策８：（水産業）
海洋環境の変化に適応し、水産業の稼ぐ力が高いまちにします

施策１：海洋環境を把握し、漁獲を調整することで、水産資源を適正に管理します

主要水産物の漁獲量
①桜えび：398t
②しらす：290t

（2024年）

①桜えび：625t
②しらす：500t

水産資源の管理が十分に進んでおらず、水産資源が減少している。
老朽化が進む漁業設備の近代化が十分でない。

■課題解決のための取組

取組の内容

由比港漁業協同組合へ桜えび産卵量調査に係る漁業協
同組合負担金の一部を助成する。
・対象経費　桜えび産卵量調査に係る協同組合負担金
・補助率　　対象経費の1/2以内

清水漁業協同組合、中部栽培漁業推進協議会が実施す
る放流事業に対する経費の一部を助成する。
・対象経費　放流事業に要する経費
・補助率　　対象経費の1/2以内

安倍藁科川・井川・興津川漁業協同組合が実施する放
流事業に対する経費の一部を助成する。
・対象経費　放流事業に要する経費（自主放流のみ）
・補助率　　対象経費の1/2以内

県要綱の利子補給の交付対象となる漁業近代化資金に
対して、上乗せして利子補給を実施する。
・対象経費　県要綱の利子補給対象の漁業近代化資金
・補助率　借入資金に対し年利２％以内　最長10年間

清水漁業協同組合が実施する指導補助事業に対する経
費の一部を助成する。
・対象経費　指導事業に要する経費
・補助率　　対象経費の1/2以内

施策２：駿河湾の水産資源の強みを活かし、水産物の高付加価値化を推進します

世帯あたりの魚介類
消費金額（外食含む）

78,051円／年（2024年） 78,396円／年

水産資源が限られる中で、水産業の収益を高めるための水産物の高付加価値化が十分に進んでいない。
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

清水お魚ふれあい事業補助
金の交付

― 水産振興課

しずまえ鮮魚の普及推進 ― 水産振興課

由比桜えびまつり補助金の
交付

― 水産振興課

用宗漁港まつり補助金の交
付

― 水産振興課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

漁港施設（防波堤）の改修 1,491 水産振興課

漁港施設（泊地）の改修 250 水産振興課

海岸保全施設（離岸堤）の
改修

750 水産振興課

海岸保全施設（胸壁）の整
備

178 水産振興課

■課題解決のための取組

取組の内容

清水お魚ふれあい事業実行委員会が実施する
お魚ふれあい事業に対して助成する。
・対象経費　清水お魚ふれあい事業に要する経費
・補助率　　対象経費の額の範囲内（上限100万円）

しずまえで水揚げされる水産物や生産される加工品の
普及及びブランドの確立、情報発信等を実施する。
・実施場所　市内・市外・首都圏等

由比桜えびまつり実行委員会に対して由比桜えびまつ
りの開催に要する経費の一部を助成する。
・対象経費　桜えびまつりの実施に要する経費
・補助率　　対象経費の1/2以内

用宗漁港まつり実行委員会に対して用宗漁港まつりの
開催に要する経費の一部を助成する。
・対象経費　用宗漁港まつりの実施に要する経費
・補助率　　対象経費の1/2以内

施策３：漁港施設の適切な管理等を行い、激甚化する台風被害等に対応します

施設被害による不稼働日数 ０日（2024年） ０日

激甚化する台風などの波浪被害が拡大しており、漁港施設や関連インフラに対して、安全性と機能維持のための十
分な整備ができていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

由比漁港及び用宗漁港の防波堤改良工事を実施する。
・対象施設　由比漁港防波堤
            用宗漁港防波堤
・実施時期　2025年度～2034年度（予定）

用宗及び由比漁港の泊地に堆積した土砂の撤去を実施
する。
・対象施設　用宗及び由比漁港泊地
・実施時期　2025年度～2033年度（予定）

用宗沖離岸堤の既設消波ブロックの改修工事を実施す
る。
・対象施設　用宗沖第１～５離岸堤
・実施時期　2025年度～2034年度（予定）

用宗漁港海岸保全施設（胸壁）の整備工事を実施す
る。
・対象施設　用宗漁港海岸保全施設（胸壁）
・実施時期　2019年度～2027年度（予定）
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

農地利用効率化等支援補助
金の交付

― 農業政策課

多様な担い手育成支援事業
補助金事業補助金の交付

― 農業政策課

経営継承発展等支援事業補
助金の交付

― 農業政策課

農業経営発展事業補助金農
業経営開始事業補助金の交
付

― 農業政策課

静岡農業定着支援事業費補
助金の交付

― 農業政策課

静岡農業育成支援事業費補
助金の交付

― 農業政策課

農業共済組合の運営に対す
る負担金の拠出

― 農業政策課

庵原地域情報発信施設の運
営に対する負担金の拠出

― 農業政策課

農業協同組合営農指導等事
業補助金の交付

― 農業政策課

政策９：（農業）
安全・安心な農産物が持続的に生産・流通・販売される仕組みを構築し、農業の稼ぐ力
が高いまちにします

施策１：儲かる農業を実践するモデルケースを確立し、新規就農者を安定的に確保・育成します

認定農業者数 599経営体（2024年） 600経営体

認定新規就農者数 26経営体（2024年） 30経営体

高齢化や人口減少、低収入などの影響で農業者が年々減少しており、稼ぐ力のある経営体や担い手の創出・育成が
十分に進んでいない。

■課題解決のための取組

取組の内容

農地の集約を行う農業者に対し、農地の効率的な利用
に要する農業用機械等の導入を支援する。
・対象経費　農産物の生産に必要な機械等の取得等
・補助率　　3/10（上限300万円）

市街化区域外で農業経営を行う多様な担い手に対し、
生産活動に要する農業用機械等の導入を支援する。
・対象経費　農業用機械や設備等の導入経費
・補助率　　1/3（上限30万円）

農業経営を継承した後継者に対し、経営発展に要する
農業用機械や器具の導入等を支援する。
・対象経費　研修費、旅費　等
・補助率　　10/10（上限100万円）

経営開始直後の生活を安定させ営農を継続するための
資金や経営発展に要する機械等の導入を支援する。
・対象経費　営農継続資金、機械・施設　等
・補助率　　定額、3/4（上限750万円）

新規就農者に対し、就農準備期間の生活資金を支援す
るとともに、就農地整備を支援する。
・対象経費　農地の整地、土壌改良等の整備費用　等
・補助率　　9/10以内（上限100万円）　等

市内で儲かる農業を実現するための研修施設（トレー
ニングファーム）の整備費及び運営費を支援する。
・対象経費　研修生募集経費　等

農業共済事業を行う中部農業共済組合の運営費の一部
を負担する。

清水区庵原地域の農産物等のPRを行うため、実施団体
の運営費の一部を負担する。

農業協同組合が実施している営農指導等を支援する。
・対象経費　指導事業に係る経費
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農業近代化資金利子補助金
の交付

― 農業政策課

アグリフェスタしみず開催
事業補助金の交付

― 農業政策課

農業改善支援事業補助金の
交付

― 農業政策課

認定農業者協会補助金の交
付

― 農業政策課

農業次世代人材投資事業費
補助金の交付

― 農業政策課

認定農業者等経営基盤強化
事業補助金の交付

― 農業政策課

農業収入保険加入事業補助
金の交付

― 農業政策課

いきいき都市農業推進事業
補助金の交付

― 農業政策課

経営所得安定対策推進事業
補助金の交付

― 農業政策課

家畜防疫対策事業補助金の
交付

― 農業政策課

死亡獣畜等処理事業補助金
の交付

― 農業政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

農業経営の近代化を図るため融資期間から農業近代化
資金を借り受けた農業者の利子負担を軽減する。
・対象経費　　農業近代化資金の貸付利子
・補助率    　年２％以内

静岡市の農業の市民理解を深めるイベントを開催する
アグリフェスタしみず実行委員会を助成する。
・対象経費　人件費、会場設置費　等
・補助率　　1/2（上限81万円）

担い手の育成に関する活動を行う静岡市担い手育成総
合支援協議会の運営費に対して支援する。
・対象経費　賃金、報償費　等

農業経営改善計画の実現のための各種事業を行う静岡
市認定農業者協会の運営費に対して支援する。
・対象経費　事業の実施に要する費用
・補助率　　1/2（上限108万円）

経営開始直後の認定新規就農者の生活を安定させ営農
を継続するための資金を交付する。
・対象経費　営農継続資金

認定農業者及び新規就農者が実施する経営基盤を強化
するための事業に対して支援する。
・対象経費　生産管理施設や販売施設等の導入
・補助率　　1/3（上限100万円）等

農業者の努力では回避できない理由による収入減少を
補填する農業収入保険制度への加入支援を行う。
・対象経費　加入に必要な保険料のうち、掛け捨て分
・補助率　　1/2または1/3（上限5万円）

市街化区域内農地における農産物の生産や市民農園の
整備等に必要な機械等の導入に対して支援する。
・対象経費　機械や施設の導入経費
・補助率　　1/3（上限30万円）　等

経営所得安定対策に係る事務を行う静岡市地域農業再
生協議会に対して支援する。
・対象経費　静岡市地域農業再生協議会の運営費
・補助率　　10/10以内

家畜防疫対策の円滑な推進のため、畜産業者が実施す
る各種予防接種及び検査に対して支援する。
・対象経費　自衛防疫及び管理防疫事業
・補助率　　1/2

死亡獣畜の処理場への運搬処理を実施する畜産業者に
対して支援する。
・対象経費　運搬、処理、維持更新費　等
・補助率　　1/2

施策２：農地の集約化やスマート農業技術の活用などにより、農業の生産性を向上します

農業産出額 167.9億円（2023年） 180億円

農業者の高齢化や減少により、未利用・低利用地が増加し、農業の生産性が低下している。さらに、気候変動によ
る農作物の収量の減少も進んでいる。
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取組名
事業費

（百万円）
担当課

特産物等高温対策支援事業
補助金の交付

― 農業政策課

静岡県果樹研究センターの
誘致

356 農業政策課

地域計画の推進 － 農地利用課

荒廃農地再生・集積の促進 ― 農地利用課

農地集約を促進するための
耕作者支援

― 農地利用課

農地中間管理機構による農
地貸借の促進

― 農地利用課

県営土地改良事業負担金の
拠出

996 農地整備課

県営土地改良事業補助金の
交付

103 農地整備課

農道橋梁点検の実施 114 農地整備課

柚ノ木沢川（農業用水路）
の整備

29 農地整備課

農道チチ子谷１号線の買戻
し

12 農地整備課

農道等新設改良の実施 266 農地整備課

■課題解決のための取組

取組の内容

特産物の高温対策のため、遮光・遮熱資材導入費用や
高温対策資機材導入費用を支援する。
・対象経費　高温対策に要する資材、機械等
・補助率　　1/3（上限50万円、100万円）

静岡県果樹研究センターの用地の造成と付帯設備の設
置工事を行い、当該用地を県に売却する。

地域計画更新のための農地所有者及び耕作者への農地
利用意向把握の実施する。

荒廃農地を借り受けるなどして再生利用に取り組む農
業者に対し、再生作業経費の一部を助成する。
・対象経費　資材費、委託料等
・補助率　　9/10

集約に協力し、移転先で耕作を継続する者及び集約し
た農地を利用する農業者に対し補助を行う。
・対象経費　資材費、委託料、賃借料等
・補助率　　10/10

農地の貸借を行う農地中間管理機構に農地を貸し付け
た地域に対し協力金を交付する。

静岡県が主体となり実施する農業基盤整備事業への経
費負担を行う。
・実施場所　池ノ沢、船越　東豊田池田　ほか

土地改良区事業における事務を補助する農業協同組合
への助成を行う。
・対象経費　人件費、旅費、消耗品費等

農道広野下川原線ぺったん橋など農道橋梁99橋の点検
を実施する。
・実施場所　駿河区広野　ほか

柚ノ木沢川の河川改修と併せた農業用水路202ｍを整
備する。
・供用開始期間　2027年度
・実施場所　　　葵区松富

農道チチ子谷１号線130㎡の基金積戻しを行う。
・実施時期　2026年度
・実施場所　清水区庵原町

農道35路線・農業用水路20箇所の工事及び業務委託を
実施する。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

有機農業の推進 ― 農業政策課

環境保全型農業交付金の交
付

― 農業政策課

グリーン農業推進事業補助
金の交付

― 農業政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

（百万円）
担当課

輸出拡大生産体制強化の支
援

― 農業政策課

静岡市茶生産改良整備事業
補助金の交付

― 農業政策課

施策３：低・未利用資源を活用した循環型の有機農業経営モデルを構築・普及するとともに、安心・
安全な農産物の流通・販売が最適に行われる仕組みを構築します

耕地面積に占める有機農業
取組面積割合

0.9%（2024年） 2.2%

環境負荷低減や資源循環の重要性が高まる中、有機農業や循環型農業を広げる仕組みが整っておらず、取組が十分
に進んでいない。

■課題解決のための取組

取組の内容

取組の内容

環境負荷低減と農業生産性向上が両立した持続可能な
農と食の地域循環システムを構築する。

環境保全効果の高い営農活動を行う農業者の資材導入
を支援する。
・対象経費　環境保全効果が高い農業を行う農業者

環境負荷低減に向けた取組を行う農業者に対する支援
を行う。
・対象経費　環境負荷低減に資する資材の導入費用
・補助率　　1/3以内（上限20万円）

施策４：マーケットニーズを捉えたお茶の販路開拓や商品開発等を促進するとともに、国内外に静岡
市産のお茶を高付加価値で販売していく仕組みを構築します

市内茶産出額 16.5億円（2025年） 21.7億円

県の輸出拡大拠点化計画に参画する生産者等に対し、
有機茶等に適した品種への新・改植支援を行う。
・対象経費　有機茶や碾茶生産に適した品種への改植
・補助額　　7.6万円/10a　等

有機茶等に適した品種への新・改植支援を行う（輸出
拠点化計画参画者を除く）。
・対象経費　有機茶や碾茶生産に適した品種への改植
・補助額　　1.5万円/10a　等

1経営体あたりの産出額 343.8万円（2025年） 688.1万円

国内では茶の価格が長期にわたり低迷している。また、海外では抹茶（碾茶）の需要が拡大しているにもかかわら
ず、静岡市では需要に応じた生産体制の整備が遅れている。
このため、茶農家の収入が減少し、将来的な営農継続が危ぶまれている。

■課題解決のための取組
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お茶の輸出拡大支援 ― 農業政策課

輸出拡大プラットフォーム
の構築（５市２町事業）

― 農業政策課

「静岡市のお茶」ブランド
力の向上

― 農業政策課

碾茶炉等の導入 45 農業政策課

静岡市茶業振興協議会の運
営に対する負担金の交付

― 農業政策課

静岡市茶共済加入事業補助
金の交付

― 農業政策課

静岡市茶手揉保存事業補助
金の交付

― 農業政策課

静岡市茶園集積推進事業補
助金の交付

― 農業政策課

静岡市茶販路拡張事業補助
金の交付

― 農業政策課

駿府本山お茶まつり補助金
の交付

― 農業政策課

静岡市のお茶の輸出を推進するためのプラットフォー
ムを構築し、営業代行等の継続的支援を行う。
・実施場所　フランス、オーストラリア

中部５市２町のお茶の輸出を推進するためのプラット
フォームを構築し、営業代行等の継続的支援を行う。
・実施場所　アメリカ

茶業関係者等と連携し、静岡市のお茶のブランド力向
上に向けたマーケティング戦略を構築し実証を行う。
・実施場所　市内全域及び首都圏等

静岡本山茶の振興と消費拡大を図る駿府本山お茶まつ
り事業に対して、事業費の一部を支援する。
・対象経費　静岡本山茶の振興に係る事業

共同茶工場の碾茶炉導入や付帯設備の設置、被覆資材
等の購入に係る経費を支援する。
・対象経費　茶工場の施設整備等に関する経費
・補助率　　7/10以内

静岡市の茶産業の発展を目的とした活動を行う静岡市
茶業振興協議会の運営費の一部を負担する。

茶生産者の茶共済加入促進のため、共済掛金の一部を
助成する。
・対象経費　茶共済の加入にあたり負担する掛金
・補助率　　1/2

手揉製茶技術の向上・普及啓発・文化継承に関する事
業を実施する団体に対し、事業費の一部を支援する。
・対象経費　茶手揉保存事業の実施に要する経費
・補助率　　1/3以内（上限36万円）

生産者が農地中間管理事業を活用して新たに借り受け
る茶園の改良等を支援する。
・対象経費　静岡県から交付の決定を受けた事業
・補助額　　2.5万円/10a

静岡市の茶の消費拡大に資する活動を行う静岡茶商工
業協同組合に対して、事業費の一部を支援する。
・対象経費　静岡のお茶の情報発信に係る事業
・補助率　　1/2
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６　観光・スポーツ・文化

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （観光） 01

02

03

02 （スポーツ） 01

02

03

市内の観光消費が拡大することによっ
て所得の増加や魅力ある雇用が生み出
されているまちにします

スポーツを通じて、市民の健康を増進
するとともに地域経済を活性化するま
ちにします

地域経済を活性化するため、スポーツ資源を
有効活用し、スポーツを成長産業化します

清水庵原地区を中心にユニバーサルスポーツ
の聖地化を進め、その取り組みを市内全体に
広げます

食、スポーツ、芸術、歴史など多様な文化で人々の心が豊かになる
まち、来訪者の増加を通じて地域経済が潤っているまち

　これまでも静岡市は、食、スポーツ、芸術、歴史等の多様な文化資源を活用したまちづくりを進め、観光振興、ス
ポーツ振興、文化芸術活動の支援、文化財の保存等に取り組んできました。
　しかし、これらの世界に誇れる文化資源を有しながらも、観光振興による地域経済活性化の視点が十分とは言え
ず、一人当たりの観光消費額や外国人旅行客数が少ない状況にあります。
　スポーツにおいては、これまでの健康増進の効果に加え、産業やビジネスによる地域活性化の効果を最大限活用す
る必要があります。
　文化芸術では、文化に触れる機会や文化を通した交流の場はあるものの、より気軽に参加する機会の充実が求めら
れています。
　また、文化財は、少子高齢化による担い手不足や文化財への関心の低下などにより保存・継承が困難となってお
り、文化財の劣化や滅失が進行しています。
　こうした課題を解決し、観光・スポーツ・文化を通じて、人々が心豊かになるようにするとともに、新たなビジネ
スの創出や市内への来訪者の増加により、地域経済を活性化することが求められます。

インバウンド客やコンベンション（会議・学
会等）を誘致するとともに、早朝・夜間の魅
力向上などにより、宿泊者数を増加させます

多様な来訪者が快適に過ごせる環境を整備
し、来訪者を増加させます

全市民がスポーツに親しむための環境を整え
ます

【政策体系図】

静岡市ならではの魅力を堪能できる食や体験
などを充実させることで観光消費を増加させ
ます

政策 施策
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03 （文化活動） 01

04 （歴史文化） 01

02

多彩な文化に触れ、体験し、文化を身
近に感じて関わることができるまちに
します

地域で継承されてきた歴史文化を地域総がか
りで守ります

文化財や文化財を紹介する施設を歴史文化の
魅力を伝え楽しむ場として活用します

気軽に文化を体験する機会や自らが活動でき
る機会を充実させます

市民が身近な文化財に親しみ、歴史文
化が市民の財産として未来へ継承され
るまちにします
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

ガストロノミーツーリズム
の推進★

― 観光国際課

静岡市ならではの体験商品
づくり★

― 観光国際課

お茶ツーリズムの推進★ ― 観光国際課

東海道57次街道観光の推進 ― 観光国際課

お堀の水辺活用事業補助金
の交付

― 観光国際課

都市認知度の向上 ― 観光国際課

静岡市ロケーションの支援 ― 観光国際課

東海道広重美術館の管理運
営

― 観光国際課

サウナツーリズムの推進 ― 観光国際課

聖一国師顕彰会負担金の拠
出

― 観光国際課

駿府城公園エリアの魅力向上及び観光客誘客を行う
「葵舟」の事業者に対して支援を行う。
・対象経費　人件費、需用費、役務費　等
・補助率　　10/10(上限1,000万円)

定期的なプレスリリースの配信等、メディアリレー
ション業務による情報発信を実施する。

市内で宿泊（3日以上かつ延べ30泊以上）を伴うロケ
を実施した映像制作会社に奨励金を交付する。
・対象経費　宿泊費、食糧費、施設使用料等
・補助率　　１/2（上限300万円）

東海道広重美術館の管理運営による観光誘客を実施す
る。

地域おこし協力隊員を活用し、サウナを観光資源とし
たイベントや本市への誘客施策を実施する。
・実施時期　2025年度～2027年度

観光交流客数の増加を目的とした交流事業を実施する
「聖一国師顕彰会」に対して負担金を支出する。

■課題解決のための取組

取組の内容

静岡市の豊富な食材と食を取り巻く人や文化、環境を
未来に繋げるガストロノミーツーリズムを推進する。

地域資源を生かした体験の充実に向けて、プログラム
の企画開発や販路構築の支援、販売促進等を行う。

静岡市の代表的な地域資源であるお茶を活かした体験
プログラムや受入体制の充実、営業活動の実施する。

東海道の宿場や街道に残る歴史・文化・食など地域資
源を活用した広域連携により、街道観光を推進する。

政策１：（観光）
市内の観光消費が拡大することによって所得の増加や魅力ある雇用が生み出されている
まちにします

施策１：静岡市ならではの魅力を堪能できる食や体験などを充実させることで観光消費を増加させま
す

一人あたりの観光消費額
宿泊客：24,146円
日帰り客：3,377円

（2024年）

宿泊客：32,000円
日帰り客：7,200円

静岡県等の実施した調査によると、静岡市における旅行客一人当たりの消費額が静岡県単価の約7割程度にとどま
り、宿泊客・日帰り客ともに、一人あたりの観光消費額が低い。
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静岡県大型観光キャンペー
ン推進協議会負担金の拠出

― 観光国際課

芸妓芸能観光誘客促進事業
補助金の交付

― 観光国際課

駿州の旅日本遺産の推進 ― 観光国際課

駿河湾フェリー新ターミナ
ル活性化の推進

― 観光国際課

地域DMOの推進 ― 観光国際課

するが企画観光局の運営支
援

― 観光国際課

観光宣伝事業の実施支援 ― 観光国際課

台湾市場からの誘客促進
（連携中枢都市圏事業分）

― 観光国際課

（新）静岡おみやげアイデ
アコンテストに係る商品化
支援の実施

― 産業政策課

プラモデルを活用したシ
ティプロモーションの推進
★

― 産業振興課

清水港マグロまつり実行委
員会への補助金の交付

― 清水みなと振興課

日本平公園の整備 773 公園建設管理課

するが企画観光局が実施する観光宣伝事業に対する補
助金を交付する。
・補助率　10/10（上限900万円）

台湾の飲食店等における来店者へのＰＲやニーズ調
査、旅行会社向けのセミナーを実施する。

「静岡おみやげアイデアコンテスト」にて入賞した作
品について商品化に向けた支援を行う。
・実施時期　2026年度

プラモニュメント設置補助等を通じ、プラモデルを活
用したシティプロモーションを推進する。

清水港マグロまつりの開催に対する補助金を交付す
る。
・対象経費　イベント開催に要する経費
・上限額　　650万円

名勝日本平の価値と魅力を向上する公園整備として、
用地買収及び電線地中化工事を実施する。
・実施時期　2026年度～
・対象施設　平原ゾーン広場、アクセス道路

県内全市町が加入する静岡県大型観光キャンペーン推
進協議会に対して負担金を支出する。

伝統芸能を活用した観光誘客等を推進する「静岡伝統
芸能振興会」の事業に対して補助を行う。
・対象経費　報償費、旅費、需用費
・補助率　　10/10(上限900万円)

東海道２峠８宿で日本遺産に認定された「駿州の旅」
を活用した街道観光を推進する。

清水港周辺への誘客促進、フェリーの認知度向上を図
り、新ターミナル周辺の魅力創出に取組む。
・実施時期　2025年度～2028年度
・実施場所　清水港周辺

静岡県中部地域において、お茶等の地域資源を活かし
た観光地域づくりを推進する。

するが企画観光局の運営費に対する補助金を交付す
る。
・補助率　10/10（上限11,636.7万円）
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

静岡市ならではの体験商品
づくり★

― 観光国際課

駿府城跡天守台野外展示に
係るライトアップ用の照明
設置工事の実施

213 観光国際課

ナイトツーリズムの推進 ― 観光国際課

高水準なサービス需要に対
応した宿泊施設の誘致

―
観光国際課

公園建設管理課

会議・学会・スポーツ大会
の誘致推進

― 観光国際課

（新）オーストラリア・
モートンベイ市との都市間
交流の実施

― 観光国際課

対仏交流・プロモーション
の実施

― 観光国際課

中央日本総合観光機構負担
金の拠出

― 観光国際課

静岡型体験観光の推進支援 ― 観光国際課

国民保養温泉地誘客事業補
助金の交付

― 観光国際課

オーストラリア・クイーンズランド州・モートンベイ
市と都市間交流に関する覚書を締結する。
・実施時期　2026年度～

姉妹都市フランス・カンヌ市との国際会議開催及び花
火交流等を通じた相互プロモーションを実施する。
・実施時期　2026年度～2027年度
・実施場所　カンヌ市内、清水区日の出ふ頭

中部９県３市のインバウンド向け広域連携DMO「中央
日本総合観光機構」に対して負担金を支出する。

観光客数及び宿泊客数の増加を目的とした地域の実行
委員会が実施する事業を支援する。
・対象経費　需用費、役務費　委託料　等
・補助率　　2/3 （上限25万円）

観光客及び学生団体客の誘客を図るための活動を行う
「しずおか体験教育旅行」へ補助金を交付する。
・補助率　10/10（上限392.9万円）

取組の内容

地域資源を生かした体験の充実に向け、プログラムの
企画開発や販路構築の支援、販売促進等を実施する。

観光客増加を目的とした夜間景観整備のため、駿府城
跡天守台野外展示に照明機器を設置する。

「静岡の夜景」HPを活用し、市内の夜景スポットや夜
間イベントの情報発信を実施する。

民間事業者の誘致に向け、候補地の検討等を行う。

参加者の多い会議・大会やスポーツ大会等の誘致促進
に向け、主催者に補助金を交付する。
・補助額　延べ宿泊者数×1,000円（上限300万円）
　　　　　（全国規模・国際規模の場合）

施策２：インバウンド客やコンベンション（会議・学会等）を誘致するとともに、早朝・夜間の魅力
向上などにより、宿泊者数を増加させます

延べ宿泊者数 2,129,846人（2024年） 330万人

JR静岡駅周辺には宿泊施設が集積しているが、年間稼働率が約50％とその利便性を活かしきれていない。
より高水準なサービスを求める層に対応した宿泊施設が不足している。
全国を対象にした「宿泊で行ってみたい国内の観光地」を問う調査では、静岡市をあげた人が０.05%にとどまるな
ど、泊まりたい観光地としてイメージされておらず、全国や静岡県と比べ来訪者に占める宿泊客の割合が低い。

■課題解決のための取組
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日本政府観光局(JNTO)との
連携

― 観光国際課

コンベンションシティの推
進

― 観光国際課

旅行予約サイト等を活用し
た台湾等からの誘客促進

― 観光国際課

お茶ツーリズムの推進★ ― 観光国際課

ガストロノミーツーリズム
の推進★

― 観光国際課

静岡市国際交流協会運営事
業等補助金の交付★

― 観光国際課

域外からの集客を見込める
イベント開催補助金の交付
★

168 文化政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

観光案内所の運営支援 ― 観光国際課

久能山下の再整備（市営駐
車場の整備）

18 観光国際課

観光施設のリニューアル
東海道広重美術館の改修

338 観光国際課

静岡市の来訪者に「訪問・移動の中で不便だったこと」を問う調査では、アクセス・駐車場・案内看板・トイレが
上位にあげられる。インバウンド客や国内旅行者などの多様な来訪者が快適に過ごせる受け入れサービスや駐車
場、トイレなどの施設が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

するが企画観光局へ観光案内所運営費補助金を交付す
る。
・補助率　10/10（上限2,625.3万円）

市営駐車場の設計、用地境界測量、用地買収、工事を
実施する。
・供用開始予定　2028年度

東海道広重美術館衛生・空調・電気設備改修工事を行
う。
・実施時期：2026年度

台湾向け旅行予約サイトやインフルエンサーを活用
し、静岡市への認知・関心を向上させる。

静岡市の豊富な食材と食を取り巻く人や文化、環境を
未来に繋げるガストロノミーツーリズムを推進する。

大道芸ワールドカップなどの域外から集客の見込める
イベントの開催にかかる経費を補助する。
・対象経費　報償費、委託料、使用料及び賃借料等
・補助率　　約1/2

施策３：多様な来訪者が快適に過ごせる環境を整備し、来訪者を増加させます

来訪者の満足度 73.7%（2024年） 80.0%

国際交流及び多文化共生に資する活動を行う静岡市国
際交流協会に補助金を交付する。
・対象経費　人件費、報償費、需用費等
・補助額　　予算の範囲内

静岡市の代表的な地域資源であるお茶を活かした体験
プログラムや受入体制の充実、営業活動を実施する。

日本政府観光局が主催する商談会等への参加や海外事
務所を通じた情報発信を実施する。

静岡県中部４市のコンベンションビューロー（するが
企画観光局）の誘致活動を支援する。
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環駿河湾観光交流活性化協
議会への支援

― 観光国際課

蒲原宿場まつり＆産業フェ
ア開催補助金の交付

― 観光国際課

かんばら御殿山さくらまつ
り開催補助金の交付

― 観光国際課

日本平まつり開催補助金の
交付

― 観光国際課

由比街道まつり開催補助金
の交付

― 観光国際課

丸子宿場まつり開催補助金
の交付

― 観光国際課

富士山静岡空港利用促進協
議会への負担金の拠出

― 観光国際課

（一社）駿河湾フェリー株
式会社負担金の拠出

― 観光国際課

日本平動物園獣舎等の改修 558 日本平動物園

清水港客船誘致委員会への
支援

― 清水みなと振興課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

16歳以上の週1日以上のス
ポーツ実施率

55.9%（2021年） 70.0%

働く世代のスポーツ実施率が低い。また、スポーツ教室やイベントの情報が施設管理者やイベント主催者ごとに発
信されており分かりづらい。

富士山静岡空港の利用促進及び県内経済活性化のため
富士山静岡空港利用促進協議会へ負担金を支出する。

県及び３市３町で経済効果の高い観光資源である駿河
湾フェリー運航を支援するため、負担金を支出する。

動物園施設の長寿命化を図るための改修を行う。
・実施時期　2026年度～2027年度
・対象施設　日本平動物園動物病院 等

清水港への客船等の誘致、受入及び乗客市内周遊促進
のため、清水港客船誘致委員会への支援を行う。

政策２：（スポーツ）
スポーツを通じて、市民の健康を増進するとともに地域経済を活性化するまちにします

施策１：全市民がスポーツに親しむための環境を整えます

環駿河湾の周遊促進及びフェリーの利用拡大のため、
環駿河湾観光交流活性化協議会への支援を行う。

「蒲原宿場まつり＆産業フェア」を開催する実行委員
会に対し補助金を交付する。
・対象経費　報償費、消耗品費、印刷製本費等
・補助率　　10/10 （上限663.5万円）

「かんばら御殿山さくらまつり」を開催する実行委員
会に対し補助金を交付する。
・対象経費　報償費、消耗品費、印刷製本費等
・補助率　　10/10 （上限155.6万円）

「日本平まつり」を開催する実行委員会に対し補助金
を交付する。
・対象経費　報償費、消耗品費、印刷製本費等
・補助率　　10/10 （上限77万円）

「由比街道まつり」を開催する実行委員会に対し補助
金を交付する。
・対象経費　報償費、消耗品費、印刷製本費等
・補助率　　10/10 （上限117.9万円）

「丸子宿場まつり」を開催する実行委員会に対し補助
金を交付する。
・対象経費　報償費、消耗品費、印刷製本費等
・補助率　　10/10 （上限50万円）
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取組名
事業費

(百万円)
担当課

スポ―ツ施設長寿命化等に
向けた改修の実施

2,209 スポーツ振興課

（仮称）三保グラウンドゴ
ルフ場の整備

268 スポーツ振興課

 清水庵原球場の改修 290 スポーツ振興課

静岡マラソンの開催にかか
る負担金の拠出

― スポーツ振興課

運動・スポーツ習慣化の促
進

― スポーツ振興課

静岡型スポーツ・イン・ラ
イフ推進パートナー制度の
活用

― スポーツ振興課

スポーツ少年団事業負担金
の拠出

― スポーツ振興課

学校施設利用運営協議会交
付金の交付

― スポーツ振興課

市スポーツ協会補助金の交
付

― スポーツ振興課

静岡市スポーツ推進委員連
絡協議会補助金の交付

― スポーツ振興課

清水区連合体育会補助金の
交付

― スポーツ振興課

各種目別全国大会出場選手
補助金の交付

― スポーツ振興課

葵区及び駿河区地域スポー
ツ振興事業補助金の交付

― スポーツ振興課

静岡県市町対抗駅伝競走大
会選手強化事業補助金の交
付

― スポーツ振興課

葵区及び駿河区の各学区で開催されるスポーツ事業へ
の助成を行う。
・対象経費　報償費、消耗品費、使用料及び保険料
・上限額　　運動会：3万円(１学区11万円)

静岡県市町村対抗駅伝競走大会選手強化事業への助成
を行う。
・対象経費　報償費、被服費、旅費、通信運搬費等
・上限額　　189.5万円

（公財）静岡市スポーツ協会が実施するスポーツ少年
団事業への助成を行う。

静岡市学校等体育施設利用事業の運営を担う各学校等
体育施設利用運営協議会への助成を行う。
・対象経費  学校等体育施設利用運営協議会の運営
（活動）に係る経費

（公財）静岡市スポーツ協会が実施するスポーツ団体
の育成強化などスポーツ振興事業への助成を行う。
・対象経費　スポーツ団体の育成強化に係る経費
・上限額　　16,125万円

各種スポーツ大会の開催などスポーツ振興事業への助
成を行う。
・対象経費　報償費、印刷製本費、通信費等
・上限額　　66.2万円

区民体育大会、地区体育大会の開催支援など清水区に
おけるスポーツ振興事業への助成を行う。
・対象経費　賃金、報償費、消耗品費　等
・上限額　　491万円

全国規模のスポーツ競技大会に出場する選手に対し、
選手の育成・支援を目的に補助金を交付する。
・対象経費　交通費、参加費、宿泊費、保険料
・上限額　小学生(6,300円/人)、中高生(9,000円/人)

アセットマネジメント推進計画等に基づき、スポーツ
施設の長寿命化を計画的に実施する。
・対象施設　清水清見潟公園スポーツセンターなど５
箇所

現在の三保真崎グラウンドゴルフ場を市有地（清水区
三保）に移転整備する。
・供用開始予定　2027年度

施設機能の改善・向上と老朽化設備の更新を計画的に
進める。
・対象施設　本球場グラウンド（天然芝張替）
　　　　　　スコアボード(大型ビジョン設置)等

地域経済活性化及び市民スポーツ振興のため、関係者
と調整及び実行委員会に負担金を支出する。

市民が運動・スポーツに関心を持ち、習慣化を図るた
めの健康増進に資する取組みを実施する。

社員や構成員等のスポーツ活動を支援する企業・団体
を募集し、認定・表彰し、市内に横展開をする。

■課題解決のための取組

取組の内容
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興津川キャンプ対策協議会
負担金の拠出

― スポーツ振興課

（新）ホームタウンチーム
幼児運動教室開催事業補助
金の交付

― スポーツ振興課

全国障害者スポーツ大会選
手派遣・選考の実施

― スポーツ振興課

スポーツ施設予約システム
の管理

― スポーツ振興課

蒲原体育館の管理運営の実
施

― スポーツ振興課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

ホームタウンチームの活用
推進

― スポーツ振興課

プロスポーツチーム等連携
事業補助金の交付

― スポーツ振興課

プロスポーツチーム等環境
整備事業費補助金の交付

― スポーツ振興課

全国大会の誘致と体験教室
の開催

― スポーツ振興課

草サッカー大会実行委員会
補助金の交付

― スポーツ振興課

全国少年少女草サッカー大会開催に向けて、助成を行
う。
・対象経費　大会開催に係る経費
・上限額　　900万円

■課題解決のための取組

取組の内容

ホームタウンチームの持つ力を活用し、スポーツによ
るまちづくりに取り組む。

静岡市のプロスポーツチーム等が実施するスポーツに
よるまちづくりに資する事業への助成を行う。
・対象経費　スポーツによるまちづくりの取組に係る
経費

静岡市のプロスポーツチーム等が実施するチームの活
動開始及び環境整備事業へ助成を行う。
・対象経費　チームの活動開始や環境整備事業に係る
経費

ユニバーサルスポーツの普及や共生社会の理解促進を
図るため全国大会の誘致や体験教室の開催をする。
・実施場所　市内体育館施設、市内小学校

市直営による管理として施設の管理運営を行う。
・実施時期　2026年度～

施策２：地域経済を活性化するため、スポーツ資源を有効活用し、スポーツを成長産業化します

市内ホームゲーム観戦費用 51.2億円（2024年） 68.6億円

プロスポーツチームが持つ市民への大きな影響力を、地域課題の解決や地域経済の活性化に十分に活かしきれてい
ない。

レクリエーション振興、河川環境の維持のため、興津
川キャンプ対策協議会に対し負担金を支出する。

静岡市のホームタウンチームが行う、子どもたちの健
全育成を図るための交流事業の実施を支援する。
・対象経費　幼児運動教室の実施に要する経費
・上限額　　360万円

全国障害者スポーツ大会出場に向けた静岡市選手団の
編成・派遣を行う。
・実施時期　2026年度
・実施場所　青森県

スポーツ施設予約システムの運用管理を行う。
・実施時期　2026年度～
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台湾スポーツ交流の実施
（青少年交流・台湾陸上協
会代表合宿）

― スポーツ振興課

台湾スポーツ交流の実施
（台北市スポーツ交流・台
北マラソン）

― スポーツ振興課

大学野球オータムフレッ
シュリーグin静岡開催事業
補助金の交付

― スポーツ振興課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

清水庵原球場における屋内
運動場の整備（ユニバーサ
ルスポーツ聖地化推進事
業）

590 スポーツ振興課

（新）清水ナショナルト
レーニングセンター周辺測
量の実施（ユニバーサルス
ポーツ聖地化推進事業）

28 スポーツ振興課

（新）ユニバーサルスポー
ツ聖地化の推進（ソフト）

― スポーツ振興課

（新）清水ナショナルト
レーニングセンター運営見
直しに向けた調査等の実施

― スポーツ振興課
当該施設の運営見直しに当たり、官民連携手法につい
て、専門的知見に基づく検討・整理を行う。
・実施時期　2026年度

ユニバーサルスポーツに関する相談窓口がないことや、指導員の数やバリアフリー化されたスポーツ施設も不足し
ていることなど、ユニバーサルスポーツに取り組む人や新たに始めようとする人に対する支援体制が十分に整って
いない。
※ユニバーサルスポーツとは、特定の競技を指すものではなく、年齢・性別・障がいの有無・国籍・競技レベルなどに関わらず、その場に
いる誰もが一緒に楽しめるスポーツのことです。

■課題解決のための取組

取組の内容

清水庵原球場の敷地内に、障がいの有無に関わらず誰
もが利用可能な屋内運動場を整備する。
・供用開始予定　2027年度

当該施設の再編・再整備にあたり、施設内敷地及び周
辺関連地の土地測量を実施する。
・実施場所　清水ナショナルトレーニングセンター周
辺

ユニバーサルスポーツを通じた共生社会の実現に向
け、中核的役割を担う協会の活動を支援する。
・実施時期　2026年度～

異文化の理解促進を図るため、台湾陸上協会代表チー
ム合宿受入及び青少年相互派遣を実施する。
・実施場所　静岡市、新北市(台湾)

台北市と関係性を維持し更なる深化を図るため、高校
生相互派遣及び台北マラソン派遣を実施する。
・実施場所　静岡市、台北市（台湾）

大学野球オータムフレッシュリーグin静岡の主催者で
ある実行委員会に補助金を交付し、開催を支援する。
・対象経費　オータムフレッシュリーグin静岡の開催
に要する経費

施策３：清水庵原地区を中心にユニバーサルスポーツの聖地化を進め、その取り組みを市内全体に広
げます

庵原地域における、パラス
ポーツ施設利用者数

20,546人（2024年） 36,546人
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

域外からの集客を見込める
イベント開催補助金の交付
★

― 文化政策課

市民に身近な場所で質の高
い音楽文化に触れる機会の
提供

― 文化政策課

Ａ級順位戦最終局の開催誘
致

― 文化政策課

演劇による文化芸術創造拠
点を形成する取組

― 文化政策課

静岡まつり、清水みなと祭
り等開催支援

― 文化政策課

静岡市こどもミュージカル
開催補助金の交付

― 文化政策課

文化事業のスタートアップ
支援助成制度に要する費用
の補助

― 文化政策課

芸術文化発表会参加奨励補
助金の交付

― 文化政策課

羽衣まつり補助金の交付 ― 文化政策課

ストリートシアターを軸とした国際フェスティバルの
確立と演劇を活用したまちづくりを推進する。

駿府踟保存や市民総踊り、花火大会等の市民同士の
絆・郷土愛を醸成する祭りの開催を支援する。
・対象経費　報償費、委託料、使用料及び賃借料等
・補助額　予算額の範囲内

小中高生が出演するミュージカル公演の開催経費を補
助する。
・対象経費　報償費、委託料、使用料及び賃借料等
・補助額　予算額の範囲内

静岡市文化振興財団が実施する、公共性のある文化事
業を実施する団体等へ補助金を交付する。
・対象経費　補助事業に要する経費
・補助額　予算額の範囲内

発表会出場者に補助金を交付する。
・補助額　全国規模の大会　最大15万円
　　　　　中部大会：最大10万円

羽衣まつり運営委員会に補助金を交付する。
・対象経費　報償費、使用料及び賃借料等
・補助額　　予算額の範囲内

市民意識調査によれば、文化活動をすることに対して時間や経済面で制約を感じている人や、文化活動を通じた人
とのつながりは心を豊かにするがその機会が十分ではないと感じる人の割合が高い。
文化活動の拠点となる市の文化施設では、修繕やユニバーサルデザイン化、予約のしやすさなどへの対応が不十分
である。

■課題解決のための取組

取組の内容

大道芸ワールドカップなどの域外から集客の見込める
イベントの開催にかかる経費補助
・対象経費　報償費、委託料、使用料及び賃借料等
・補助額　　予算額の範囲内

プロの交響楽団を活用し、公共施設やまちなかで質の
高い音楽に触れる機会を創出する。
・実施場所　市内こども園・小中学校など

「Ａ級順位戦最終局」を開催誘致し、幅広い世代が参
加できる関連イベントを実施する。
・実施時期　2026年度
・実施場所　浮月楼ほか

政策３：（文化活動）
多彩な文化に触れ、体験し、文化を身近に感じて関わることができるまちにします

施策１：気軽に文化を体験する機会や自らが活動できる機会を充実させます

身近に文化芸術等が感じら
れるまちだと思う市民の割
合

42.1%（2025年） 50.0%
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障がい者アート事業の実施 ― 文化政策課

静岡市文化協会補助金の交
付

― 文化政策課

文化政策課所管美術品の鑑
定及び美術品修復

― 文化政策課

静岡市民文化会館再整備事
業の実施

6,948 文化政策課

清水駅東地区文化施設建設
事業の実施

57 文化政策課

（新）文化施設貸館システ
ムの構築

15 文化政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

静岡浅間神社の保存修理へ
の補助

212 歴史文化課

久能山東照宮の保存修理へ
の補助

128 歴史文化課

史跡駿河国分寺跡の保存整
備

44 歴史文化課

■課題解決のための取組

取組の内容

重要文化財神部神社浅間神社社殿の保存修理事業に対
し補助金を交付する。
・対象施設　静岡浅間神社社殿群

史跡久能山の表参道等の史跡整備事業に対し補助金を
交付する。
・対象施設　久能山東照宮

保存整備のための史跡内民有地の買上げ、関連文化財
調査を実施する。
・実施場所　史跡駿河国分寺跡（旧・片山廃寺跡）

政策４：（歴史文化）
市民が身近な文化財に親しみ、歴史文化が市民の財産として未来へ継承されるまちにし
ます

施策１：地域で継承されてきた歴史文化を地域総がかりで守ります

歴史、伝統文化や地域の魅
力が感じられるまちだと思
う市民の割合

58.1％（2025年） 70.0%

地域の歴史文化や伝統を十分に伝えきれておらず、市民の関心の低下を招いている。
少子高齢化の進行により文化財を保存・継承する担い手が不足し、歴史文化が継承されなくなっている。

障がいの有無に関わらず、誰もが自己表現・自己実現
できる場を提供し、障がい者アート展を開催する。
・実施場所　静岡市民ギャラリー

市内の文化団体を束ねる静岡市文化協会に補助金を交
付する。
・対象経費　報償費、使用料及び賃借料等
・補助額　　予算額の範囲内

市有美術品の鑑定を実施し、鑑定結果をもとに美術品
台帳の更新や活用方法を検討する。
・実施時期　2026年度

開館から40年以上経過した施設の老朽化への対応のた
め、改修工事、設備更新等を行う。
・実施時期　2026年度～2027年度

文化活動を通じた清水都心におけるまちづくりの拠点
となる文化施設をＰＦＩにより整備する。
・実施時期　2012年度～2026年度

利用者の利便性向上を目的に、施設貸出しにおける
サービスや業務の共通化、標準化を行う。
・実施時期　2026年度～2028年度
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史跡小島陣屋跡の保存整備 242 歴史文化課

史跡賤機山古墳石室の石材
修繕

77 歴史文化課

埋蔵文化財センターの長寿
命化

65 歴史文化課

旧五十嵐歯科医院大規模修
繕

107 歴史文化課

三保松原の保全（リスク軽
減・松原再生）

― 歴史文化課

三保松原保全再生事業補助
金の交付、負担金の拠出

― 歴史文化課

「戦国時代末期の道と石垣
の遺構」の管理

― 歴史文化課

（新）文化財を活かした蒲
原地域のまちづくり検討

― 歴史文化課

文化財所有者・管理団体の
文化財管理に関わる費用へ
の補助金の交付

― 歴史文化課

文化財所有者・管理団体に
よる文化財保存顕彰事業へ
の補助金の交付

― 歴史文化課

市内文化財の調査結果の
データベース化と公開

― 歴史文化課

静岡市の歴史文化の特徴を
象徴する文化財の保存活用
の支援

― 歴史文化課

オクシズ漆の里構想の推進 ― 中山間地振興課

地域住民と文化財単体の保存・活用ではなく、文化財
を活かした地域づくりを行う。
・実施時期　2026年度～2027年度

市内の指定有形文化財や重要文化財等の所有者に対
し、管理や点検等の経費を補助する。
・対象経費　管理等に関する費用
・補助率　　1/2

市内の文化財所有者等に対し、文化財の公開等に必要
な経費を補助する。
・対象経費　指定文化財の公開等に関する費用
・補助率　  1/2

市内文化財の位置や調査結果をデータベース化し、地
図データと連携させ一般公開する。

未指定文化財の指定等の具体的な保護措置の検討、文
化財保有者等へ保存活動の支援等を行う。

オクシズ漆の里協議会の試験栽培や人材育成、普及啓
発、情報発信にかかる運営費の一部を負担する。

保存活用を図るための修復工事を実施する。
・供用開始予定　2028年度
・実施場所　　　史跡賤機山古墳

屋根防水工事、外壁塗装などの中規模改修を実施す
る。
・供用開始予定　2029年度
・実施場所　　　埋蔵文化財センター

国登録有形文化財の旧五十嵐歯科医院の耐震改修及び
老朽化対策工事を実施する。
・実施時期　2028年度～2029年度
・対象施設　旧五十嵐歯科医院

三保松原を未来に継承していくため、マツ材線虫病の
防除や松林の再生等を行う。

（一財）三保松原保全研究所が行う保全再生事業及び
運営等に係る経費の支援を行う。
・対象経費　人件費等
・補助率　　3/4

歴史博物館１階に露出展示している遺構の適切な保存
管理のため、遺構の土壌の状態を計測する。

史跡整備工事、駐車場工事を実施する。
・実施場所　史跡小島陣屋跡
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

駿府城跡天守台の野外展示
整備

1,029 歴史文化課

駿府城公園施設の改修 48 歴史文化課

歴史博物館の展示資料購入 19 歴史文化課

「家康公が愛したまち静
岡」の促進

― 歴史文化課

登呂まつり補助金の交付 ― 歴史文化課

国登録有形文化財「旧マッ
ケンジー住宅」の再生活用

― 歴史文化課

駿府城公園の修景整備 1,022 公園建設管理課

取組の内容

駿府城跡天守台の遺構を野外展示施設として整備す
る。
・供用開始予定　2027年度

老朽化している駿府城公園施設を改修する。
・対象施設　東御門・巽櫓、紅葉山庭園茶室

歴史博物館に展示する市の歴史や文化に関する資料の
調査と収集を実施する。

市民の日常利用やイベント利用に配慮し、城郭の遺構
を踏まえた景観や園路を整備する。
・対象施設　本丸広場等

歴史に関する講演会や体験型見学会等を通し、家康公
の事績を顕彰し、その価値を広く市内外へ発信する。

登呂会・登呂まつり実行委員会が開催する登呂まつり
への補助金を交付する。
・対象経費　開催に係る会場設置費等
・上限額　　125万円

民間事業者へ旧マッケンジー住宅の管理を含め市有地
を貸付け、収益化を実施する。

施策２：文化財や文化財を紹介する施設を歴史文化の魅力を伝え楽しむ場として活用します

歴史博物館、みほしるべ、
駿府城跡野外展示施設、旧
マッケンジー住宅の平均満
足度

89.0%（2024年） 92.0%

2018年の文化財保護法の改正により、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進が示された。しかし、静岡
市では文化財の活用が進んでおらず、市民や観光客に市内の歴史文化の価値が十分に知られていない。

■課題解決のための取組
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７　都市・社会基盤

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （まちづくり） 01

02

03

04

02 （交通） 01

03 （防災・減災） 01

地域特性を活かしたまちづくりにより新たな
価値を創出し、地域全体の活性化を目指しま
す

円滑な移動ができる環境を整え、経済活動や
観光振興を活発にします

<事前防災>社会基盤が整備された自然
災害に強いまちにします

地域社会も担い手に加わることで公共
交通サービスがさらに充実し、誰もが
安全快適で気軽に移動できるまちにし
ます

多様な交流と投資を呼び込む活力ある
「まち」を形成し、その成果が市民生
活の豊かさや未来への希望につながる
まちにします

被害の最小化と早期の復旧・復興が可能とな
る社会基盤を整備します

市街地も山間部も移動しやすく暮らしやすい
交通システムを構築します

都市基盤と多様な都市サービスが連動し、誰もが住みやすく、移動
しやすく、居心地の良い空間が備わったまち

　静岡市では、地域の経済的活力を高めるために必要な土地利用に関する規制緩和の取組が十分に行われてきません
でした。このため、耕作放棄地などの未利用・低利用地が多くの地域で点在する状況となっています。また、都心部
では建物の老朽化や空き店舗の増加が進み、まちの魅力が低下する一因となっています。
　さらに、人口減少に伴い空き家が増加しており、今後も増加が見込まれます。静岡市は周辺市町と比べ、家賃や土
地価格が高いため、若い世代の住まい確保が難しく、定住の課題となっています。また、移動需要の減少に加え、生
産年齢人口の減少に伴う担い手不足により、路線バスなど中量輸送を担う公共交通の維持が困難となっています。持
続可能性と利便性を両立させた、新たな地域公共交通体系の構築が急務です。
　防災面では、南海トラフ地震や激甚化・頻発化する自然災害へ対応するため、道路・河川・上下水道などの社会基
盤整備と災害時の情報収集・提供や応急対応資機材の備えなどの体制強化が課題となっています。公共インフラの老
朽化による維持管理コストの増大も大きな課題となっています。

【政策体系図】

地域のニーズに応じた土地利用の再設計を進
めることで、低利用地を効率的・効果的に活
用します

まちなかの再設計により、歩行者中心の空間
を創出し、居心地よく歩きたくなるまちにし
ます

政策 施策
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04 （都市基盤健全化） 01

02

05 （供給力の維持） 01

06 （生活環境） 01

02

03

04

07 （移住・定住） 01

公民共創による花やみどりの創出、身近な自
然の保全・活用や公園の再整備等の取組によ
り魅力的な公園づくりを目指します

都市施設やインフラが健全な状態にあ
り、市民が安全かつ安心して利用でき
るまちにします

土木インフラを健全な状態に維持し、将来に
渡って利用できるようにメンテナンスします

多様な世代が安心して住み続けられるよう、
市営住宅の適正な配置と管理をします

ICTなどを活用したインフラDXの推進などに
より、建設産業の供給力を維持します建設産業の供給力を維持し、市民生活

を支える都市基盤を将来にわたり提供
できるまちにします

多様な世代が都心部や中山間地域を含め、多
様な暮らし方を選択できるよう空き家等の活
用を推進します

景観の形成や維持・保全により、魅力的で居
心地の良い空間を創出します

移住やUターンを促進するため、静岡市に住
みたくなるような情報発信や、移住希望者の
住宅の確保や不安の解消といった、移住実現
のための支援に取り組みます

生活道路網や環境衛生等の身近な生活インフ
ラの「きめ細やかな改善とサービス水準」を
維持します

静岡市への移住・定住が進み、継続的
に転入者が転出者を上回るまちにしま
す

暮らしに関する多様なニーズが満たさ
れ、誰もが安心して快適に暮らせるま
ちにします
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

静岡市土地等利活用推進公
社運営費の負担★

―
社会共有資産
利活用推進課

企業用地開発の推進★ ― 産業基盤強化本部

（新）地域地区等（用途地
域等）の見直し

― 都市計画課

（新）都市計画道路の見直
し

― 都市計画課

静岡中部都市圏総合都市交
通体系調査の実施

― 都市計画課

建設発生土処理地の拡大 ― 技術政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

政策１：（まちづくり）
多様な交流と投資を呼び込む活力ある「まち」を形成し、その成果が市民生活の豊かさ
や未来への希望につながるまちにします

施策１：地域のニーズに応じた土地利用の再設計を進めることで、低利用地を効率的・効果的に活用
します

企業用地の創出面積 0.4ha/年（2024年） ７ha/年

都心部では、比較的土地の高度利用が進んでいる一方で、郊外部を中心に未利用・低利用地が点在しており、土地
の有効活用が十分に進んでいない。

■課題解決のための取組

取組の内容

農地集約化、産業用地確保、空き家活用に取り組む静
岡市土地等利活用推進公社の運営費を負担する。
・実施時期　2026年度～

開発候補地における短期的な個別開発、及び中長期的
な産業団地開発等の用地創出に取り組む。

土地利用規制の基本となる用途地域等の見直しを行
い、産業系・住宅系等の用地を創出する。

長期間未着手となっている都市計画道路の必要性や役
割、機能について検証し、都市計画を変更する。

社会情勢や交通環境の変化を踏まえ、パーソントリッ
プ調査を行い、都市交通の基本計画を策定する。

建設発生土最終処理地拡大事業で公募した民間事業に
対し、申請手続きが円滑に進むよう支援する。

施策２：まちなかの再設計により、歩行者中心の空間を創出し、居心地よく歩きたくなるまちにしま
す

静岡の中心市街地に活気や
魅力を感じる割合

45.1%（2025年） 55.0%

静岡都心の公共空間の劣化や民間建物の老朽化が進み、まちの魅力が低下してきている。また、ＪＲ静岡駅周辺、
呉服町通り周辺、けやき通り周辺が幹線道路で分断され、回遊が制限されている。
長期的なまちづくりの指針が公民の間で共有されていない。
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取組名
事業費

(百万円)
担当課

静岡都心地区まちなか再生
の推進★

―
都市計画課

景観まちづくり課

静岡駅南口駅前広場の再整
備

4,049 景観まちづくり課

静岡駅北口駅前広場周辺の
整備

181 景観まちづくり課

泉町豊原町線の道路拡幅整
備

734 景観まちづくり課

静岡都心地区の交通適正化 184 景観まちづくり課

人宿町人情通りの道路空間
再編

275 景観まちづくり課

御幸町伝馬町線の無電柱化 32 景観まちづくり課

静岡駅北口地下広場の改修 500 景観まちづくり課

まちなかウォーカブルの推
進（青葉緑地再編）

1,342 景観まちづくり課

地域おこし協力隊の活用 ― 景観まちづくり課

民間開発等まちなか再生促
進補助金の交付

8,000 景観まちづくり課

紺屋町鷹匠一丁目線の無電
柱化

128 景観まちづくり課

静岡駅北口地下広場を、静岡らしさが感じられ、来訪
者が立ち寄りたくなる広場空間に改修する。
・供用開始予定　2027年度
・実施場所　静岡駅北口地下広場

青葉シンボルロードを歩行者中心の、人が滞留する空
間へ再整備する。
・供用開始予定　2029年度
・実施場所　青葉シンボルロード

静岡都心地区で活動するプレイヤーと連携し、歩行者
空間を活用し、地区の魅力発信を推進する。
・活動期間：2026年度～2029年度

■課題解決のための取組

取組の内容

静岡駅南口駅前広場の拡張整備と民間開発を複合的に
推進し、政令市に相応しい空間を創出する。
・供用開始予定　2030年代前半
・実施場所　葵区黒金町、駿河区南町

国道１号交差点への横断歩道設置に向け、周辺交差点
の交差点形状、車両・歩行者動線の検討を行う。

泉町豊原町線を拡幅整備し、駅周辺の交通結節機能を
強化し、土地の高度利用を誘導する。
・実施場所　駿河区森下町　八幡一丁目地内

中心市街地の共同建物に対し支援策を検討し、建物更
新を誘導する。

再開発ビルの整備に合わせた無電柱化事業により、街
区が一体となった景観を創出する。
・実施場所　葵区紺屋町８　地内

まちなか再生指針を公民で共有し、民間事業者の建物
更新や公共空間活用に関わる誘導施策等を立案する。

静岡都心地区の各交差点において、迂回誘導や平面横
断化を目指し設計や工事を実施する。

道路の無電柱化と高質化により、沿道と道路空間が一
体となった景観を創出する。
・供用開始予定　2030年度
・実施場所　葵区人宿町二丁目外４地内

御幸町９番伝馬町４番地区市街地再開発事業に隣接す
る道路を無電柱化し、一体となった景観を創出する。
・供用開始予定　2026年
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

（新）JR清水駅東口地区土
地利活用の推進

13,239
社会共有資産
利活用推進課

アリーナ予定地の発掘調査 282
社会共有資産
利活用推進課

東静岡地区市有地の民間活
用

―
社会共有資産
利活用推進課

アリーナの整備 30,146
社会共有資産
利活用推進課

（新）【清水駅東口周辺地
区】都市計画図書の作成

― 都市計画課

東静岡地区のまちづくりの
推進

4,991 都市計画課

市道中野小鹿線交差点改良
工事の実施

660
大谷・小鹿まちづ

くり推進課

大谷・小鹿地区都市再生整
備計画の策定

―
大谷・小鹿まちづ

くり推進課

宮川・水上土地区画整理事
業の実施

4,999
大谷・小鹿まちづ

くり推進課

清水都心地区のまちなか再
生の推進

―
清水まちづくり推

進課

（新）清水駅前銀座アー
ケード内の空間活用

―
清水まちづくり推

進課

施策３：地域特性を活かしたまちづくりにより新たな価値を創出し、地域全体の活性化を目指します

静岡市が活気があり、人を
惹きつける魅力があるまち
だと思う市民の割合

40.3%（2025年） 50.0%

東静岡地区まちづくり基本構想に基づき、東静岡地区
のまちづくりを公民共創により推進する。

JR東静岡駅北口市有地（17街区）の活用（アリーナの
整備）に向けて発掘調査（長沼遺跡）を行う。
・実施時期　2026年度～2027年度
・実施場所　JR東静岡駅北口市有地（17街区）

JR東静岡駅北口市有地（51街区）の民間活用（高度利
用）を行う。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　JR東静岡駅北口市有地（51街区）

PFI手法（BT＋コンセッション方式）により静岡市ア
リーナを整備する。
・対象施設　静岡市アリーナ
・供用開始予定　2030年度

若者にとって魅力的なまちづくりが不十分で、それが若者の市外流出による人口減少や消費低下の一因となってい
る。これにより、市域全体の活力が低下しつつある。

■課題解決のための取組

取組の内容

清水港臨海部における大規模低未利用地の土地利活用
を推進する。
・実施時期　2026～2030年度
・実施場所　清水駅東口 旧清水製油所跡地

都市計画の変更・決定に向け、都市計画審議会に付議
する都市計画図書の作成を行う。

中野小鹿線から恩田原片山線への右折車両の増加が予
想されるため、交差点改良工事を実施する。
・実施時期　2026年度

官民連携によるまちづくりを円滑に進めるために、都
市再生整備計画を策定する。

組合と連携し、広域から多くの来訪者を呼び込むこと
のできる新たな拠点の形成に取り組む。

市内で唯一の全天候型アーケードという強みを活か
し、終日滞留スペースを確保する社会実験を行う。
・実施場所  清水駅前銀座商店街
・実施時期  2026年度

官民で清水都心地区の将来像を共有し、共創によるま
ちづくりを行うための指針の作成を行う。
・実施場所  清水都心地区
・実施時期  2027年度
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清水都心地区のエリアマネ
ジメント支援

―
清水まちづくり推

進課

由比・蒲原地区のまちづく
りの推進

―
清水まちづくり推

進課

市道草薙駅通３号線の整備 685
清水まちづくり推

進課

草薙駅北口歩行者環境の改
善

300
清水まちづくり推

進課

新幹線高架下の活用 ―
清水まちづくり推

進課

草薙駅周辺地区のまちなか
交流の促進

―
清水まちづくり推

進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

地域経済の活性化・観光振
興に寄与する道路の整備

5,275 道路計画課

道の駅の整備 ― 道路計画課

開発候補地周辺のアクセス
道路整備

955 道路計画課

国直轄負担金事業の促進 14,860 道路計画課

草薙駅南口における地域主体の活動拠点を形成するた
め、無電柱化及び歩行者滞留空間の整備を行う。
・実施場所  草薙駅通３号線(JR草薙駅南口～南幹線)
・供用開始予定  2028年度

学生の利用が多い草薙駅北口のアクセスとして、安全
で快適な歩行空間を整備する。
・実施場所  JR草薙駅北口
・供用開始予定  2030年度

草薙駅北口の新幹線高架下空間をJRから借用し、草薙
カルテッドが地域と連携してまちづくりを行う。
・実施場所  JR草薙駅北口新幹線高架下空間

清水都心地区において、住民主体のまちづくり活動の
実践や、持続的な体制づくりを支援する。
・実施場所：清水都心地区

由比・蒲原地区において、公民が連携し、地域主体の
持続的なまちづくりを行う。

エリア内のまちづくりプレーヤー間の連携やイベント
の企画立案等を行う地域協力活動を促進する。
・実施場所  草薙駅周辺地区

施策４：円滑な移動ができる環境を整え、経済活動や観光振興を活発にします

市内主要拠点間
（10区間）の移動時間

340分（2021年） 306分

道路の新規開通が進まず、交通渋滞の発生による時間的損失等が、市民の日常生活だけでなく、経済活動や観光振
興にも影響を与えている。

■課題解決のための取組

取組の内容

企業立地や観光振興に寄与し、地域経済の活性化を支
える道路について、集中投資により整備を実施する。
・実施場所　日の出町押切線など

地域の周遊促進と経済活性化のため、国と連携しトラ
イアルパーク蒲原を道の駅として整備・発展させる。
・対象施設　トライアルパーク蒲原

企業立地に係る環境を整えるため、開発地周辺のアク
セス道路の整備を実施する。
・実施場所　企業立地予定箇所の周辺道路

静岡市内において、国が実施する渋滞対策や安全対策
の事業の費用を市が一部負担する。
・実施場所　静清バイパス清水立体、国道1号等
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

（新）郊外・山間部におけ
る生活交通の支援（自家用
有償旅客運送）

― 交通政策課

（新）共助による日常生活
地域交通の支援（許可登録
を要しない輸送）

― 交通政策課

（新）医療福祉AIオンデマ
ンド地域交通の実証

― 交通政策課

幹線乗合バス路線維持支
援・バス待ち環境整備支
援・交通結節点機能の強化

― 交通政策課

鉄道駅バリアフリー化の促
進に係る補助金の交付

227 交通政策課

静岡駅北口駐車場の長寿命
化

35 交通政策課

 鉄道軌道安全輸送設備等整
備に係る補助金の交付

169 交通政策課

 静岡ヘリポート施設の長寿
命化

211 交通政策課

（新）路線バスの輸送効率
向上に係る補助金の交付

193 交通政策課

路線バスの利便性向上に係
る補助金の交付（ノンス
テップバス導入）

― 交通政策課

政策２：（交通）
地域社会も担い手に加わることで公共交通サービスがさらに充実し、誰もが安全快適で
気軽に移動できるまちにします

施策１：市街地も山間部も移動しやすく暮らしやすい交通システムを構築します

公共交通の利便性に不満を
感じない人の割合

70.1%（2025年） 85.0%

郊外だけではなく、一部都心部においても、移動頻度の減少や運転手不足により、路線バスの維持が困難となって
おり、高齢者の短距離移動やインバウンド観光需要など新たな移動ニーズへの対応が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

主に山間部において、自家用有償旅客運送を導入す
る。

主に郊外部において、共助による通院、買い物等の日
常生活地域交通を導入する。

都市部において、医療福祉へのアクセス向上に資する
企業協賛型のAIオンデマンド地域交通を導入する。

幹線乗合バス路線維持費補助、バス待ち環境整備補
助、まちづくりに合わせたバス路線再編を実施する。

鉄道駅のバリアフリー化を進めるため、鉄道事業者へ
補助金を交付する。
・対象経費　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、ｽﾛｰﾌﾟ又は多機能ﾄｲﾚ設置等
・補助率　　1/3

静岡駅北口地下駐車場（エキパ）における市単独所有
部分の修繕を実施する。

安全な鉄道輸送実現のため、鉄道事業者へ補助金を交
付する。
・対象経費　線路、遮断機、信号　ほか
・補助率　　1/6

防災ヘリポートとして位置付けられた、静岡ヘリポー
トの経年劣化の修繕を実施する。

連節バス導入を促すため、交通事業者へ補助金を交付
する。
・対象経費　車両購入費
・補助率　　1/4

市内路線バスへのノンステップバス導入を進めるた
め、交通事業者へ補助金を交付する。
・対象経費　車両購入費
・補助率　　1/4
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自主運行バスの運行 ― 交通政策課

日本版ライドシェアの推進 ― 交通政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

清水庁舎の整備★ 16,083
社会共有資産
利活用推進課

盛土対策事業の実施★ ― 土地政策課

急傾斜地崩壊への対策★ 540 建設政策課

地籍調査の推進★ ― 建設政策課

防災訓練の実施（大規模災
害時の道路啓開）★

― 建設政策課

事業者が撤退もしくは参入していない地域において、
生活路線を確保するため、自主運行バスを運行する。

インバウンド観光需要など新たな移動ニーズに対応す
るため、日本版ライドシェアを推進する。

政策３：（防災・減災）
<事前防災>社会基盤が整備された自然災害に強いまちにします

施策１：被害の最小化と早期の復旧・復興が可能となる社会基盤を整備します

重要な河川構造物の耐震
化・津波対策実施率

10.0%（2024年）
（2/20施設）

45.0%（9/20施設）

緊急輸送路上の橋梁の耐震
化率

88.5%（2024年）
（246/278橋）

94.6%
（263/278橋）

災害時においても、取水か
ら排水まで線でつながり、
給排水が確保できる重要施
設の数

0/262箇所（2025年） 21/262箇所

河川氾濫リスクや浸水被害
を軽減するための雨水貯留
対策量（巴川流域）

7.2万㎥（2024年） 12.7万㎥

南海トラフ地震の発生が懸念される中、地震による構造物の倒壊やライフラインの寸断、津波による浸水などによ
り、人命や財産への甚大な被害が予測されている。
気候変動の影響による自然災害がさらに激甚化・頻発化し、浸水被害がより深刻化するおそれがある。

■課題解決のための取組

取組の内容

耐震性能や設備機能等に課題のある清水庁舎の整備を
行い、利用者の安全や業務継続性を確保する。
・対象施設　清水庁舎
・供用開始予定　2031年度

不法な盛土等の発生防止・早期発見、既存盛土等の安
全性把握のための事業等を実施する。

県事業への負担金の支出、既成宅地土砂災害防止等施
設設置に係る助成等を行う。
・実施場所　清水区小島町ほか

静岡市地籍調査基本計画に基づき地籍調査を実施す
る。
・実施場所　優先調査地区（津波浸水想定区域）
　　　　　　継続調査地区（蒲原、下川原ほか）

大規模災害発生時の初動期に道路啓開を円滑に実施す
るため国・県・災害協定企業等と防災訓練を行う。
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河川構造物の耐震・津波対
策の実施★

788 河川課

巴川河口水門の早期事業化
に向けた調整★

― 河川課

河川改修の実施★ 5,190 河川課

河川内の堆積土砂の浚渫 136 河川課

浸水被害軽減対策の検討★ ― 河川課

大内新田地区における雨水
貯留施設の整備★

1,856 河川課

雨水貯留施設の整備★ 1,133 河川課

巴川浸水情報システムによ
るリスク情報の提供★

― 河川課

特定海岸保全施設の整備の
促進

87 河川課

緊急輸送路等、災害時に必
要不可欠な道路の拡幅整備
★

14,595 道路計画課

道路の無電柱化★ 5,309
道路計画課
道路保全課

道路橋の耐震化★ 2,161 道路保全課

道路法面の自然災害を防除
する取組★

3,486 道路保全課

巴川に架かる道路橋の撤
去・架替★

1,159 道路保全課

水道の地震対策の実施★ 33,644
水道計画課

水道建設・維持課
水道施設課

ポンプ施設・樋管等の重要な河川構造物の耐震化、逆
流防止施設や堤防嵩上げによる津波対策を実施する。
・実施時期　～2035年度
・対象施設　東大谷ポンプ施設他４箇所

巴川河口水門の早期事業化のため、河川管理者である
静岡県への要望活動等を実施する。
・実施時期　～2035年度

流下能力が不足している河川等について、護岸整備等
の河川改修を実施する。
・実施場所　市管理河川

土砂の流出・堆積で流下断面が阻害されている河川に
ついて、計画的な浚渫・河道掘削を行う。
・実施時期　2025年度～2029年度
・実施場所  慈悲尾谷川他13河川

浸水被害が発生した地区において、雨水管渠や雨水貯
留浸透施設等の整備について検討を行う。

清水区大内新田地区で、多目的広場を兼ねた雨水を一
時的に貯留するための雨水貯留施設の整備を行う。
・供用開始予定　2028年度
・実施場所　清水区大内新田地内

公共施設への雨水貯留施設の整備、既存防災調整池等
の機能強化整備を重点的に実施する。
・対象施設　井宮北小学校他４箇所

河川水位や雨量、浸水センサの情報に基づき、推定浸
水域を把握し、住民に対し情報発信を行う。

静岡県が施工する海岸保全施設（堤防・離岸堤等）の
整備を促進するため、負担金を支出する。
・実施時期　～2030年度
・実施場所　静岡・清水海岸

災害時に早期復旧・復興が可能となるように、必要不
可欠な緊急輸送路等の拡幅整備を実施する。
・実施場所　緊急輸送路など

地震発生時の倒壊を防ぐため、道路橋耐震化計画に基
づき橋りょうの耐震化を実施する。
・対象施設　緊急輸送路上の橋りょう278橋

道路法面で発生する落石や崩壊、地すべり等の自然災
害を防除するための対策を実施する。
・実施場所　緊急かつ早期に対策が必要な道路法面

静岡県が実施する巴川河道掘削に伴い、橋脚が根入れ
不足になる橋りょうの撤去・架替を実施する。
・対象施設　河口から6.6km区間に架かる9橋

防災機能の強化を主眼として、緊急輸送路等の無電柱
化事業を実施する。
・実施場所　(国)149号など無電柱化推進計画路線

取水施設から災害拠点病院等の重要施設を結ぶ給水
ルートの線的耐震化を行う。
・実施時期　2025年度～
・対象施設　重要施設を経由するルート上の管や施設

- 108 -



下水道の地震・津波対策の
実施★

19,475
下水道計画課
下水道建設課
下水道施設課

浸水被害軽減対策の実施
（下水道）★

5,230 下水道建設課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

生活排水処理施設の整備★ 1,849
ごみ減量推進課
下水道計画課

河川構造物の長寿命化対策
の実施

240 河川課

海岸漂着物の除去 ― 河川課

道路橋りょうの長寿命化対
策

13,172 道路保全課

道路トンネルの長寿命化対
策

400 道路保全課

内水氾濫による浸水被害が発生した地区において、雨
水管渠や雨水ポンプ場等の整備を行う。
・実施時期　～2030年度
・実施場所　清水区追分２丁目外６地区

重要施設から下水処理場を結ぶ排水ルートの線的耐震
化と緊急輸送路等に埋設した管の耐震化を行う。
・実施時期：2025年度～
・対象施設：上下水道耐震化計画で定めた管・施設等

政策４：（都市基盤健全化）
都市施設やインフラが健全な状態にあり、市民が安全かつ安心して利用できるまちにし
ます

施策１：土木インフラを健全な状態に維持し、将来に渡って利用できるようにメンテナンスします

ポンプ施設等の維持管理に
起因する浸水被害の発生件
数

0件（2024年） 0件

管理瑕疵事故の発生件数 36件（2024年） 35件以下

水道施設の老朽化が原因
で、市民が水道を使用でき
ない日数

0日（2025年） 0日

下水道施設の老朽化が原因
で、市民が下水道を使用で
きない日数

0日（2025年） 0日

高度経済成長期に建設された多数の道路・橋梁・上下水道などのインフラ施設の老朽化が進行しており、そのため
の補修・更新コストが増大している。

■課題解決のための取組

取組の内容

水門・排水ポンプ等の河川構造物が健全に機能するよ
う、耐用年数や劣化診断に基づき更新・補修を行う。
・対象施設　23施設

海岸環境の維持保全のため、流木等の海岸漂着物の収
集処分を行う。
・実施場所　静岡・清水・蒲原海岸

道路橋長寿命化計画に基づき定期点検を実施し、損傷
が確認された施設に対し補修を実施する。
・対象施設　全2,611橋

静岡・清水衛生センターを廃止し、城北浄化センター
で下水道との共同処理施設を整備する。
・実施場所　城北浄化センター
・供用開始予定　2033年度

道路トンネル維持管理計画に基づき定期点検を実施
し、損傷が確認された施設に対し補修を実施する。
・対象施設　全36トンネル
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道路舗装の健全化対策 7,009 道路保全課

道路附属施設の維持・更新 5,535 道路保全課

道路施設の維持管理（道路
パトロール、土木施設監視
センター、LINE）

― 道路保全課

水道の効率化の実施 1,381 水道計画課

水道管の老朽化対策の実施 10,070
水道計画課

水道建設・維持課

水道施設の老朽化対策の実
施

4,454
水道計画課
水道施設課

下水道の効率化の実施 179 下水道計画課

下水道管の老朽化対策の実
施

8,038
下水道計画課
下水道維持課

下水道施設の老朽化対策の
実施

18,957
下水道計画課
下水道施設課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

市営住宅の整備 4,498 住宅政策課

人口減少に対応した施設規模の適正化や高効率な設備
等の導入を進め、水道システム全体の効率化を図る。
・対象施設：配水池など

施設の適正化および包括的民間委託など官民連携を拡
大し効率的な維持管理を行う。
・対象施設：下水処理場など

災害・事故時の迅速な復旧が容易ではない管路を中心
に、複線化を含めた老朽化対策を実施する。
・対象施設：健全度３以下の下水道管

下水道施設が機能するよう計画的な改築を実施すると
ともに、温室効果ガスの排出量削減を図る。
・対象施設：健全度２以下の下水道施設

管の余寿命を算出して更新が必要な管を精査する状態
監視保全に切替え、計画的に更新を行う。

施設の点検による劣化状況等で健全度を評価する状態
監視保全に切替え、計画的に更新を行う。

快適な走行空間を確保するため、点検等の結果に基づ
き舗装の効率的な打換えや補修を実施する。
・実施場所　路面の劣化や損傷の著しい路線

道路附属施設（照明、標識、街路樹等）を健全な状態
に維持していくため、点検や補修を実施する。
・対象施設　劣化・損傷の著しい施設

道路パトロール、土木施設監視センターでのモニター
監視、道路損傷等通報システムを実施する。
・実施場所　(国)150号新日本坂トンネルほか

施策２：多様な世代が安心して住み続けられるよう、市営住宅の適正な配置と管理をします

市営住宅の入居者が「今の
市営住宅に、満足してい
る」と思う割合

68.0%（2024年） 70.0%

市営住宅の老朽化により維持管理コストや補修・更新コストが増加している。また、入居率の低下や居住者の高齢
化が進行している。

■課題解決のための取組

取組の内容

市営住宅の建替え事業に伴う建設や解体工事を行う。
・対象施設　　　上土団地、堤町団地
・供用開始予定　2028年度
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市営住宅の長寿命化改修 3,711 住宅政策課

安倍口団地の地域居住機能
の改善

1,379 住宅政策課

市営住宅の維持管理 ― 住宅政策課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

建設現場の効率化と人材養
成

― 技術政策課

（新）ICTを活用した建設
現場の推進

― 技術政策課

技術職員の知識習得 ― 技術政策課

（新）バックオフィス体制
の促進（分業化）

― 技術政策課

担い手の確保及び拡充 ― 技術政策課

外壁・屋上防水、給排水管等の改修による長寿命化や
老朽化した住棟を解体する。

給排水管等の改修による長寿命化や老朽化した住棟の
解体、道路改修及び汚水処理施設を建替えする。
・実施時期　～2028年度

建築基準法の規定による外壁全面調査及び調査結果に
基づき、外壁の不具合箇所の補修を実施する。

政策５：（供給力の維持）
建設産業の供給力を維持し、市民生活を支える都市基盤を将来にわたり提供できる
まちにします

施策１：ICTなどを活用したインフラDXの推進などにより、建設産業の供給力を維持します

建設産業の労働力不足のカ
バー率

14.0%（2025年） 46.0%

人口減少による労働力不足が懸念される中、建設技術者の高齢化による離職や、若者の建設産業離れが進んでい
る。
地域の暮らしを支える都市基盤を将来にわたり安定的に提供するための建設産業の担い手の確保と定着に向けた対
策が不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

５市２町連携圏域内の建設産業経営者等を対象に効率
化と生産力向上に繋がる各種セミナーを開催する。
・実施場所　圏域内の研修会場

スタートアップ事業者と共創し、ICTを活用した現場
技術者のための伴走支援を行う。

５市２町連携圏域自治体の技術職員向け、合同技術研
修を開催し、高度な専門知識の習得を図る。
・実施場所　圏域内の研修会場

スタートアップ事業者とバックオフィス構築に向けた
人材育成の仕組みづくりに取組む。

新技術やDX化を促進し、新たな人材獲得に取組む。ま
た、５市２町圏域連携にてPRイベントを実施する。
・実施場所　圏域内の会場及びイベント会場
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

（新）静岡斎場待合棟の中
規模改修

153 戸籍管理課

（新）庵原斎場の中規模改
修

138 戸籍管理課

（新）井川分場の解体 37 戸籍管理課

安全な環境で暮らすことの
できる生活道路の整備

750 道路計画課

通学路の安全対策 6,039
道路計画課
道路保全課

自転車走行空間の整備 261 道路保全課

道路のバリアフリー化 623 道路保全課

水質検査機器の維持管理・
機器更新の実施

323 水質管理課

下水道管の整備 5,490
下水道計画課
下水道建設課

政策６：（生活環境）
暮らしに関する多様なニーズが満たされ、誰もが安心して快適に暮らせるまちにします

施策１：生活道路網や環境衛生等の身近な生活インフラの「きめ細やかな改善とサービス水準」を維
持します

市内交通事故の件数 3,296件（2024年） 2,917件

主要駅周辺のバリアフリー
率

75.0％（2024年） 89.0%

市民の安心・快適な暮らしや新たな土地利用に対応した道路・上下水道が十分に整っていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

地域要望等に基づいて、通行の安全性向上を主とした
道路改修を実施する。
・実施場所　市道などの生活道路

自転車の安全性及び快適性を向上するため、自転車走
行空間を整備する。
・実施場所　自転車走行空間ネットワーク整備路線

視覚障害者等の安全確保のため、視覚障害者誘導ブ
ロック等の整備によるバリアフリー化を実施する。
・実施場所　バリアフリー重点整備地区内特定道路

老朽化している静岡斎場待合棟の改修を実施し、将来
も存続する施設として長寿命化を図る。
・実施時期　2026年度
・対象施設　静岡斎場待合棟

老朽化している庵原斎場の改修を実施し、将来も存続
する施設として長寿命化を図る。
・実施時期　2026年度
・対象施設　庵原斎場

令和７年３月末をもって廃止した井川分場の解体工事
を実施する。
・実施時期　2026年度
・対象施設　井川分場

通学児童等の安全を確保するため、通学路における危
険箇所の安全対策を実施する。
・実施場所　(主)静岡清水線など小中学校の通学路

水質検査機器の維持管理と機器更新計画に基づく機器
の更新を行い、水質検査を実施する。

新たな土地利用に合わせた下水道整備の検討および事
業計画区域内における残整備箇所の整備を進める。
・実施場所　土地区画整理等の新たな土地利用場所
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

空き家改修事業補助金の交
付

― 住宅政策課

空き家片付け事業補助金の
交付

― 住宅政策課

特定空家等除却事業補助金
の交付

― 住宅政策課

（新）空き家建替え促進事
業補助金の交付

― 住宅政策課

空き家に関するワンストッ
プ相談会の実施

― 住宅政策課

井川地区の空き家の活用 ― 住宅政策課

危険ながけ地に近接した住
宅の移転費用等補助金の交
付

― 住宅政策課

高齢者向け優良賃貸住宅の
家賃減額補助金の交付

― 住宅政策課

施策２：多様な世代が都心部や中山間地域を含め、多様な暮らし方を選択できるよう空き家等の活用
を推進します

新たに発生する使用目的の
ない戸建て空き家数

360戸/年(2025年) 210戸/年

周辺市町と比べ、家賃や土地価格が高い。今後空き家が大量に発生する恐れがあるが、その有効活用がなされてい
ない。また、多様化するライフスタイルやニーズに対応するための空き家の利活用と、空き家発生の未然防止策が
不十分である。

■課題解決のための取組

取組の内容

空き家情報バンク等に登録された住宅の購入者等に対
して改修経費に対する助成を行う。
・対象経費　空き家の改修経費
・上限額　　100万円又は200万円

空き家情報バンクに登録された住宅の所有者に対して
片付け経費に対する助成を行う。
・対象経費　空き家の家財道具等の片付け経費
・上限額　　20万円

特定空家等を除却する所有者等に対する助成を行う。
・対象経費　除却に要した経費
・上限額　　100万円

耐震診断により耐震性がない戸建ての空き家を除却す
る所有者等に対する助成を行う。
・対象経費　除却に要した経費
・上限額　　100万円

複数の専門家による空き家の相続や、賃貸・売却等に
関する相談会を年３回実施する。

井川地区の空き家を市が借り上げ、修繕に必要な設計
や改修を実施し、移住希望者にサブリースする。
・実施場所　井川地区

がけの崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れの
ある危険住宅の移転事業者に対し助成を行う。
・対象経費　危険住宅の除却等に要した経費
・上限額　国が定める１㎡当たりの額×延べ面積

高齢者向け優良賃貸住宅の認定事業者に対して入居者
の家賃減額分の費用に対する助成を行う。
・対象経費　入居者の家賃減額分の費用
・上限額　　１戸あたり４万円
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

里山公園の利活用の促進
（谷津山）

― 緑地政策課

里山公園の利活用の促進
（(仮称)浜石里山公園）

135 緑地政策課

里山公園の利活用の促進
（鯨ヶ池）

207 緑地政策課

大浜公園の管理運営 ― 緑地政策課

麻機遊水地の整備・活用 73 緑地政策課

パークコーディネーターに
よる公園の活用促進（地域
おこし協力隊活用事業）

― 緑地政策課

生産緑地の地区指定・管理 ― 緑地政策課

地域緑化活動の推進 ― 緑地政策課

保存樹木等の管理 ― 緑地政策課

（仮称）清水竜南公園整備
事業の実施

― 公園建設管理課

（仮称）西千代田公園の整
備

162 公園建設管理課

施策３：公民共創による花やみどりの創出、身近な自然の保全・活用や公園の再整備等の取組により
魅力的な公園づくりを目指します

公園に満足している市民の
割合

21.4％(2021年) 33.4%

まちなかで花やみどりに接する機会が少なく、心潤う環境が整っていない。また、谷津山等の身近な自然が十分に
活用されていない。公園施設や樹木の管理・更新が行き届いていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

身近な自然である谷津山を里山公園として位置付け、
市民や事業者と共に保全活用に取り組む。

旧浜石野外センターを里山公園として位置付け、富士
山の眺望を活かした公園として整備する。
・供用開始予定　2028年度
・対象施設　　　トイレ、駐車場、広場など

釣りやハイキングで親しまれる鯨ヶ池を里山公園と位
置付け、隣接老人福祉センターと一体的に整備する。
・供用開始予定　2027年度
・対象施設　　　散策デッキなど

2025年７月にリニューアルオープンした大浜公園の指
定管理を行う。

麻機遊水地における官民一体となった協議会の活動や
県による河川環境整備を促進する。

地域おこし協力隊の制度を活用し、パークコーディ
ネーターを導入することで公園の利活用を促進する。
・実施時期　2026～2028年度

生産緑地の新規指定及び解除に伴う都市計画決定図書
等を作成する。

園芸市や緑化講習、花壇コンクール等を実施する静岡
市花と緑のまちづくり協議会の取組を推進する。
・補助率　補助対象経費の1/2以内
・上限額　450万円

地域に親しまれ、保存及び継承していく必要がある保
存樹木等の保全管理を推進する。
・補助率　補助対象経費の1/2以内
・上限額　30万円

地域防災活動の拠点や市民のレクリエーションなどの
場となる公園を整備する。
・供用開始予定　2027年３月
・実施場所　　　清水区梅ケ谷

防災拠点及び地域のレクリエーション活動の場となる
街区公園を整備する。
・供用開始予定　2028年３月
・実施場所　　　葵区西千代田（県職員住宅跡地）
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長寿命化計画に基づく公園
施設の更新

629 公園建設管理課

バリアフリーに対応した公
園施設の更新

― 公園建設管理課

（新）公園内プール（清水
清見潟公園横砂プール）の
除却

― 公園建設管理課

清水船越堤公園給水管の更
新

― 公園建設管理課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

重点地区内の景観形成行為
への助成金の交付

― 景観まちづくり課

市民団体等の活動に対する
助成

― 景観まちづくり課

（新）景観計画の改訂 ― 景観まちづくり課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

安全で快適な公園利用を確保するため、老朽化した公
園施設を計画的に更新する。
・対象施設　遊具など

来園する誰もが利用しやすい公園を目指し、公園施設
のバリアフリー化を行う。
・対象施設　トイレ、園路

老朽化した公園内のプールの除却を行う。
・実施時期　2026年度
・実施場所　清水区横砂（清水清見潟公園内）

桜の名所として市内外から多くの方が訪れる清水船越
堤公園の老朽化した給水管の布設替えを行う。
・実施時期　2026年度
・対象施設　給水管（L=630ｍ）

施策４：景観の形成や維持・保全により、魅力的で居心地の良い空間を創出します

静岡市が活気があり、人を
惹きつける魅力があるまち
だと思う市民の割合

40.3%（2025年） 50.0%

歴史的景観を構成する建築物等の老朽化が顕著となっている。また、
東静岡地区やＪＲ清水駅東口周辺地区、宮川・水上地区などの新たな拠点整備により、無秩序で統一感のない景観
の形成が懸念される。

■課題解決のための取組

取組の内容

重点地区内（宇津ノ谷地区内）における建築物等の外
観修景を支援し、景観の維持・保全を行う。
・補助率　1/2
・上限額　同一敷地内　500万円

良好な景観形成に寄与する活動を支援し、良好な景観
を形成する。
・補助率　1/2
・上限額　30万円

立地適正化計画における集約化拠点形成区域の変更に
伴い、景観計画の都市景観促進地区の見直しを行う。

政策７：（移住・定住）
静岡市への移住・定住が進み、継続的に転入者が転出者を上回るまちにします

施策１：移住やUターンを促進するため、静岡市に住みたくなるような情報発信や、移住希望者の住宅
の確保や不安の解消といった、移住実現のための支援に取り組みます

静岡市の支援制度を利用し
て移住した移住者数

414人（2024年） 1,000人
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■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

５市２町広域連携による移
住促進

― 総合政策課

新幹線通学費の貸与 ― 総合政策課

首都圏等在住者の移住促進 ― 総合政策課

移住者住宅確保応援補助金
の交付

― 総合政策課

静岡市移住者就職応援補助
金の交付

― 総合政策課

静岡市移住・就業等補助金
の交付

― 総合政策課

静岡市移住支援センターの
設置・運営

― 総合政策課

デジタル関連企業の誘致★ ― 産業基盤強化本部

企業立地促進事業補助金の
交付★

― 産業基盤強化本部

市内企業の人材採用・確保
支援の実施★

― 商業労政課

奨学金返還支援に取組む企
業への補助金の交付★

― 商業労政課

東京23区に居住又は通勤していた方が静岡市に要件を
満たして移住した場合に補助金を支給する。
・補助額　単身世帯：60万円、２人以上の世帯：100
万円　こども１人当たり：100万円加算

静岡市は住みやすいまちではあるものの、他の地方都市と比較して家賃や土地価格が高いこと、市内に若者が希望
する職種や就職先が少ないことなどが原因で、移住や定住先として選ばれていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

ふるさと回帰支援センター・東京内に設置し、相談支
援により移住希望者の移住実現を後押しする。
・実施場所：東京都千代田区有楽町

関係業界に対する広報・PR活動、及び本市に関心を示
した企業への誘致活動を実施する。

企業等が市内に工場等の新増設や事務所等を賃借する
経費の一部を助成する。
・対象経費　用地取得、設備投資、事務所賃借等

学生等の若者へ市内企業の情報などを届けるととも
に、若者と企業の接点づくりを実施する。

従業員の奨学金返還を支援する市内企業に対する補助
を実施する。
・対象経費　返還支援のために支出した経費
・補助率　　中小企業2/3、大企業1/2

静岡県中部地域５市２町が連携し、圏域への移住者増
加のため、大型移住フェアに出展する。
・実施時期　年３回（夏１回・冬２回）
・実施場所　東京交通会館、東京ビッグサイト

静岡市に居住し県外大学等へ新幹線通学する30歳未満
の学生を対象に新幹線定期代の一部を貸与する。
・対象経費　新幹線定期代（１か月あたり1/2）
・上限額　５万円

首都圏の移住希望者を中心に、静岡市の魅力を発信す
るとともに、移住体験やツアーなどを運営する。

若者や子育て世代の県外からの移住者に対し、住宅の
確保に要する経費の一部を補助する。
・対象経費　賃貸料や新築・中古物件の購入費等
・補助額　　上限400万円

静岡県外から静岡市へ移住し市内中小企業等へ就職、
起業又は就農した方を対象に補助金を支給する。
・対象経費　転居費用や交通費等転入に係る経費
・補助額　　１人につき50万円
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８　環境・森林

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （脱炭素社会） 01

02

02 （循環型社会） 01

02

03 （自然共生社会） 01

02

04 （森林） 01

02 （循環林）林業施業を継続するエリアにあっ
ては施業の集約化、林業機械購入の補助、オ
クシズ材使用や森林認証取得の支援を行い、
林業経営を維持します

森林の公益的機能を最大限に発揮し、
豊かな森林の恵みを享受できるまちに
します

ごみを減らし、リサイクルすること
で、地球の資源を大切に使い、環境負
荷の少ないまちにします

住宅・建築物の省エネ化や再エネ設備の導入
支援のほか、企業等と連携した新たなサービ
スの提供等により社会全体の行動変容を促進
します

企業の環境問題の解決に資する新規事業の立
上げ支援や需要側と供給側の企業間の橋渡し
を通じて、グリーン産業分野への参入を促進
します

エネルギー消費を抑えつつ再生可能エ
ネルギーを導入・活用し、暮らしの快
適さと地域経済の活性化を両立できる
まちにします

ごみの減量化を推進するとともに、プラス
チック資源のリサイクル体制を構築します

自然と人との関わりを大事にし、自然
の価値や地域の文化を次世代に引き継
ぐことができるまちにします

（環境林）林業施業が困難なエリアの現況を
把握し、森林経営管理制度を活用した経営管
理を行うとともに、クレジットによる新たな
価値を創出し、森林を保全・再生します

人が自然と共に生き、地域の暮らしや文化を守りながら魅力を育
み、脱炭素社会の実現と経済の活性化が両立した持続可能なまち

　温暖化による災害の激甚化が進む中、2050年カーボンニュートラルは、従来型の取組では達成できません。カーボ
ンニュートラルの実現には、徹底した省エネや再生可能エネルギーの普及、資源循環を革新的技術で加速することで
環境と経済の両立を図るグリーントランスフォーメーションが不可欠です。
　また、人口減少が進む中山間地「オクシズ」では、自然と共生する暮らしや文化が残る一方、担い手不足や高齢化
による地域の活力低下が課題です。自然や文化などの地域資源が「オクシズの魅力」として広く認知され、地域資源
を活かした暮らしを守りながら、人が集まる仕組みづくりが必要です。
　さらに、市域の約76％を占める森林では荒廃が進み、災害リスクの増大に加え、生態系の劣化、水源涵養機能の低
下、土壌流出、地域経済や景観への悪影響など、複数の問題が相互に関連し、深刻化するおそれがあります。木材供
給に加え、山地災害防止や水源涵養など公益的機能を重視した管理が求められます。

市民から排出される廃棄物の収集から最終処
分まで安定的かつ効率的な廃棄物処理体制を
確保します

豊かな自然環境と地域資源の魅力に共感して
集まる人々とともに、その地域らしい暮らし
を支える仕組みを作ります

【政策体系図】

自然と触れ合う機会を創出し、保全活動の輪
を広げます

政策 施策
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

地球温暖化対策に関する普
及の啓発

― ＧＸ推進課

市有施設照明設備のLED化 7,119 ＧＸ推進課

グリーン電力地産地消設備
整備事業補助金の交付

― ＧＸ推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

公用車の次世代自動車化の
推進

14 庁舎管理課

脱炭素先行地域における再
エネ設備等の整備

182 ＧＸ推進課

市が行う事業の温室効果ガス削減に向けた公用車の更
新について、次世代自動車化を推進する。
・対象経費　軽貨物EV車等の購入、EV車充電設備の設
置　等

グリーン産業の社会実装に
伴うCO2削減量

0.3万ｔ-CO2／年
（2024年）

10万ｔ-CO2／年

市内企業においては、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの導入・活用、低炭素な製品・サービスの開発
など、脱炭素経営が十分に進んでいない。

■課題解決のための取組

市民の温暖化対策への行動変容を促すため、民間企業
等と連携し普及啓発事業を行う。

市有施設の照明設備をエネルギー効率の高いLEDに機
器更新する。
・実施時期　2025年度～2030年度

PPAによる太陽光発電設備を整備し脱炭素先行地域へ
余剰電力を供給する者に補助を行う。
・補助額　家庭用PPA ６万円（1kW）、産業用PPA ５
万円または2.5万円（1kW）

施策２：企業の環境問題の解決に資する新規事業の立上げ支援や需要側と供給側の企業間の橋渡しを
通じて、グリーン産業分野への参入を促進します

脱炭素に資する取組の先進的なモデルとなるエリア
を、国費を活用しながら整備する。
・実施時期　2022年度～2027年度
・実施場所　清水駅東口エリアなど３エリア

政策１：（脱炭素社会）
エネルギー消費を抑えつつ再生可能エネルギーを導入・活用し、暮らしの快適さと地域
経済の活性化を両立できるまちにします

施策１：住宅・建築物の省エネ化や再エネ設備の導入支援のほか、企業等と連携した新たなサービス
の提供等により社会全体の行動変容を促進します

市内の電力消費量 3,947GWh（2024年） 3,320GWh（▲15.9%）

市民の２割強が省エネに取り組んでおらず、地球温暖化の影響や省エネ行動の効果などに関する理解が十分に広
がっていない。

取組の内容

■課題解決のための取組

取組の内容
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環境課題の解決に貢献する
企業への出資★

― ＧＸ推進課

燃料電池バスの運行支援 ― ＧＸ推進課

産業用燃料電池自動車の導
入支援

105 ＧＸ推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

製品プラスチックの回収及
び再資源化の実施

― ごみ減量推進課

（新）プラスチックごみ分
別回収の全面実施★

― ごみ減量推進課

家庭ごみ有料化の実現に向
けた検討

― ごみ減量推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

浄化槽整備区域における合
併処理浄化槽設置基数割合

53.3%（2024年） 65.3%

取組の内容

市内49箇所で回収した製品プラスチックの引き取り、
中間処理及び再資源化事業者への引き渡しを実施す
る。
・実施時期　2026年度～2028年度

集積所においてプラスチックごみを分別回収し、市内
で再商品化を実施する。
・実施時期　2029年度以降

ごみ減量及びプラスチックごみの分別徹底を目的とし
て、家庭ごみ有料化の実施を検討する。
・実施時期　2029年度以降

施策２：市民から排出される廃棄物の収集から最終処分まで安定的かつ効率的な廃棄物処理体制を確
保します

一人１日当たりのごみ総排
出量(ｇ)

821ｇ（2024年） 783ｇ

施策１：ごみの減量化を推進するとともに、プラスチック資源のリサイクル体制を構築します

一人１日当たりのごみ総排
出量(ｇ)

821ｇ（2024年） 783ｇ

静岡市では、プラスチックごみの分別がなされていない。
ごみ総排出量は、静岡県内の他市町の平均値と比較して高い。
焼却処理を前提としたごみ処理により、温室効果ガスの削減が進んでいない。

■課題解決のための取組

市内で燃料電池バスを運行する事業者に対して運行経
費に補助金を交付する。
・対象経費　メンテナンス費、人件費、運行費
・補助率　　1/2または2/3

国の補助を受けて産業用燃料電池自動車を導入する事
業者に対し、導入費用の一部を補助する。
・対象経費　導入に要する経費
・補助率　　小型トラック：1/2、バス：1/3

政策２：（循環型社会）
ごみを減らし、リサイクルすることで、地球の資源を大切に使い、環境負荷の少ないま
ちにします

静岡市の環境問題の解決に資する新技術等を社会実装
する事業者を出資により支援する。
・実施時期　2024年度～
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■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

最終処分場の整備 2,539 ごみ減量推進課

清水ストックヤードの建設 745 ごみ減量推進課

生活排水処理施設の整備★ 1,849
ごみ減量推進課
下水道計画課

浄化槽設置整備事業補助金
の交付

500 廃棄物対策課

古紙等資源回収奨励金の交
付

― 収集業務課

使用済小型家電等の収集 ― 収集業務課

家庭ごみ（可燃ごみ）の収
集

― 収集業務課

びん・缶等の収集 ― 収集業務課

ペットボトルの収集 ― 収集業務課

小動物死体の収集 ― 収集業務課

臨時ごみの収集 ― 収集業務課

不燃・粗大ごみの戸別収集 ― 収集業務課

清水ごみ受付センターの運
営

― 収集業務課
市民から直接搬入される不燃・粗大ごみ、資源ごみ等
の受入を行う。

市内集積所に排出された可燃ごみを週２回収集し、清
掃工場へ運搬する。

家庭から排出されたびん・缶等の資源ごみを月１回収
集し、選別加工施設等へ運搬する。

家庭から公共施設等の回収拠点等に排出されたペット
ボトルを収集し、清掃工場へ運搬する。

市内の道路上にある小動物死体を収集し、焼却施設
（動物愛護センター）へ運搬する。

自治会や各種団体等の清掃活動により発生した多量ご
みを収集し、清掃工場へ運搬する。

家庭から排出された不燃・粗大ごみ等を月１回戸別収
集し、清掃工場へ運搬する。

現最終処分場の埋立てが完了する予定のため、新たな
最終処分場を整備する。
・実施場所　沼上最終処分場
・供用開始予定　2027年12月

清水清掃工場跡地に資源ごみ等受け入れのストック
ヤードの建設及び周辺整備を実施する。
・実施場所　清水区八坂地内
・供用開始予定　2027年度

静岡・清水衛生センターを廃止し、城北浄化センター
で下水道との共同処理施設を整備する。
・実施場所　城北浄化センター
・供用開始予定　2033年度

単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽に転換する者に
補助金を交付する。
・対象経費　浄化槽設置工事費ほか
・補助率　　4/10ほか

古紙等資源回収活動を実施する自治会等の団体に対
し、回収量に応じた奨励金を交付する。

家庭から公共施設の回収拠点に排出された使用済小型
家電等を収集し、清掃工場へ運搬する。

収集運搬コストの増加や労働力不足、廃棄物処理施設の老朽化により、安定したごみ処理体制の維持が困難になっ
ている。

■課題解決のための取組

取組の内容
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西ケ谷清掃工場の主要機器
維持修繕

3,307 廃棄物処理課

（新）西ケ谷清掃工場の基
幹改良工事

20 廃棄物処理課

沼上清掃工場の主要機器維
持修繕

2,521 廃棄物処理課

沼上清掃工場の切断機設備
修繕

206 廃棄物処理課

沼上清掃工場の工業用水配
管更新

220 廃棄物処理課

沼上資源循環センターの主
要機器維持修繕

603 廃棄物処理課

静岡衛生センターの主要機
器維持修繕

75 廃棄物処理課

清水衛生センターの主要機
器維持修繕

429 廃棄物処理課

庵原衛生プラントの主要機
器維持修繕

217 廃棄物処理課

沼上最終処分場の浸出水処
理施設修繕

368 廃棄物処理課

沼上最終処分場の埋立地の
整備

178 廃棄物処理課

清水貝島最終処分場の保有
水集排水設備等修繕

35 廃棄物処理課

西ケ谷清掃工場の施設維持
管理・定期点検の実施

5,025 廃棄物処理課

沼上清掃工場の施設維持管
理・定期点検の実施

5,680 廃棄物処理課

（新）新設沼上最終処分場
の管理運営

412 廃棄物処理課

清水貝島最終処分場の保有水集排水設備修繕等を実施
する。
・実施時期　～2027年度

西ケ谷清掃工場のごみ処理施設維持管理業務及びごみ
溶融設備定期点検業務を実施する。

沼上清掃工場のごみ処理施設維持管理業務及びごみ焼
却設備定期点検業務等を実施する。

新たな沼上最終処分場を適切に維持していくための施
設の維持管理を実施する。
・実施時期　2026年度～

沼上資源循環センターのごみ処理設備、ペットボトル
資源化設備修繕等を実施する。

静岡衛生センターの汚泥処理設備、前処理設備修繕を
実施する。
・実施時期　～2028年度

清水衛生センターの前処理設備、水処理設備修繕等を
実施する。

庵原衛生プラントの前処理設備、脱臭設備修繕等を実
施する。

沼上最終処分場の高度処理設備改修修繕等を実施す
る。
・実施時期　～2027年度

沼上最終処分場の最終覆土整備等を実施する。
・実施時期　2028年度

西ケ谷清掃工場の燃焼ガス冷却設備、溶融物処理設備
修繕等を実施する。

西ケ谷清掃工場の長寿命化計画策定・発注支援業務を
実施する。
・実施時期　2030年度～

沼上清掃工場の燃焼設備、給水設備修繕等を実施す
る。

沼上清掃工場の切断機設備部分修繕を実施する。
・実施時期　2026年度～2027年度

耐震性能が劣る工業用水配管の漏水リスクを低減する
ため、設計業務、工業用水配管布設を実施する。
・実施時期　2027年度～2028年度
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

共創による南アルプス保
全・利活用の推進

― 環境共生課

南アルプスにおける生態系
等の保全に向けた調査

― 環境共生課

南アルプスにおける山小
屋・登山道の整備

368 環境共生課

放任竹林への対策 ― 環境共生課

興津川保全市民会議への支
援

― 環境共生課

大気汚染常時監視測定機器
の整備

37 環境保全課

環境保健研究所の検査機器
整備

150 環境保健研究所

環境保健研究所の移転整備 12 環境保健研究所

微生物、食品、大気及び水質に係る試験検査に必要な
機器を計画的に整備する。

旧環境保健研究所跡地の土壌汚染状況調査及び土壌汚
染対策工事を行う。
・実施場所　駿河区小黒一丁目

地域団体、民間事業者と連携した南アルプスの保全と
利活用の推進に向けた取組を実施する。

南アルプスにおける植生実態等の基礎データの収集・
整理・可視化を行う。

南アルプスの保全活動や登山の活動拠点となる市営山
小屋の改修や登山道の修繕を行う。
・対象施設　市営山小屋および登山道
・実施時期　2026年度～

放任竹林対策を実施する団体に補助金を交付する。
・対象経費　放任竹林対策事業に要する経費
・補助上限　1団体につき50万円

興津川保全市民会議の活動に対し交付金を交付する。
・補助対象　運営に要する経費
・補助金額　130.7万円

機器更新計画に基づき、耐用年数及び検定期限を経過
した機器を更新する。

環境保全活動に参加した市
民の割合

24.2%（2025年） 32.0%

市民の自然環境の保全意識や関心は高まっているものの、保全活動の実践につながっていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

政策３：（自然共生社会）
自然と人との関わりを大事にし、自然の価値や地域の文化を次世代に引き継ぐことがで
きるまちにします

施策１：自然と触れ合う機会を創出し、保全活動の輪を広げます
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

南アルプスユネスコエコ
パークミュージアムの維持
管理

― 環境共生課

南アルプスユネスコエコ
パークミュージアムを拠点
とした自然体験・食体験の
提供

― 環境共生課

井川地域の受入体制強化 ― 環境共生課

南アルプスの情報発信 ― 環境共生課

地域おこし協力隊の活用 ―
環境共生課

中山間地振興課

中山間地振興事業補助金の
交付

― 中山間地振興課

オクシズ元気ビジネス創出
補助金の交付

― 中山間地振興課

中山間地域等直接支払制度
の実施

― 中山間地振興課

野生鳥獣被害対策補助金の
交付

― 中山間地振興課

中山間地移住促進の実施 ― 中山間地振興課

地域おこし協力隊制度を活用し、地域資源の利活用の
担い手確保を図る。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　葵区井川ほか

耕作放棄の防止、農地の公益的機能の維持のための交
付金を交付する。

防護柵設置及び静岡市野生動物被害対策研究協議会の
被害防除事業への補助を実施する。
・補助率　1/2～95/100

移住促進に要する補助等の支援する。
・対象経費　移住団体運営に要する経費
・補助率　8/10(上限あり)

南アルプスユネスコエコパークミュージアムを維持管
理に必要な法定点検を行う。

ミュージアムを拠点に南アルプスや井川地域の魅力を
体験できる商品を造成・提供する。
・実施時期　2026年度
・実施場所　葵区井川ほか

地域活性化起業人制度を活用し、井川地域の自然・施
設・人材等資源を把握し、利活用体制の構築を行う。
・実施時期　2026年度～

ウェブサイト、ＳＮＳを活用し、南アルプスの登山情
報や井川地域の魅力を発信する。

地域資源を活用した振興事業を行う団体への補助を行
う。
・対象経費　施設整備費等に要する経費
・補助率　1/2 (上限あり)

経済の活力向上等を見込む事業へ補助金を交付する。
・対象経費　起業及び事業拡大に要する経費
・補助率　2/3～8/10(上限あり)

中山間地域の客単価
宿泊客:26,623円
日帰り客:3,163円

（2024年）

宿泊客：31,500円
日帰り客：3,700円

人口減少・少子高齢化による自然環境や地域資源を活用する担い手の不足に加え、中山間地の地域経済の停滞によ
り、地域社会の維持が困難になっている。

■課題解決のための取組

取組の内容

施策２：豊かな自然環境と地域資源の魅力に共感して集まる人々とともに、その地域らしい暮らしを
支える仕組みを作ります

中山間地域の入込客数 575千人（2024年） 575千人(維持)
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オクシズの食と農の魅力向
上

― 中山間地振興課

農山村振興施設の管理
（赤水の滝展望デッキ）

18 中山間地振興課

農山村振興施設の管理
（キャッシュレス決済）

― 中山間地振興課

野生鳥獣捕獲に対する報償
金の交付

― 中山間地振興課

生活利便性向上の取組推進 ― 中山間地振興課

（新）リバウェル井川の保
全整備

10 中山間地振興課

（新）清水森林公園の再整
備

359 中山間地振興課

（新）梅ケ島ワイン生産地
化計画の推進

― 中山間地振興課

オクシズ各地域ビジョンの
策定

― 中山間地振興課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

政策４：（森林）
森林の公益的機能を最大限に発揮し、豊かな森林の恵みを享受できるまちにします

施策１：（環境林）林業施業が困難なエリアの現況を把握し、森林経営管理制度を活用した経営管理
を行うとともに、クレジットによる新たな価値を創出し、森林を保全・再生します

針葉樹人工林から自然林化
した森林面積(環境林)

3,923ha（2024年） 6,900ha

管理不足が原因で荒廃した人工林（植林によって造成された森林）が増加しており、山地災害防止、水源涵養、生
物多様性などの公益的機能が低下してきている。

有害鳥獣捕獲者に対する報償金を交付する。
・対象経費 サル 3万円/頭 シカ 2万円/頭
　　　 　　イノシシ 1.5万円/頭　等

オクシズにおける買い物等の支援を行う。
・実施場所　地域内各所

リバウェル井川のレストハウス等の施設保全を行う。
・対象施設　リバウェル井川

森林公園の将来像を検討し、用地取得や市場サウン
ディング等の利用者ニーズを踏まえた再整備を行う。
・実施場所　清水区西里地内

地域特性を利用した新たな産業を創出するため、ワイ
ン用ブドウ試験栽培、ワイン醸造施設を整備する。
・実施場所　葵区梅ケ島
・実施時期　2026年度～

活性化起業人を受け入れ、オクシズの加工販売所の事
業継続等の課題解決や資源価値の向上を推進する。
・実施時期　2024年度～2026年度

オクシズへの来訪や集客のための整備を実施する。
・実施場所　葵区梅ケ島赤水の滝
・供用開始予定 2026年度

市有施設のキャッシュレス決済の委託料や手数料等を
支払う。

オクシズの各地域ごとの将来ビジョンを策定する。
・実施時期　2024年度～
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取組名
事業費

(百万円)
担当課

静岡市森林（もり）づくり
基本計画の進捗管理

― 森林経営管理課

森林の集約化による適切な
整備の実施

― 森林経営管理課

森林カーボンクレジット創
出に係る経費負担及び伴走
支援の実施

― 森林経営管理課

（新）環境林の適正な森林
整備の実施

― 森林経営管理課

森林のモニタリング調査の
実施

― 森林経営管理課

治山施設の整備 400 森林経営管理課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

民有林の整備に対する補助
金の交付

― 森林経営管理課

森林認証の取得及び更新に
係る審査費用に対する補助
金の交付

― 森林経営管理課

オクシズ材を活用した建築
に対する補助金の交付

― 森林経営管理課

林業機械の購入及び森林作
業道の開設に対する補助金
の交付

― 森林経営管理課

林業機械の購入や森林作業道を開設する事業体に対し
補助金を交付する。
・補助率　1/2(機械)、3/4(作業道)
・上限額　1,000万円(機械)、7,000円/ｍ(作業道)

新築住宅の着工数の減少、木材価格の低迷、林業従事者の高齢化などにより、林業経営の維持が困難な状況となっ
ている。

■課題解決のための取組

取組の内容

森林経営計画を有する民有林での施業者に補助金を交
付する。
・対象経費　造林、下刈、間伐等に係る経費
・補助率　　1/10～2/10

森林認証の新規取得や更新を行う市内団体等に対し補
助金を交付する。
・対象経費　FM認証・CoC認証の審査に係る経費
・補助率　　1/2(上限なし)

オクシズ材の使用量に応じた補助金を交付する。
・補助額　25,000円/ｍ3（森林認証材＋5,000円）
・上限額　住宅：60万円、非住宅：300万円

森林の荒廃状況等を定期的にモニタリングし、適切な
森林指導、現地確認の効率化を図る。

山地災害を未然に防止するための治山堰堤等の施設の
整備を行う。
・対象施設　35箇所（７箇所／年）

施策２：（循環林）林業施業を継続するエリアにあっては施業の集約化、林業機械購入の補助、オク
シズ材使用や森林認証取得の支援を行い、林業経営を維持します

循環林として適正に管理さ
れた森林面積

1,370ha（2024年） 2,250ha

■課題解決のための取組

取組の内容

市内森林を対象とした経営管理計画の進捗管理を実施
する。
・実施時期　2026年度

森林経営管理制度に基づく意向調査、集積計画、環境
林化を実施する。
・実施場所　長田地区、静岡地区、清水地区、大川地
区（計約700ha）

森林の公益的機能を評価した新しいカーボンクレジッ
ト創出の仕組みを構築する。
・実施時期　2025年度～2027年度
・実施場所　市内森林

適正な管理がされていない環境林に必要な間伐を行い
森林の公益的機能の高度発揮を目指す。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　市内森林80ha
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森林経営計画策定に対する
補助金の交付

― 森林経営管理課

林道東俣線の改良工事等の
実施

445 森林経営管理課

林道橋梁の点検・修繕 51 森林経営管理課

静岡市地域再生計画に基づ
く林道の開設、改良

418 森林経営管理課

林業専用道の整備 135 森林経営管理課

林道の改良、舗装工事 193 森林経営管理課

静岡県が実施する県営林道
事業に対する負担金の拠出

72 森林経営管理課

林道開設に対する助成の実
施

― 森林経営管理課

国の採択基準に満たない林道改良工事などを実施す
る。
・対象施設　羽切沢線など133路線

静岡県が実施する県営林道事業に対して静岡県負担金
条例に基づき建設負担金を支出する。
・対象施設　権七峠線、俵峰門屋線

森林組合が実施する林道整備に対し、県と協調補助を
行う。
・対象経費　林道の改良・舗装・開設に係る経費
・補助率　　6/10(改良・舗装)、5/10以内(開設)

「森林経営計画」の作成等を支援するため、森林所有
者や林業事業体等に対し補助金を交付する。
・対象経費　計画作成のために活動した経費
・補助率　　10/10(上限はメニューにより変動)

林道機能の保全及び通行の安全を図るための改良工事
等を実施する。
・実施時期　2021年度～2031年度
・対象施設　12カ所（調査・設計、改良工事）

インフラ長寿命化計画及び林野庁ガイドラインに基づ
き、点検等の適切な維持管理を行う。
・対象施設　橋梁、ﾄﾝﾈﾙなど236箇所

静岡市地域再生計画に基づき国庫補助を活用し林道の
開設、改良を行う。
・対象施設　林道一本杉峠線、桂山線など７路線

持続可能な林業経営実現のため、国庫補助を活用し林
業専用道を整備する。
・対象施設　樽峠線など２路線
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９　行政経営

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （社会共有資産） 01

02

03

02 （行政DX） 01

02

03

未利用の市有資産（土地・建物）の売却や貸
付による収益化など、市有資産の活用により
財源を創出します

社会全体の便益を最大化するため、公共資産
だけでなく民間資産も含めた社会共有資産を
利活用します

社会共有資産が活用され、市民の経済
的利益や利便性が向上するまちにしま
す

【政策体系図】

公共施設の配置を見直し、社会的需要に対す
る公共施設の供給量を適正化します

DXや業務改善が進み、市民がより便利
で質の高い行政サービスを受けられる
まちにします

行政手続きのオンライン化などを進めること
で、市民サービスを改革し、デジタルの恩恵
が実感できる市民生活を提供します

仕事の効率化と執行体制の最適化により、社会課題の解決力が高
く、行政効率の良い市政運営が行われており、社会の力が活用さ
れ、市民が安定的に質の高い行政サービスが受けられるまち

　人口減少社会においては、これまで以上に地域行政の力が問われています。他の政令市よりも人口減少が著しい状
況にある静岡市では、生産年齢人口・税収の縮小が行政経営に深刻な影響を与えることが予想されることから、より
一層高度な行政経営を進めていく必要があります。
　これまでの市政運営においては、社会全体の力を経営資源とし、社会全体の便益を最大化するための取組が十分に
進んでいません。民有の土地や建物も「社会共有資産」に含めて捉え、有効活用していくことが必要です。
　また、組織・人員、情報といった市の経営資源の効率的かつ効果的な活用も課題です。市民サービス向上と職員負
担軽減に向けた業務の見直しは十分とは言えず、複雑化する行政課題に対応するための組織体制と人材育成も課題と
なっています。
　さらに、人口減少により中長期的に税収規模が縮小していく中、歳入を増やすための取組が十分に進んでいませ
ん。

業務プロセスを見直し、生成AI等のデジタル
技術を活用して仕事の時間を削減し、新たな
サービスを生み出します

急速に進化するサイバー攻撃の脅威から市民
の情報資産を守ります

政策 施策
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03 （執行体制） 01

02

03

04 （財政運営） 01 事業の重点化、財源の確保などにより、健全
な財政運営を行います健全な財政運営が保たれ、市民が将来

にわたって必要な行政サービスを受け
られるまちにします

高い「政策執行力」を備えた人材を育成しま
す

市民に寄り添う広聴活動と市民目線に立った
広報活動を進めます

職員の新しい働き方と組織改革を進めます
効率的かつ効果的な執行体制が整い、
市民が満足度の高い行政サービスを受
けられるまちにします
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

公共サービス・施設等最適
化の検討

―
社会共有資産
利活用推進課

公共施設の配置適正化 ―
社会共有資産
利活用推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

旧青葉小学校跡地の発掘調
査

―
社会共有資産
利活用推進課

建設発生土による土地の創
出

―
社会共有資産
利活用推進課

公共資産活用の推進 ―
社会共有資産
利活用推進課

政策１：（社会共有資産）
社会共有資産が活用され、市民の経済的利益や利便性が向上するまちにします

施策１：公共施設の配置を見直し、社会的需要に対する公共施設の供給量を適正化します

有効活用する資産を生み出
すために最適化した公共施
設延床面積の増加率（2011
年度末ベース）

1.9%（2024年） 12.7%

人口減少による今後の施設需要の把握や、多様化する市民サービスのニーズの変化に応じた維持すべき機能・サー
ビスの整理ができていないため、公共施設を活用したサービスの最適化が行われていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

公共サービスの最適化に伴う生涯学習系施設や小中学
校等の施設最適化について検討する。
・実施時期　2026年度

公共施設の統廃合、多目的化及び集約化を推進し、施
設数を適正化する。
・実施時期　2026年度～

施策２：未利用の市有資産（土地・建物）の売却や貸付による収益化など、市有資産の活用により財
源を創出します

跡地活用・処分件数（累
計）

６件（2024年） 38件

閉校した学校などの低未利用の市有資産（土地・建物）について、民間による利活用が一部進み始めたものの、新
たな用途による利活用や、財源の創出につながる跡地処分が行われていない資産が多くある。

■課題解決のための取組

取組の内容

旧青葉小学校跡地の民間活用に向けて発掘調査（駿府
城内遺跡）を行う。
・実施時期　2026年度～2027年度
・実施場所　旧青葉小学校跡地

建設発生土を活用した土地整備等を実施する。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　清水区三保（貝島地区）ほか

民間発案制度等により、市有施設の跡地や遊休市有地
の積極的な民間活用を促進する。
・実施時期　2026年度～
・実施場所　市内の廃校、廃止施設ほか跡地資産

- 130 -



法定外公共物の管理・運用 ― 土木管理課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

（新）旧清水税務署用地の
取得

187
社会共有資産
利活用推進課

静岡市土地等利活用推進公
社運営費の負担★

―
社会共有資産
利活用推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

業務改善アドバイザー（地
域活性化起業人）の活用

― ＤＸ推進課

デジタル人材の育成 ― ＤＸ推進課

法定外公共物の効果的な管理・運用を実施し、利用価
値の高い土地の供給・創出を図る。

施策３：社会全体の便益を最大化するため、公共資産だけでなく民間資産も含めた社会共有資産を利
活用します

企業用地の創出面積 0.4ha/年（2024年） ７ha/年

未利用・低利用となっている公共・民間資産（土地・建物）について、民間事業者による有効活用や不動産市場へ
の供給が十分にできておらず、市民の経済的利益や利便性の向上につながっていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

清水駅周辺の災害対応拠点とするため、旧清水税務署
の土地・建物を取得する。
・対象施設　旧清水税務署
・供用開始予定　2029年度

農地集約化、産業用地確保、空き家活用に取り組む静
岡市土地等利活用推進公社の運営費を負担する。
・実施時期　2026年度～

政策２：（行政ＤＸ）
DXや業務改善が進み、市民がより便利で質の高い行政サービスを受けられるまちにしま
す

施策１：業務プロセスを見直し、生成AI等のデジタル技術を活用して仕事の時間を削減し、新たな
サービスを生み出します

生成AI等のデジタルツール
の活用により生み出した新
たな時間

38,751時間/年（2024年） 225,739時間/年

前例踏襲の事務の進め方が多く、事務の見直しやシステム間のデータ連携強化、各種デジタルツールを活用できる
職場環境の整備が進んでいない。そのため、市が行う事務処理に無駄な時間がかかってしまい、質の高い行政サー
ビスの効率的な提供が十分にできていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

業務改善アドバイザーを起用し、各課等が実施する業
務改善に向けた取組を支援する。

職員が業務の課題を自ら発見・分析し、改善を実行で
きる力を育成するための研修を実施する。
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窓口でのデジタル機器の活
用

― ＤＸ推進課

生成AIの活用 ― ＤＸ推進課

ノーコードツールの活用 ― ＤＸ推進課

テキスト化サービスの活用 ― ＤＸ推進課

RPAの活用 ― ＤＸ推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

マイナンバーカードの利活
用支援

― ＤＸ推進課

マイナンバーカード交付予
約・管理システムの活用

― ＤＸ推進課

行政手続きガイドの活用 ― ＤＸ推進課

システム最適化アドバイ
ザー（地域活性化起業人）
の活用

― ＤＸ推進課

行政手続のオンライン化 ― ＤＸ推進課

デジタル機器を活用して窓口における市民の利便性を
向上させ職員の業務を効率化する。
・実施場所　区役所窓口、保健センター等

生成AIを活用して市政PCで行う職員の事務作業を効率
化する。

ノーコードツールで内製したアプリを活用して職員の
業務を効率化する。

音声及び手書き文字をデジタル化するテキスト化サー
ビスを活用して職員の事務作業を効率化する。

RPAを活用して職員が行う定常かつ大量な事務処理を
効率化する。

施策２：行政手続きのオンライン化などを進めることで、市民サービスを改革し、デジタルの恩恵が
実感できる市民生活を提供します

オンラインにより受け付け
た行政手続きの件数の割合

28.7%（2024年） 98.0%

紙による手続きが多く、市民は来庁や複数回の申請に時間を取られている。
静岡市が持っているデータの中には、社会で広く活用できるものがあるのに、行政内部だけで使われていて、社会
共有化が遅れているため、市民や企業などで十分に活用されていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

支援窓口を設置し、マイナ保険証の登録作業にかかる
市民の手続きを支援する。
・実施時期　2026年度

マイナンバーカード交付のオンライン予約により市民
の利便性を向上させ職員の業務を効率化する。

ライフイベント毎の手続を案内するサービスにより市
民の利便性を向上させ職員の業務を効率化する。

システム最適化アドバイザーを起用し、全体最適の視
点で各課のシステム導入への伴走支援を実施する。

電子申請システムやオンライン決済等を活用して行政
手続のオンライン化の推進する。
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統合データ基盤の活用 ― ＤＸ推進課

統合型GISの利活用 ― ＤＸ推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

情報セキュリティポリシー
の随時更新

― ＤＸ推進課

職員の情報セキュリティレ
ベル向上

― ＤＸ推進課

エンドポイント(市政ＰＣ)
防御の強化

― ＤＸ推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

統合データ基盤（市民ポータル、共通ID等）を活用し
てワンストップ型デジタル行政サービスを実現する。

庁内の地理情報の集約及び地理情報システム（GIS）
の業務への活用や市民への地理情報の公開を行う。

施策３：急速に進化するサイバー攻撃の脅威から市民の情報資産を守ります

サイバー攻撃による情報流
出件数

0件（2024年） 0件

情報の処理技術や通信技術などは急速な発展を遂げており、サイバー攻撃の高度化・巧妙化も進んでいる。そのた
め、サイバー攻撃による行政サービスの停止や、個人情報の漏えいなど、市民生活に影響を及ぼすリスクが高まっ
ている。

■課題解決のための取組

取組の内容

変化する脅威や業務フローに合わせて、情報セキュリ
ティポリシーの最適化を実施する。

過去のインシデント、ヒヤリハット等からPDCAを回
し、職員の研修を継続的に実施する。

セキュリティソフトによる監視、セキュリティ外部・
内部監査を継続的に実施する。

政策３：（執行体制）
効率的かつ効果的な執行体制が整い、市民が満足度の高い行政サービスを受けられるま
ちにします

施策１：職員の新しい働き方と組織改革を進めます

働きやすい職場環境と感じ
る職員の割合

80.9%（2025年） 85.0%

社会情勢の変化に伴う業務の増加に対し、十分対応できる効果的な職員配置ができていない。
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取組名
事業費

(百万円)
担当課

「縦の行政組織」×「横の
チーム組織」の形による組
織体制の整備

― 総務課

（新）一時的に業務が増加
する所属への期間応援職員
の配置

― 総務課

（新）庶務事務に関する処
理手順・処理方法・処理体
制の見直し

― 総務課

（新）所属の枠を超えて業
務を応援する「庁内応援制
度」の導入

― 人事課

（新）職員採用試験実施方
法等の見直し及び魅力ある
勤務環境への改善

―
人事課

人事委員会事務局

社会情勢の変化を踏まえた
区役所機能の強化

― 区役所各課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

政策執行力の強化に向けた
人材育成

― 人事課

外部人材の登用及び専門人
材の育成

― 人事課

■課題解決のための取組

取組の内容

社会情勢や行政需要の変化に柔軟に対応し、取組を推
進することのできる組織体制を整備する。

一時的に業務が増加する所属に期間応援職員を配置す
ることで、全庁的な業務支援体制を構築する。

各所属に共通して処理が発生している庶務事務等を対
象に、全体最適を意識し、処理手順等を最適化する。

所属の枠を超えて、他所属の職員が「経験やスキルを
生かせる業務」に従事できる制度を構築する。

手続きの見直し等の窓口業務変革を進め、市民ニーズ
を踏まえた利用しやすい区役所を構築する。

多くの希望者が受験できる機会を創出するとともに、
職員の働きやすい魅力ある人事制度を構築する。

施策２：高い「政策執行力」を備えた人材を育成します

市の政策執行力があると思
う市民の割合

38.5%（2025年） 50.0%

行政課題が複雑化・高度化する中、職員の政策執行力や専門性が不足している。

■課題解決のための取組

取組の内容

実践的理解に向けたプロジェクトマネジメント研修等
を実施する。

各分野の第一線で長年、経験等を蓄積してきた外部人
材を登用し、政策形成や専門人材の育成に活用する。
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■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

広聴活動の推進 ― 広報課

広報活動の推進 ― 広報課

市民意見を効果的に聴取す
る取組の実施

― 市民自治推進課

■施策のKPI（アウトカム）
指標項目 現状値 目標値（2030年）

施策３：市民に寄り添う広聴活動と市民目線に立った広報活動を進めます

市への意見等がある市民の
うち意見を伝える市民の割
合

26.0%（2025年） 35.0%

エンゲージメント率（ウェ
ブサイトの内容がしっかり
届き、活用されているかを
示す指標。静岡市はグーグ
ルアナリティクスを使用し
算出）

60.0%（2025年） 62.0%

市の取組に関する情報が市民に十分伝わっておらず、市政への共感や信頼が十分に得られていない。

■課題解決のための取組

取組の内容

意見等の取組への反映状況の公開など意見等を寄せた
方の信頼が得られるような広聴活動を推進する。

各課広報物の確認など市民の皆さんに市の取組の価値
が伝わるような広報活動を推進する。

複数の市民意見聴取手法を組み合わせ多様な市民意見
を効果的に聴取し、市政に反映する仕組みを整える。

政策４：（財政運営）
健全な財政運営が保たれ、市民が将来にわたって必要な行政サービスを受けられるまち
にします

施策１：事業の重点化、財源の確保などにより、健全な財政運営を行います

基礎的財政収支 黒字（2024年） 黒字

経常収支比率 95.3%（2024年） 97.6%

実質公債費比率 5.9%（2024年） 6.5%

市民１人あたりの市債残高 372千円（2024年） 570千円
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■施策の実現に向けての課題

取組名
事業費

(百万円)
担当課

中長期的な視点に立った健
全な財政の運営

― 財政課

予算編成を通じた財政の健
全性の確保

― 財政課

ふるさと寄附金制度の推進 ― 財政課

静岡市の財政状況は、代表的な財政指標（２０２４年度決算）でみると、政令市の平均よりも良好で、おおむね健
全といえる。
しかし、静岡市はこれまで、地域の稼ぐ力を高めるための投資を行ってきておらず、このままでは、稼ぐ力の低下
による歳入減により、中長期的に見て基礎的財政収支などの指標が悪化していくおそれがある。

■課題解決のための取組

取組の内容

当初予算編成時に財政収支や財政指標の推移を見込み
計画的な財源対策等を講じ、財政の健全化を図る。

毎年度の予算編成時に、事業の重点化や事業内容の精
査、財源の確保、予算の棚卸し等を実施する。

寄附金使途メニューの充実や返礼品のプロモーション
など、寄付者に対するアプローチを強化する。
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第２ 静岡市の魅力を活かしたまちづくり 

 
「安心な暮らし」と「幸せの実感」のためには、静岡市の魅力を活かしたまちづくりが必

要です。そのためには、内外の人々が「一緒にそのようなまちを実現したい」と共感できる

ような未来を描き、行政・市民・企業などの多様な主体による共働・共創を推進することが

欠かせません。そして、このようなまちづくりは、地域の稼ぐ力の向上にもつながっていき

ます。 

 

（１）都市拠点（静岡都心、清水都心、東静岡・草薙地区） 

商業・行政・文化・交流・レクリエーションといった都市機能と人口が集積し、市民

の多様な活動を支える拠点です。市外からの人の流入を促進し、地域全体に波及させま

す。 

 

①静岡都心 

静岡都心では、「職・住・福・商・学・遊」が近接したまちづくりを行い、商業の場だ

けでなく、「おまち」の中で暮らしながら、仕事も買い物も、子育てもできるようなエリ

アに転換し、若者を中心に多くの人を集め、その効果を市全域に波及させていくことが

重要です。 

そのため、ＪＲ静岡駅南口駅前広場や青葉緑地などといった公共空間の再編を通じて、

誰もが居心地よく過ごせる交流の場を創出するとともに、駅とまちのつながりの強化や、

歩行者中心の空間整備によって回遊性を高め、歩いて楽しめるまちづくりを行っていき

ます。 

そして、このようなまちの魅力を高める取組を進めるとともに、空き店舗の利活用や、

再開発等による老朽建築物の更新を促進し、オフィスや住宅、学びの場や遊びの場など

を創出していきます。 

 

②清水都心 

清水都心では、清水庁舎の移転や、ＪＲ清水駅東口の ENEOS 社所有の土地利活用など、

これまでにない大変化の時期を迎えています。そのため、過去の延長でのまちづくりで

はなく、30～50 年先まで持続可能なまちづくりのために、新しい科学技術と美しいもの

への感動、すなわち「知」と「美」を融合させた未来都市を目指していきます。 

未来都市の実現に向けて特に重要となるのは、清水製油所跡地の活用です。ここには

経済活性化の基軸になるまちづくり中核施設の整備や、相乗効果を生み出す商業施設、

公園、子ども向け施設などの整備を、民間投資を前提として行っていきます。  

これに加えて、ＪＲ清水駅西口商業区域や清水港の各エリアと、次世代型交通の実現

も含めて連携し、回遊性を高めることで、静岡市の地域経済の活性化につなげていきま

す。 
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一方で、ＪＲ清水駅周辺は、巨大地震の際に津波被害が懸念されるエリアでもありま

す。そのため、地震や津波等の災害が発生しても安心感を持てる基盤整備やエネルギー

供給が必要です。特にＪＲ清水駅東口に移転予定の清水庁舎は、耐震性能・対津波性能・

業務継続性能を十分に備えるとともに、津波発生時の緊急避難機能をあわせ持った地域

の防災拠点にしていきます。 

 

③東静岡・草薙地区 

東静岡地区では、最先端の文化やスポーツを通じた新たな交流や滞在の創出と、快適

で安心して住み続けられる住環境の両立を目指し、非日常と日常が融合した新時代のま

ちづくりを進めていきます。 

ＪＲ東静岡駅北口のアリーナや南口の新県立中央図書館と、まちで提供されるサービ

スや活動を連携させることで、文化・スポーツ・エンターテインメントの体験といった

新たな価値を生み出します。さらに、こうした価値を活かし、商業施設やホテルを含む

魅力的な都市空間を形成するとともに、ペデストリアンデッキの整備や次世代モビリテ

ィ等の導入により、誰もが移動しやすく住みやすいまちづくりを進めていきます。 

草薙地区では、JR 草薙駅周辺において、大学生が多いという強みを活かし、学びや創

造を通じた活動や交流を広げ、こどもからお年寄りまで多世代にとって居心地が良いま

ちづくりを進めます。南口周辺の道路空間の再整備や北口の新幹線高架下の活用などに

より、滞留や活動の場づくりを公民連携で進め、行政は地域住民や関係者の自発的な思

いを下支えすることで、地域の魅力向上を目指していきます。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

都市・社会基盤 01 02 静岡駅南口駅前広場の再整備 

都市・社会基盤 01 02 
まちなかウォーカブルの推進（青葉緑地再

編） 

防災・消防・防犯 

都市・社会基盤 

01 

03 

01 

01 
清水庁舎の整備 

都市・社会基盤 01 02 JR 清水駅東口地区土地利活用の推進 

都市・社会基盤 01 02 アリーナの整備 

都市・社会基盤 01 03 東静岡地区まちづくりの推進 

都市・社会基盤 01 03 市道草薙駅通３号線の整備 
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（２）産業・交流拠点（宮川・水上地区、南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺）、貝島・折

戸地区、庵原地区） 

広域からの来訪が期待でき、静岡市の魅力を発信する新たな産業・交流の中核となる

拠点です。ブルーエコノミーやユニバーサルスポーツといった先進的な取組を展開し、

市全域の発展と経済効果の創出につなげます。 

 

①宮川・水上地区 

日本平久能山スマートＩＣに直結する利便性を備えた、総面積約 47ha を有する広大で

平坦な土地であり、平地が少ない静岡市にとって新たに活用できる希少な場所です。 

この特性を最大限に活かし、多くの企業が魅力を感じ、若い世代にとって魅力的な雇

用を生み出せる地区としていくため、商業、食と農、スポーツ、エンターテインメント

などの要素を取り入れ、広域からの集客を実現する拠点として整備を進めていきます。 

この地区に広域から来訪する人々を、中心市街地や周辺観光地へと回遊させることで、

市全域の商業・観光・産業に経済効果を波及させていきます。 

 

②南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺） 

新静岡ＩＣや国道 1 号静清バイパスに近接し、交通利便性に優れ、広域からの集荷や

市内各地への配送にも適したこの地区には、中央卸売市場が立地しています。中央卸売

市場は、老朽化しており、新設が必要です。 

一方、市内の農業、物流、市場、学校給食などの食関連分野は、長年にわたり個別に

運営されてきたため、全体として最適な供給体制が十分に構築されていません。 

そこで、中央卸売市場新設の機を活かして、食に関わる集荷、加工、配送を一体的に

支える中核拠点として再整備し、効率的で安定した、安全・安心な食の供給を実現して

いきます。 

あわせて、中央卸売市場の広大な敷地を活用しつつ、周辺への企業誘致を促進するこ

とで、市場・物流・加工の各機能が連携した複合的な拠点を形成し、広域的な食料供給

を支える中核地域として発展させていきます。 

 

③貝島・折戸地区 

波が静かな三保内浜では、市街地からほど近い場所で富士山や泳ぐイルカの群れを眺

めることができ、都会的な風景と自然の風景が共存する、全国的にも珍しい景観を楽し

めます。 

貝島地区では、早期に土地造成を進め、国際海洋研究・開発拠点として関連施設の集

積を進めていきます。研究やビジネス向けのＭＩＣＥ機能も備え、活発な研究や技術開

発のビジネスの場とするとともに、マリンリゾート機能も併設し、富士山と海の絶景を

活かした滞在も可能にしていきます。 

また、折戸湾では、研究や技術開発のための実証実験が可能な環境整備を進めるとと
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もに、水質改善による海洋資源の再生を目指す取組を進めます。 

これらの地区に世界的な研究機関や企業などを集積することにより、海洋生態の健全

性を維持しながら、経済成長、生活の質の向上、雇用創出のために海洋資源を持続的に

利用する「ブルーエコノミー」の発展を目指していきます。 

 

④庵原地区 

清水ＩＣや清水いはらＩＣに近接し、優れたアクセス性を備えた地域です。さらに、

清水ナショナルトレーニングセンターやＩＡＩパラスポーツパークなど、スポーツ関連

施設が集積しているという強みがあります。 

このポテンシャルを活かし、庵原地区を年齢、性別、障がいの有無、国籍、競技レベ

ルなどにかかわらず、その場にいる誰もがスポーツを一緒に楽しめる「ユニバーサルス

ポーツの聖地」とすることで、スポーツを通じた共生社会の実現を目指します。また、

市内外からの来訪を促進し、地域経済・観光への波及効果を最大化していきます。 

加えて、この地区に点在する未利用・低利用地を集約し、土地の有効活用を進めるこ

とで、さらなる経済効果を創出します。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

都市・社会基盤 01 03 宮川・水上土地区画整理事業の実施 

経済・産業 03 01 静岡型食と農システムの推進 

経済・産業 07 01 貝島地区の基盤整備 

経済・産業 07 01 駿河湾 BX テストベッドエリアの整備 

観光・スポーツ・文化 02 03 清水庵原球場における屋内運動場の整備 

観光・スポーツ・文化 02 03 
清水ナショナルトレーニングセンター周辺

測量の実施 

観光・スポーツ・文化 02 03 
清水ナショナルトレーニングセンター運営

見直しに向けた調査等の実施 

 

 

（３）観光拠点（日本平・久能・三保・用宗、東海道「二峠八宿」） 

静岡市固有の観光資源を活かし、海道と街道それぞれの魅力を最大限に引き出すこと

で、多くの来訪者を呼び込む拠点です。観光により地域の稼ぐ力を高め、市域全体の経

済活性化につなげます。観光拠点の形成にあたっては、静岡市域にとどまらず、地域連

携ＤＭＯや静岡県中部地域の市町と連携し、広域的な取組を進めていきます。 
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①日本平・久能・三保・用宗 

静岡市は、東は蒲原から西は用宗まで駿河湾に面し、美しい海岸風景と富士山の眺望

が人々をひきつける海沿いの道「海道」を形成しています。この「海道」は、様々な観

光施設や、サクラエビやシラスなどの「しずまえ」の食の魅力を楽しめる場が連なり、

訪れる人々が巡って楽しめる観光回廊となっています。 

中でも、日本平・久能・三保・用宗には、国宝・久能山東照宮、日本平夢テラス、世

界文化遺産富士山の構成資産である三保松原など、歴史・文化・景観に優れた観光資源

が集積しており、これらを個別の資源としてだけでなく一体的に捉えることで、国内外

から多くの来訪者を呼び込む力を持つ観光地域として発展させることができます。 

こうした広がりのある魅力を最大限に生かすためには、地元、事業者、行政が連携し、

海道を軸とした観光回廊全体の魅力を高める観光地域づくりを進めることが重要です。

特に、日本平山頂付近では飲食・宿泊・体験といった機能を充実させ、久能地区では国

宝への参道にふさわしい門前通りとしての整備を進めます。さらに、歩行環境や景観の

質、回遊性の向上にも取り組み、訪れる人々が快適に滞在できる観光地域を形成してい

きます。 

 

②東海道「二峠八宿」 

東海道は江戸と京・大阪を結ぶ主要街道で、歌川広重の浮世絵で知られる「東海道五

十三次」と、大阪まで続く「東海道五十七次」が存在します。宿場町は当時の旅人の憩

いの場として、また人々の往来を通じて文化や経済の中心を担ってきました。 

静岡市は、東海道五十七次のうち蒲原、由比、興津、江尻、府中、丸子の六つの宿と、

薩埵峠、宇津ノ谷峠の二つの峠を有し、藤枝市の二宿（岡部宿、藤枝宿）を含めた東海

道「二峠八宿」には歴史的建造物や絶景、特産品などが点在し、街道を歩けば地域の歴

史や文化、人との交流を楽しめます。 

静岡市が事務局となり、東海道五十七次の沿線自治体と連携して、広域的な情報発信

を強化し、 「東海道」という大きな観光資源を活かして、誘客と周遊促進を進めていき

ます。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

観光・スポーツ・文化 01 01 日本平公園の整備 

観光・スポーツ・文化 01 01 東海道 57 次街道観光の推進 

観光・スポーツ・文化 01 03 久能山下の再整備（市営駐車場の整備） 
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（４）中山間地域（オクシズ） 

「オクシズ」は、静岡市内の中山間地域を総称する呼び名です。豊かな自然と美しい

景観に恵まれ、歴史ある風習や祭事が今も息づき、わさびや茶など地域特性を生かした

農林産物や在来作物が育まれています。 

「オクシズ」を単なる呼称にとどめず、自然域共生主義による地域づくりの地として

住みたい、訪れたいと感じられる地域にします。自然域共生主義とは、自然と人間の相

互関係を大切にし、土地の特性や自然の持続性を損なわない生活様式を再構築していこ

うという考え方です。 

そのために、オクシズの各地区における人と自然との関わり、歴史や産品などの多様

な地域資源を社会に提示し、その価値を見える化することで、オクシズ全体があたかも

博物館のように感じられる地域としていきます。 

これにより、オクシズの魅力を高め、地域に暮らす人には更なる誇りを持てるように

するとともに、オクシズを、自然域共生主義の暮らしを送りたいと考える人に定住の地

として選ばれる地域としていきます。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

環境・森林 03 02 清水森林公園の再整備 

環境・森林 03 02 梅ケ島ワイン生産地化計画の推進 

環境・森林 03 02 オクシズ各地域ビジョンの策定 

環境・森林 04 01 環境林の適正な森林整備の実施 
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今後の財政見通し 
 

１ 今後の財政見通し 

２ 分野別投資的経費総括表 
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１ 今後の財政見通し 

今後の財政見通しは、2026 年度当初予算を基準に、後年度の財政収支（歳入・歳

出）を、国の経済見通しや５次総実施計画等を基に、一定の条件により推計したも

ので、毎年度当初予算編成時に見直しを行っています。 

 

歳出区分のうちの投資的経費には、５次総で実施していく普通建設事業の経費が

含まれています。 

 

 試算方法については、次のとおりです。 

 

（１）試算のポイント（主な変更点） 

①  期間 

   ・５次総策定にあわせて、より中長期的な視点で持続可能な財政運営を行うため、試算期 

間を８年から 10 年に延伸。 

② 歳入予算 

   ・市税収入について、これまでは経済成長率を基に機械的に算出してきたが、５次総実施 

計画の投資支出による効果として、個別事業について直接的な税収等の増を推計。 

③ 歳出予算 

   ・人件費について、直近の給与の引き上げ状況を踏まえ、内閣府試算の「賃金上昇率」を

参考に今後の給与改定を推計。一方、今後の静岡市の人口減少予測を踏まえ、2027 年

度以降職員数の減少を見込んで推計。 

   ・経常的な物件費、維持補修費について、内閣府試算の「消費者物価上昇率」を参考に物 

価上昇を加味して推計。 

 

（２）試算の前提条件 

①  期間及び対象 

2026 年度から 2035 年度までの一般会計予算 

②  経済成長率 

   「中長期の経済財政に関する試算」（2026 年１月内閣府）における 

名目ＧＤＰ成長率 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 

３．４％ １．６％ １．２％ １．２％ 

2030 年度 2031 年度 2032 年度 2033 年度 

１．２％ １．２％ １．２％ １．２％ 

2034 年度 2035 年度 

１．１％ １．１％ 
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（３）試算方法 

区   分 考え方 

歳 

 

 

 

入 

市 税 

 

（市民税、軽自動車税、たばこ税、事業所税） 

・名目経済成長率×弾性値（１．２）×人口減少補正率※１ 

＋税制改正等影響分※２＋投資支出による効果※３ 

※１ 個人市民税と軽自動車税のみ 2050 年度の目標人口 55 万人を踏まえ設定 

※２ 給与所得控除額や住宅ローン控除、たばこ税の税率（国税）の見直し 

※３ アリーナ、（仮称）海洋・地球総合ミュージアム整備、企業立地促進による 

市民税等の直接的な増を計上（民間投資の誘発による市税収入の増は含まない） 

（固定資産税・都市計画税） 

・評価替や税制改正、人口減少、投資支出による効果を加味して個別に推計 

地方譲与税・ 

県税交付金等 

 

・名目経済成長率×弾性値（１．２）×過去５年平均増減率※１ 

＋投資支出による効果※２ 

※１ 一部の地方譲与税及び県税交付金 

※２ 市税※３と同様に、地方消費税交付金等の直接的な増を計上 

地方交付税 

 

・現行制度を前提に推計。基準財政収入額は、市税等の増減に連動 

・基準財政需要額は、扶助費の増加に伴う社会保障費の伸びや、臨時財政対策債・

災害復旧事業債の元利償還額等を考慮して推計 

・臨時財政対策債の振替は見込まない 

国・県支出金 ・歳出推計額に連動 

市 債 ・歳出推計額に連動 

その他の歳入 ・2026 年度当初予算に特殊要因を加味して推計、財政調整基金繰入金は除く 

・退職手当繰入金は、定年年齢の引上げに伴う、61 歳以上の退職者数に基づき推計 

歳 

 

 

 

出 

人件費 （給与）  行政職：第３次職員適正配置計画（～2026 年度）に基づき職員数を推計 

          2027 年度以降は人口減少等を踏まえ職員数を減少して推計 

教育職：今後の児童生徒見込数を基に職員数を減少して推計 

今後の給与改定について、内閣府試算の賃金上昇率を参考に推計 

（退職手当）定年年齢の引上げを加味した退職者数に基づき推計 

扶助費 ・これまでの推移等を踏まえて個別に推計 

公債費 ・既発行分は積上げ、新規発行分は 2026 年度予算の見込を基準に推計 

・借入利率について、10年債 3.2％、５年債 2.1％で推計。 

投資的経費 ・2026 年度から 30 年度まで ５次総実施計画を踏まえて推計 

・2031 年度以降       アリーナ整備、清水庁舎整備等を除いた、 

2026 年度から 2030 年度の投資的経費平均額 

その他の経費 ・2026 年度当初予算に特殊要因を加味して推計 

・退職手当積立金は、定年年齢引上げに伴う、61歳以上の退職者数に基づき推計 

・他会計繰出金は、個別に推計 

・物価高騰を踏まえ、経常的な物件費、維持補修費について内閣府試算の消費者 

物価上昇率を参考に推計 
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（４）試算結果

1,477 1,489 1,525 1,542 1,553 1,560 1,576 1,593 1,603 1,620 1,635

352 376 372 376 380 377 389 402 400 405 410

400 415 385 381 391 401 406 404 416 408 411

2,229 2,280 2,282 2,299 2,324 2,338 2,371 2,399 2,419 2,433 2,456

1,111 1,012 1,099 1,102 1,114 1,128 1,090 1,095 1,109 1,121 1,133

410 327 479 405 486 367 292 292 292 292 292

457 369 357 362 378 380 358 382 385 380 371

うち退職手当繰入金 4 25 8 30 13 30 14 30 29 29 30

うち上記以外の歳入 453 344 349 332 365 350 344 352 356 351 341

4,207 3,988 4,217 4,168 4,302 4,213 4,111 4,168 4,205 4,226 4,252

うち投資支出による一般財源の増 - - 4 6 7 8 17 19 20 22 23

810 837 838 868 853 878 865 887 886 886 890

うち給与 780 788 808 817 820 828 832 837 837 839 842

うち退職手当
（現年退職者支払分）

26 24 22 21 20 20 19 20 20 18 18

うち退職手当
（61歳以上退職者繰出分）

4 25 8 30 13 30 14 30 29 29 30

986 993 1,019 1,046 1,073 1,100 1,115 1,128 1,148 1,166 1,184

363 376 368 379 390 400 411 421 434 423 418

うち臨時財政対策債分 102 104 108 111 114 118 120 122 123 124 123

665 543 811 687 800 626 521 521 521 521 521

うち普通建設事業 607 485 753 629 742 568 463 463 463 463 463

うち災害復旧事業 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1,383 1,286 1,254 1,254 1,253 1,270 1,272 1,289 1,281 1,280 1,294

a うち他会計繰出金 334 350 353 355 358 359 366 371 375 376 380

b うち退職手当基金積立 27 26 33 33 31 29 31 36 18 11 10

c うち上記（a.b）以外の歳出 1,022 910 868 866 864 882 875 882 888 893 904

4,207 4,035 4,290 4,234 4,369 4,274 4,184 4,246 4,270 4,276 4,307

0 △ 47 △ 73 △ 66 △ 67 △ 61 △ 73 △ 78 △ 65 △ 50 △ 55

- 47

482 480 430 399 358 329 318 299 276 257 248

122 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

2,777 2,848 3,093 3,270 3,532 3,681 3,757 3,832 3,901 3,988 4,087

4,534 4,512 4,662 4,745 4,914 4,969 4,953 4,938 4,918 4,916 4,928

※満期一括償還方式で発行した市債の償還のための積立金は、償還したものとして残高から差し引く（理論残高）

93.2% 93.6% 94.2% 95.8% 95.6% 97.6% 97.2% 98.0% 98.4% 97.9% 97.8%

5.3% 5.0% 5.2% 5.6% 6.0% 6.5% 7.1% 7.5% 8.1% 8.4% 8.6%

(単位：億円）

2035

歳入歳出差引（A-B)
※当初予算編成時点

国・県支出金

市　　　債

その他の歳入

2026
当初予算

2027 2028 2029

基金充当額

2033 2034

年度末市債残高見込額（※）

歳

入

市　　　税

地方譲与税・県税交付金等

地方交付税

一般財源　小計

2030 20322031

歳入合計（A)

区　　　分 2025
2月補正後

実質公債費比率

経常収支比率

（臨時財政対策債込み）

基金年度末残高見込額

（うち財政調整基金）

※2025年度は２月補正予算編成時点の計数、2026年度は当初予算編成時点の計数を記載しています。
※当初予算編成時点で生じた各年度の歳入歳出差引のマイナスは、財政調整基金の取崩等により解消します。
　なお、財政調整基金については毎年度の予算執行で生じた剰余金等を積立、取崩回避の財源として活用することにより、
　基金残高を回復させます。

歳

出

人　件　費

扶　助　費

公　債　費

投資的経費

その他の経費

歳出合計（B)
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○ 歳入の見通し

・

【歳入の推移】

歳入総額は、国・県支出金及び市債が歳出の投資的経費に連動して増減することに伴
い、年度ごとに増減する見込です。
また、一般財源総額は、市税、地方譲与税・県税交付金等について、人口減少の影響は
あるものの、名目経済成長率の伸びや、投資支出の効果等により緩やかに増加すると見
込んでいます。

1,477 1,489 1,525 1,542 1,553 1,560 1,576 1,593 1,603 1,620 1,635

352 376 372 376 380 377 389 402 400 405 410

400 415 385 381 391 401 406 404 416 408 411

1,111 1,012
1,099 1,102 1,114 1,128 1,090 1,095 1,109 1,121

1,133

410
327

479 405
487 367 292 292 292 292 292

457

369

357
362

378
380

358 382 385 380 371

4,207

3,988

4,217
4,168

4,303
4,213

4,111
4,168 4,205 4,226 4,252

2,229
2,280 2,282 2,299 2,324 2,338 2,371 2,399 2,419 2,433 2,456

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

その他の歳入

市債

国・県支出金

地方交付税

地方譲与税・

県税交付金等

市税

一般財源総額

単位：億円

年度

２月補正後

予算

当初

予算
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○今後10年間の歳入の増減見込み
（2026年度当初予算と比較した各年度の増減見込み）

市税 地方譲与税・県税交付金等

+36

+53
+64 +71

+87
+104

+114 +131
+146

+0

+40

+80

+120

+160

+200

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

△ 4
+0

+4

+1

+13

+26

+24
+29 +34

△ 20

△ 10

+0

+10

+20

+30

+40

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

△ 30
△ 34

△ 24

△ 14
△ 9 △ 11

+1

△ 7

△ 4

△ 40

△ 20

+0

+20

+40

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+87 +90
+102

+116

+78 +83
+97

+109

+121

+0

+40

+80

+120

+160

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+152

+78

+159

+40

△ 35△ 35 △ 35 △ 35△ 35
△ 100

+0

+100

+200

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+4 +6 +7
+8

+17

+19 +20
+22

+23

+0

+10

+20

+30

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

名目経済成長率の伸びや、投資支出の効果により、

全体的に増加すると見込んでいます。

2026年度に臨時費目である臨時財政対策債償還基

金費（仮称）が創設されることから普通交付税が

大幅に増加する反動で、2027年度は減少すると見

込んでいます。2028年度以降は扶助費の増加等に

より増加すると見込んでいます。

2027年度、2029年度は、投資的経費に連動して一

時的に増加すると見込んでいます。

2031年度以降は、投資的経費と連動して横ばいで

推移します。

2027年度以降、投資的経費と扶助費に連動して増

加すると見込んでいます。

2031年度は投資的経費に連動して減少しています。

（単位：億円）
（単位：億円）

（単位：億円） （単位：億円）

（単位：億円）

2027年度は、暫定税率の廃止が影響し、一時的に

減少します。2028年度以降は、名目経済成長率の

伸びや、投資支出の効果により、緩やかに増加す

ると見込んでいます。

（参考）投資支出による一般財源増

【見通しの推計に反映した内容】

・人口減少率の改善による税収増

税収見込を静岡市独自推計人口（2050年度49.2万

人）による推計から、５次総で設定する目標人口

（2050年度55万人）に置き換え、人口減少を抑えた

姿で推計しています。

・直接利益を生むことが期待できる事業の税収増

企業立地補助金（2033年度予算５億円から追加し

た額）、アリーナ整備、（仮称）海洋・地球総合

ミュージアム整備について、産業連関表を用いて、

税収増を推計しました。

※民間投資の誘発効果は見込んでいません。

・上記税収増に伴う普通交付税の減と、人口減少を

抑えることに伴う普通交付税（測定単位を人口とす

る項目の需要）の増をあわせて推計しています。

（単位：億円）

国・県支出金

市債

地方交付税
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○ 歳出の見通し

・

　　

　　【歳出の推移】

歳出総額は、2027年度以降も、人件費や扶助費、公債費等の増により、4,000億円を上回る規模
で推移する見込です。

810 837 838 868 853 878 865 887 886 886 890

986 993 1,019 1,046 1,073 1,100 1,115 1,128 1,148 1,166 1,184
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379 390
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665 543
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4,290
4,234

4,369
4,274

4,184
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投資的経費
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扶助費

人件費

単位：億円

年度
２月補正後

予算

当初

予算
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○今後10年間の歳出の増減見込み

（2026年度当初予算と比較した各年度の増減見込み）

人件費 扶助費

+1

+31

+16

+41

+28

+50
+49 +49 +53

△ 40

+0

+40

+80

+120

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+26
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公債費 投資的経費

△ 8

+3

+14
+24

+35
+45 +58

+47

+42

△ 20

+0

+20

+40

+60
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+83

△ 22
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+3 +5
+8 +9

+16

+21
+25 +26

+30

+0

+10

+20

+30

+40

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

他会計繰出金

段階的な定年年齢の引き上げによる退職手当の増

減に伴い、年度ごとに大きく変動すると見込んで

います。

全体的には、給与の引き上げ（給与改定）により、

増加傾向で推移していくと見込んでいます。

2027年度は合併特例債の一部の償還が終了するた

め一時的に減少しますが、2028年度からは金利の

上昇により利子負担が増大するため、全体的に増

加傾向と見込んでいます。

2034年度以降は、2022年台風15号被災に伴う災害

復旧債の償還が終了するため、減少すると見込ん

でいます。

介護保険サービス利用者の増加に伴う介護給付費

の増加により、介護保険事業会計への繰出金が増

加するため、徐々に増加すると見込んでいます。

2030年度までは、５次総実施計画を踏まえ、推計

しています。2027年度から2029年度まではアリー

ナ整備、清水庁舎整備、（仮称）海洋・地球総合

ミュージアム整備、市民文化会館再整備等の進捗

に伴い、事業費が大きく増加すると見込んでいま

す。

2031年度以降は、下記の事業を除いた2026～30年

度の事業費の平均額とし、横ばいで見込んでいま

す。

・アリーナ整備

・JR清水駅東口地区旧清水製油所跡地

土地利活用

・清水庁舎整備

・宮川・水上土地区画整理

・貝島地区基盤整備

・静岡駅南口駅前広場再整備

・東静岡まちづくり推進

・（仮称）海洋・地球総合ミュージアム整備

全体的に増加傾向と見込んでいます。特に、自立

支援給付費や障害児施設給付費などが、サービス

利用者の増加に伴い、大きく増加していくと見込

んでいます。

（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）
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○ 歳入歳出差引の見通し

○ 年度末市債残高見込額の見通し

※満期一括償還方式で発行した市債の償還のための積立金は、償還したものとして残高から差し引いています。

通常債の残高は、投資的経費に連動して、増加すると見込んでいます。
臨時財政対策債は、2027年度以降も普通交付税からの振替が行われないと想定し、残高が減
少すると見込んでいます。
2024年度決算時点では、市債残高4,366億円に対して今後交付税措置される金額は3,879億円
（88.8％）となっています。

市税や地方交付税などを合わせた一般財源総額は増加傾向で推移するものの、投資的経費の
変動や、扶助費、公債費の増加が見込まれるため、2027年度以降の歳入歳出差引は、マイナ
ス50億円から70億円前後で推移すると見込んでいます。
この収支差については、財政調整基金の取崩等により解消していきます。
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○ 経常収支比率の見通し
・

○ 実質公債費比率の見通し
・

経常収支比率は、人件費や扶助費、公債費など経常的に支出する経費の増により、2033年
度まで上昇傾向で推移すると見込んでいます。
2033年度以降は、公債費の減などにより、市税など経常的な収入の増が経常的な支出の増
を上回るため、改善すると見込んでいます。
積極投資財政であっても財政規律の保持は重要であるため、管理値として、中長期的に概
ね98％の水準を設定します。
98.0%は、2024年度決算における他政令市の経常収支比率との比較では、良い方から９番
目の水準です。

実質公債費比率は、金利上昇による利子負担の増、下水道事業債に対する一般会計負担の
増に連動して悪化傾向となるものの、地方債の発行にあたり、国との協議が必要となる基
準（18%）や「地方財政の健全化に関する法律」で定める早期健全化基準（25%）を下回る
値で推移すると見込んでいます。
経常収支比率と同様に、管理値として、中長期的に9.0％以下の水準を設定します。
9.0％は、2024年度決算における他政令市との実質公債費比率との比較では、良い方から
15番目の水準です。

93.2% 93.6%
94.2%

95.8% 95.6%

97.6% 97.2%
98.0% 98.4% 97.9% 97.8% 97.7%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

（参考）

経常収支比率の推移

年度

経常収支比率とは、市税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入さ

れる財源が、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充てられている

割合です。

経常収支比率の値が低いほど、財政に弾力性があり、独自の政策のために使えるお金が多いこと

になります。

5.3% 5.0% 5.2%
5.6%

6.0%
6.5%

7.1%
7.5%

8.1% 8.4% 8.6% 8.4%

4%
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（参考）

実質公債費比率の推移

年度

実質公債費比率とは、財政規模に対する、公債費等※の割合を示す値（３か年平均）です。

実質公債費比率の値が低いほど、借入金等の返済以外に使えるお金が多いことになります。

単年度の実質公債費比率の３年間平均で算出されます。
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単位　：　百万円

基金・その他 一般財源

(基金・留保資金等) (一般会計繰出金) （％）

一般会計 6,831 448 3,547 1,874 962 2.2%

特別会計・企業会計 2,693 0 2,130 563 0 2.2%

一般会計 8,511 530 5,457 906 1,618 2.8%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 6,985 2,878 3,262 19 826 2.3%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 31,545 9,223 17,224 1,036 4,062 10.2%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 18,533 3,694 9,705 2,886 2,248 6.1%

特別会計・企業会計 542 229 220 93 0 0.4%

一般会計 15,999 2,357 10,248 1,431 1,963 5.2%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 191,952 46,442 122,636 7,042 15,833 62.4%

特別会計・企業会計 120,250 16,107 80,099 22,003 2,041 97.4%

一般会計 23,934 3,448 15,564 648 4,275 7.8%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 3,521 0 2,667 300 554 1.1%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

307,812 69,020 190,309 16,141 32,342 100.0%

123,484 16,336 82,449 22,659 2,041 100.0%

（注） 　○概ね５千万円以上の投資的経費（災害復旧費を除く。）を集計しています。 上段

下段

一般会計

特別会計・企業会計

一般会計

特別会計・企業会計

0.8%

内　　　　訳

　　　合　計 431,296 85,356 272,758 38,800 34,383 100.0%

4,275 5.4%

内　　　　訳

行政経営

仕事の効率化と執行体制の最適化により、社会課題の
解決力が高く、行政効率の良い市政の執行が行われて
おり、社会の力が活用され、市民が安定的に質の高い
行政サービスが受けられるまち

3,521 0 2,667 300 554

29,045 17,874 72.4%

内　　　　訳

環境・森林

人が自然と共に生き、地域の暮らしや文化を守りな
がら魅力を育み、脱炭素社会の実現と経済の活性化
が両立した持続可能なまち

23,934 3,448 15,564 648

内　　　　訳

都市・社会基
盤

都市基盤と多様な都市サービスが連動し、誰もが住み
やすく、移動しやすく、居心地の良い空間が備わった
まち

312,202 62,549 202,734

4.4%

内　　　　訳

観光・スポー
ツ・文化

食、スポーツ、芸術、歴史など多様な文化で人々の
心が豊かになるまち、来訪者の増加を通じて地域経
済が潤っているまち

15,999 2,357 10,248 1,431 1,963 3.7%

内　　　　訳

経済・産業

地域の「稼ぐ力」が高く、魅力ある雇用があり、所得が高
く、やりたい仕事でいきいきと働くことができるまち

19,075 3,923 9,925 2,979 2,248

1.6%

内　　　　訳

教育・人づく
り

多様な学びと地域の教育力を基盤として、すべての
人の可能性が広がり、夢や希望が実現でき、心豊か
に暮らすことができるまち

31,545 9,223 17,224 1,036 4,062 7.3%

1,618 2.0%

内　　　　訳

こども・子育
て

温かい地域社会に支えられ、日本一安心してこども
を産み育てることができ、こども・若者が健やかに
育つまち

6,985 2,878 3,262 19 826

防災・消防・
防犯

激甚化・頻発化する風水害や南海トラフ地震などへ
の備えが整い、安全・安心に暮らすことができるま
ち

8,511 530 5,457 906

共生・福祉・
健康

誰もが社会とのつながりと居場所があると感じられ
る地域の中で、安心して心身ともに健やかに暮らす
ことができるまち

9,524 448 5,677 2,437 962 2.2%

内　　　　訳

２　分野別投資的経費総括表（2026年度～2030年度）

　2026年度～2030年度における投資的経費（一般会計、特別会計及び企業会計）の分野別の内訳を示します。

政　策　区　分 事業費

財　源　内　訳
構成比

国県支出金 市債

- 156 -



 
 
 
 
 

第４ 

総合計画と 

国の総合戦略との関係 
 

 

- 157 -



総合計画と国の総合戦略との関係

（１）国の総合戦略

我が国経済ではGDPの約半分を地方が占めるが、人口減少と人材流出で労働力不足が
深刻化し、消費縮小も進んでいる。また、産業構造や技術革新の遅れで生産性が低
く、構造転換と需要取り込みによる「稼げる地方」づくりが重要である。

地域の生活基盤(買物・医療・交通等)は互いに支え合っており、いずれかが欠ける
と人口流出を招く。老朽化したインフラは人口減少下で維持が難しく、将来も安心
して暮らすには生活機能の維持改善が不可欠である。

全国的な人口減少の中で東京圏への若者流入が続いており、国の持続的発展には過
度な集中の是正と地方の魅力向上が不可欠である。地方が若者や女性の自己実現の
場となるよう、魅力ある環境づくりが求められる。

　国は、人口減少対策と地方創生を一体的に推進するため、2014年に「まち・ひと・しごと創生
法」を制定し、同法に基づき2025年に「地方創生に関する総合戦略」を策定しました。また、地方
自治体に向けては、国の総合戦略を勘案し、地方版総合戦略を策定することを求めています。これ
を受け、静岡市では、国の総合戦略と整合を図り、５次総と地方版総合戦略（静岡市地方創生総合
戦略）を一つのものとして策定しました。

■基本的考え方

　我が国経済において、地方部のGDPが国の半分程度を占めており、地方部の経済成長が重要であ
る一方、地方では人口減少が急速に進み、消費減少による地域経済縮小が懸念されている。そのた
め「地域未来戦略」を推進し、地方の潜在力を活かして暮らしと安全を守り、地方の活力回復を目
指す。
　これまでの地方創生の取組に加え、「強い経済」を重視し、成長分野のクラスターや地域発クラ
スターを全国に形成して、地方から日本全体の成長を後押ししていく。

■総合戦略で定める政策目標の考え方

強い経済

■各政策目標で取り組むべき施策の考え方と５次総各分野との親和性

強い経済

Ⅰ地域資源(農林水産物・食品・伝統工芸品等)を活用し、輸出・海外展開や中小
　企業の事業展開等を促進し、収益力を高めることが重要。
Ⅱスタートアップ拠点づくり、GX産業立地の推進、本社機能の地方移転等によっ
　て、新たな地方産業を創出することが重要。
Ⅲインバウンド需要に伴う観光誘客と観光消費を拡大することが必要。
Ⅳ地域課題の解決や将来の地域を担う人材の確保に向け、リスキリング支援によ
　る人材育成及び高付加価値を創出するデジタル人材育成が必要。
↳５次総において親和性が高い分野
教育・人づくり、経済・産業、観光・スポーツ・文化、都市・社会基盤、環境・森
林

豊かな
生活環境

選ばれる
地方

豊かな
生活環境

Ⅰ日常の移動や買物への不便を避けるため、地域公共交通と買物環境を安定的に
　維持し、必要なインフラ管理を継続することが必要。
Ⅱ災害から地域を守るため、防災力を強化することが重要。
Ⅲ人口急減地域においても、子育て・医療・介護・福祉など多様なニーズに応え
　るサービス提供が重要。
↳５次総において親和性が高い分野
共生・福祉・健康、防災・消防・防犯、こども・子育て、都市・社会基盤、行政経
営

選ばれる
地方

Ⅰ多様性が尊重される社会の形成と、地域に愛着を持ち活躍する人材を育成する
　教育環境整備が必要
Ⅱ地方への移住の促進、関係人口の量的拡大及び質的向上に向けた取組の推進が
　必要。
↳５次総において親和性が高い分野
共生・福祉・健康、教育・人づくり、経済・産業、都市・社会基盤
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（２）国の総合戦略を踏まえた静岡市の主な施策体系

政策目標
取り組むべき
施策の考え方 ５次総における主な施策 KPI（成果指標）

静岡市経済をけん引する戦
略産業を重点的に振興しま
す

市民一人当たりの市内総所得
額
現状：565.8万円
2030年：686.5万円

若者に魅力ある仕事や働く
場を創出するため、デジタ
ル関連企業の誘致に取り組
みます

デジタル関連企業立地件数
現状：０件
2030年：20件（累計）

強い経済

Ⅰ．地域資
源を生かし
た産業力強
化

Ⅱ．成長分
野の集積と
企業立地に
よる産業基
盤高度化

地域特性を活かしたまちづ
くりにより新たな価値を創
出し、地域全体の活性化を
目指します

静岡市が活気があり、人を惹
きつける魅力があるまちだと
思う市民の割合
現状：38.8%
2030年：50.0%

企業の環境問題の解決に資
する新規事業の立上げ支援
や需要側と供給側の企業間
の橋渡しを通じて、グリー
ン産業分野への参入を促進
します

グリーン産業の社会実装に伴
うCO2削減量
現状：0.3万ｔ-CO2／年
2030年：10万ｔ-CO2／年

市内ホームゲーム観戦費用
現状：51.2億円
2030年：68.6億円

Ⅳ．地域を
担う人材の
育成

地域社会・経済を支える実
学を重視したリカレント教
育を提供します

学んだことを職業生活や地
域、社会での活動に活かして
いる市民の割合
現状：26.7%
2030年：35.0%

Ⅲ．観光誘
客と観光消
費の拡大

静岡市ならではの魅力を堪
能できる食や体験などを充
実させることで観光消費を
増加させます

一人あたりの観光消費額
現状：宿泊客24,146円、日帰
り客3,377円
2030年：宿泊客32,000円、日
帰り客7,200円

地域経済を活性化するた
め、スポーツ資源を有効活
用し、スポーツを成長産業
化します

　国の総合戦略で定める政策目標及び政策目標毎の取り組むべき施策の考え方を勘案し、静岡市が
５次総において取り組む主な施策とそのKPIを体系的に示します。
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政策目標
取り組むべき
施策の考え方 ５次総における主な施策 KPI（成果指標）

Ⅲ．暮らし
を支える基
礎的サービ
スの持続的
確保

健康リスクの早期発見・早
期介入により、からだとこ
ころの健康支援を充実させ
るとともに、市民主体の介
護予防に取り組む環境を整
備します

健康寿命
現状(2022調査):男性:73.37
歳、女性:75.84歳
2034:男性:74.42歳、女
性:76.68歳

豊かな生活
環境

生活道路網や環境衛生等の
身近な生活インフラの「き
め細やかな改善とサービス
水準」を維持します

市内交通事故の件数
現状：3,296件
2030年：2,917件

「職・住・福・商・学・遊
近接＋自然域共生主義」の
暮らし方を実現できる交通
システムを構築します

公共交通の利便性に不満を感
じない人の割合
現状：76.2%
2030年：89.0%

Ⅱ．災害に
強い地域づ
くりに向け
た防災力の
強化

被害の最小化と早期の復
旧・復興が可能となる社会
基盤を整備します

緊急輸送路上の橋梁の耐震化
率
現状：88.5%
2030年：94.6%

市民の声に寄り添い、静岡
市で子育てしたくなるよう
な充実した子育て環境を整
備します

「子育て支援や子育て環境の
総合的な満足度 」において、
「満足」「やや満足」と回答
した保護者の割合
現状：34.1%
2030年：51.5%

行政手続きのオンライン化
などを進めることで、市民
サービスを改革し、デジタ
ルの恩恵が実感できる市民
生活を提供します

オンラインにより受け付けた
行政手続きの件数の割合
現状：28.7%
2030年：98.0%

Ⅰ．地域公
共交通と買
物環境の安
定的維持

危機管理体制を強化し、災
害関連情報を適時適切に提
供します

災害情報が適時適切に届いて
いると思う市民の割合
現状：47%
2030年：98.6%
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政策目標
取り組むべき
施策の考え方 ５次総における主な施策 KPI（成果指標）

選ばれる地
方

Ⅰ．包摂性
の高い社会
と人材育成
基盤の構築

様々な国籍や文化を持つ市
民が地域において交流・協
働することで、誰もが安心
して暮らせる多文化共生を
進めます

「静岡市は暮らしにくい」
「少し暮らしにくい」と思う
外国人住民の割合
現状：5.1%
2030年：3.3%

移住やUターンを促進するた
め、静岡市に住みたくなる
ような情報発信や、移住希
望者の住宅の確保や不安の
解消といった、移住実現の
ための支援に取り組みます

静岡市の支援制度を利用して
移住した移住者数
現状：414人
2030年：1,000人

Ⅱ．地域へ
の人の流れ
の強化

地域経済を支える人材を確
保するため、企業の情報や
魅力の発信と、多様な人材
の就労ニーズに対応した働
きやすい環境整備を進めま
す

新卒採用計画を達成した市内
企業の割合
現状：28.3%
2030年：30.0%

こどもが主体となり、一人
ひとりに合った学習を進め
学びに向かえるような学習
環境を整えます

「これまでに受けた授業は、
自分にあった考え方、教材、
学習時間などになっていたと
思う」と答えたこどもの割合
現状：小学生 82.5％,中学生
78.3％
2030年：小学生 84.3％,中学
校 80.9％

- 161 -



 

- 162 -



 
 
 
 
 

【巻末資料】 

個別分野計画の策定状況 
 

 

- 163 -



個別分野計画策定状況一覧表
総合計画
（分野）

レベル 計画名 概要

1
①共生・福祉・
健康

構想
基本計画

市民活動促進基本計画
2023～2030

静岡市市民活動の促進に関する条例に基づき、市民活動の促進に関
する施策を総合的かつ計画的に実施するための取組に関する計画

2
①共生・福祉・
健康

構想
基本計画

男女共同参画行動計画
（DV防止基本計画、女性活躍推進計画）

2023～2030

全ての市民が性別に関わらず、平等に機会が与えられ、自分らしく
生きることができる社会の実現に向け、施策を総合的かつ計画的に
推進するための取組に関する計画

3
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

静岡市多文化共生推進計画
2023～2030

静岡市多文化共生のまち推進条例に基づき、総合的かつ計画的に実
施する多文化共生のまちの推進のための取組に関する計画

4
①共生・福祉・
健康

構想
基本計画

健康福祉基本計画
2023～2030

「すべての人が身近な地域で支え合いながら、ともに生きる」とい
う基本的な考え方のもとに、各個別計画に共通する基本的な理念や
目標を示した計画

5
①共生・福祉・
健康

基本計画

地域福祉基本計画
（地域福祉計画・地域福祉活動計画・

成年後見制度利用促進計画）
2023～2030

すべての人が家庭や地域の中で生涯を通じて生きがいをもち、安心
して健やかに自分らしい生活を送ることのできるまちを実現するた
めの取組に関する計画

6
①共生・福祉・
健康

実施計画
地域福祉計画前期実施計画

2023～2026

すべての人が家庭や地域の中で生涯を通じて生きがいをもち、安心
して健やかに自分らしい生活を送ることのできるまちを実現するた
めの取組に関する計画

7
①共生・福祉・
健康

実施計画 重層的支援体制整備事業実施計画
社会福祉法に基づき、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に
実施するため策定する計画

8
①共生・福祉・
健康

実施計画
再犯防止推進計画

2023～2028

再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民が犯
罪による被害を受けず安全で安心して暮らせる社会を実現するため
の取組に関する計画

9
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

健康爛漫計画(第３次)
2024～2035

健康増進法に基づき、「生涯を通じて、生きがいを持ち、健康な人
が満ちあふれるまち」を実現するための取組に関する計画

10
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

第４次食育推進計画
2024～2030

市民一人ひとりが食について考え、健やかな食生活を実践すること
で健康寿命を延伸し、豊かな人間性を育む食育を推進するための取
組に関する計画

11
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

歯と口腔の健康づくり推進計画
2021～2026

市民一人ひとりが生涯にわたって歯と口腔の健康を保つため、総合
的かつ計画的に取り組む歯科保健施策等に関する計画

12
①共生・福祉・
健康

実施計画
第３期保健事業実施計画(データヘルス計画)・

第４期特定健康診査等実施計画
2024～2029

国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、
保険者として被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化を図るた
めの取組に関する計画

13
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

がん対策推進計画
2021～2026

がん対策推進条例に基づき、がん対策の総合的かつ計画的な推進を
図るための基本理念、目標、施策体系、取組等を定めた計画

14
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

障がい者共生のまちづくり計画
2024～2030

障がいのある人のための施策の基本的な内容及びサービス量の見込
みと必要量を確保するための方策を定めた計画

15
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

高齢者保健福祉計画
2024～2026

老人福祉法に基づき、高齢者が生きがいを持ち、尊厳を保ちながら
自立した生活が送れる地域社会を創造するための取組に関する計画

16
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

介護保険事業計画
2024～2026

高齢者が生きがいを持ち尊厳を保ちながら自立した生活が送れる地
域社会を創造するための取組に関する計画

17
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

健康長寿・誰もが活躍のまちづくり計画
2023～2030

健康長寿・誰もが活躍のまちづくりのための基本目標、施策方針、
施策体系等を定めた計画（高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画
を包含）
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総合計画
（分野）

レベル 計画名 概要

18
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

食の安全・安心アクションプラン
2023～2026

「食の安全の確保」と「食の安心の提供」のための取組に関する計
画

19
①共生・福祉・
健康

基本計画
実施計画

自殺対策行動計画
2023～2026

自殺死亡率の減少を目指し、本市の状況に応じて取り組む総合的な
自殺対策に関する計画

20
①共生・福祉・
健康

構想
基本計画
実施計画

清水病院経営計画
2023～2026

総務省通知「公立病院経営強化ガイドライン」に基づく、持続可能
な経営を実現するとともに清水病院の果たすべき役割を遂行するた
めの経営計画

21
①共生・福祉・
健康

構想
基本計画

ユニバーサルデザイン基本計画
2008～

ユニバーサルデザインの理念にもとづくまちづくりをさらに推進す
るための考え方や取り組むべき施策の基本的な展開方向を示した計
画

22
②防災・消防・
防犯

基本計画
地域防災計画

2003～
災害対策基本法第42条の規定により、市民の生命、身体及び財産を
災害から保護するため、市域に係る防災対策を定めた計画

23
②防災・消防・
防犯

実施計画
地震津波対策

アクションプログラム
地震・津波対策を、計画的かつ効果的に推進し、「災害に強く、安
心・安全に暮らせるまち」を目指すための取組に関する計画

24
②防災・消防・
防犯

基本計画
業務継続計画

2016～

災害時に行政が優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特定
し、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあら
かじめ定めた計画

25
②防災・消防・
防犯

構想
基本計画
実施計画

国民保護計画
2006～

武力攻撃事態等において武力攻撃等から国民の生命、身体及び財産
を保護し、国民保護措置を迅速に実施する取組に関する計画

26
②防災・消防・
防犯

基本計画
実施計画

犯罪等に強いまちづくり基本計画
2023～2030

防犯及び犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するための取組に関する計画

27
②防災・消防・
防犯

基本計画
実施計画

消費生活基本計画
2023～2030

消費生活の安定及び向上に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るための取組に関する計画

28
②防災・消防・
防犯

基本計画
実施計画

公共建築物耐震対策推進計画
2004～2026

大規模地震災害に対し、市民の生命を守り防災機能を高め復旧を早
期に実現するため、公共建築物の耐震化を促進するための取組に関
する計画

29
②防災・消防・
防犯

構想
基本計画
実施計画

耐震改修促進計画
2026～2030

建築物等の耐震改修を中心とした事前対策を迅速に進めることによ
り、安全・安心に暮らせる市民生活の確保を図るための取組に関す
る計画

30
③こども・子育
て

基本計画
実施計画

静岡市子ども・子育て・若者プラン
2020～2026

市内のすべての子ども・若者とその家族、地域・市民、事業主など
を対象とした本市の子ども・子育て・若者支援に関する計画

31
③こども・子育
て

基本計画 静岡市立こども園の配置適正化方針
市立こども園の適正配置に向けた統廃合や民営化の基本的な考え方
等を定めた方針

32
③こども・子育
て

基本計画
実施計画

静岡県社会的養育推進計画
（旧：家庭的養護の推進に向けた

静岡県推進計画）
2020～2029

社会的養護における課題を改善し、子どもの最善の利益のために社
会全体で子どもを育むための取組に関する計画

33
④教育・人づく
り

構想
静岡市教育大綱

2024～2028
全世代・全市民を対象とした本市の教育、学術及び文化の振興に関
する総合的な施策の大綱

34
④教育・人づく
り

構想
基本計画

生涯学習推進大綱
2023～2030

だれもが、いつでも、どこでも学び、学んだ成果を活かすことので
きる生涯学習社会の実現に向けた本市の方向性を示した大綱

35
④教育・人づく
り

構想
基本計画
実施計画

第３期静岡市教育振興基本計画
2023～2030

本市教育のビジョンを示すとともに、教育振興のための具体的な施
策を総合的かつ体系的に示した計画
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36
④教育・人づく
り

基本計画
静岡市立小・中学校の

適正規模・適正配置方針
2016～2043【R5.3改定】

市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組を加速するための基本
的な考え方や取り組む対象となる学校の優先度、進め方等に関する
方針

37
④教育・人づく
り

実施計画
学校における働き方改革プラン

2022～2026
学校における働き方改革に向けた取組に関する計画

38
④教育・人づく
り

実施計画
静岡市立学校教育職員の

勤務時間の上限に関する方針
2021～

各校の実施状況を踏まえて取り組む業務の役割分担の見直しや適性
化、必要な環境整備等を定めた方針

39
④教育・人づく
り

基本計画
静岡市いじめ防止等のための

基本方針
2014～

いじめ防止対策推進法に基づき、本市の実情に応じたいじめの防止
や対処等の対策を効果的に推進するための方針

40
④教育・人づく
り

実施計画
静岡市小中学校における
食育推進ガイドライン

2024～2030

静岡市食育推進計画に則った小中学校における食育を推進し、子ど
もたちが望ましい食習慣や食を選択する力を身につけるための取組
に関するガイドライン

41
④教育・人づく
り

実施計画
静岡市英語教育推進指針

2018～

異なる文化の人々と自信をもってコミュニケーションをとることが
でき、地元への愛情を持ちながら国際的に活躍できる子どもを育て
る取組に関する指針

42
④教育・人づく
り

実施計画
第４次静岡市子ども読書活動推進計画

2023～2030
子どもが自然に読書に親しむことができる環境を整備するための取
組に関する計画

43 ⑤経済・産業 基本計画
第２期地域基本計画

2024～2028

地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を活かし、付加価値の高
い地域経済牽引事業に取り組む市内企業を支援するための取組に関
する計画

44 ⑤経済・産業
構想

基本計画
第３次産業振興プラン

2023～2030
本市の目指すべき産業・経済の将来像とともに、それらの実現に向
けた基本方針等を定めた計画

45 ⑤経済・産業
基本計画
実施計画

第４次ものづくり産業振興基本計画
2023～2030

市のものづくり産業の振興を総合的かつ計画的に推進するための、
ものづくり産業の振興に関する施策に関する基本的な計画

46 ⑤経済・産業
基本計画
実施計画

中心市街地活性化基本計画
2022～2026

多くの人が暮らしやすいコンパクトで賑わいあふれるまちづくりを
目指し、ハード・ソフト両面の事業を総合的かつ集中的に実施する
取組に関する計画

47 ⑤経済・産業 基本計画
第2次商業振興基本計画

2023～2030
本市の商業の目指すべき都市像や、取組の方向性を示した計画

48 ⑤経済・産業
構想

基本計画
実施計画

第２次農業振興計画
2023～2030

本市農業の振興を総合的かつ計画的に推進するための、農業振興に
関する施策に関する基本的な計画

49 ⑤経済・産業
構想

基本計画
第２次都市農業振興基本計画

2023～2030
市街化区域の農地を保全し、営農活動の支援、住民との共存による
多様な機能の発揮と市民生活の向上を図るための取組に関する計画

50 ⑤経済・産業
構想

基本計画
実施計画

第２次茶どころ日本一計画
2020～2030

「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」に基づき、本市のお茶に関す
る伝統、文化、産業を守り、日本一の茶どころとして育て、次代に
継承するための施策を定めた計画

51 ⑤経済・産業 実施計画
有機農業実施計画

2025～2029
有機農業の推進に関する取組を定めた計画

52 ⑤経済・産業 基本計画 農業振興地域整備計画
農業振興地域内において、概ね10年先を見据えて、計画的に農業振
興を図るための計画

53 ⑤経済・産業
基本計画
実施計画

第２次しずまえ振興計画
2023～2030

本市の水産業を将来にわたり持続可能なものとして維持していくた
め、官民で実施している水産業関連施策を定めた計画
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54
⑥観光・スポー
ツ・文化

基本計画
静岡市観光基本計画

2024～2030

静岡市の観光振興の考え方や方策について、市民や関係団体等の共
感を得ながら、地域社会全体が一体となり共創によって取り組む基
本計画

55
⑥観光・スポー
ツ・文化

基本計画
静岡市地域外交基本方針

2023～2030
地域外交を通じた「世界に輝く静岡」の実現に向け2030年までに本
市が目指す都市像として掲げる基本的な方針

56
⑥観光・スポー
ツ・文化

基本計画
実施計画

文化振興計画
2023～2030

総合的かつ持続的な文化の振興を図り魅力あるまちづくりに活かす
ための取組に関する計画

57
⑥観光・スポー
ツ・文化

基本計画
文化財保存活用地域計画

2025～2030

市内に分布する多様な文化財の調査、指定、保存、活用等の方針を
定めるとともに、地域総がかりで確実な文化財の継承に繋げるため
の取組に関する計画

58
⑥観光・スポー
ツ・文化

構想
基本計画

スポーツ推進計画
2023～2030

本市のスポーツ振興の方向性を示し、スポーツが持つ力で、誰もが
健康で豊かな生活の実現を目指すための取組に関する計画

59
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画
実施計画

清水みなとまちづくりグランドデザイン
2019～

県市民間事業者等により、清水港及び周辺の概ね20年内のあるべき
姿（将来像）となすべき取組に関する計画

60
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画

都市計画マスタープラン
2016～2035

都市の将来像や土地利用の方向性、都市施設の配置方針等を明らか
にした、都市計画の基本的な方針を定めた計画

61
⑦都市・社会基
盤

基本計画
実施計画

立地適正化計画
2016～2035

都市計画マスタープランに示す「集約連携型都市構造」の実現に向
け、都市機能や居住の適正な誘導を図るための取組に関する計画

62
⑦都市・社会基
盤

構想
静岡都心まちなか再生指針

2026～
静岡都心における、目指すべきまちなかの将来像を示し、公民共創
で、まちなかの再生を進めるためのまちづくりの指針

63
⑦都市・社会基
盤

構想
東静岡地区まちづくり基本構想

2025～

市民、民間事業者、行政が共に東静岡地区の将来像を描き、共有
し、共創のまちづくりにつなげることを目的として、めざす将来像
やまちづくりの５つの方針、まちづくりの主要プロジェクトを示す
計画。

64
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画
実施計画

景観計画
2008～

良好な景観をつくり、守り、育てるため、都市景観の形成を総合的
に推進するための取組に関する計画

65
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画

総合交通計画
2016～2035

交通政策基本法及び都市・地域総合交通戦略要綱に基づき、集約連
携型都市構造をささえる総合的な交通体系を構築するための取組に
関する計画

66
⑦都市・社会基
盤

基本計画
実施計画

地域公共交通計画
2025～2030

地域交通法に掲げる「輸送資源の総動員」や「地域公共交通再構築
（リ・デザイン）」の考え方を取り入れ、運転士不足や人口減少に
伴う移動需要の変化に対応する担い手確保や今後の交通体系構築の
ための短期実施計画

67
⑦都市・社会基
盤

基本計画
実施計画

自転車活用推進計画
2015～2034

市民が積極的に自転車を選択し、誰もが安全で快適に自転車を利用
できるまちづくりを目指すための取組に関する計画

68
⑦都市・社会基
盤

構想
大谷・小鹿地区まちづくり

グランドデザイン
2013～

大谷小鹿地区（125ha）の土地利用の基本方針や目指すべき導入機能
などを示した、まちづくりの基本となる構想

69
⑦都市・社会基
盤

基本計画
実施計画

みどりの基本計画
2024～2033

みどり豊かで快適な静岡市の形成を目指し、生活環境の向上に資す
るみどりの保全上及び緑化の推進するための施策や取組に関する計
画

70
⑦都市・社会基
盤

実施計画
公園施設長寿命化計画

2014～2033

公園施設の更新計画を定めることで、公園施設の安全性確保と機能
保全を図りつつ、維持管理予算の縮減や平準化を図るための取組に
関する計画

71
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画
実施計画

住生活基本計画
2023～2032

市民の住生活の安定の確保及び向上の促進に向けた住宅政策の理念
と目標を定め、住宅施策の基本的な方向性を定めた計画
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72
⑦都市・社会基
盤

基本計画
実施計画

公営住宅等長寿命化計画
2024～2033

老朽化した市営住宅の円滑な更新を行うため、市営住宅の長寿命化
を図り、ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの縮減につなげ、市営住宅の需要に的確に対応
するための取組に関する計画

73
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画

市営住宅の配置適正化方針
2016～2043

市営住宅の規模・配置の適正化に向けた、基本的な考え方や取組の
進め方、スケジュール等に関する方針

74
⑦都市・社会基
盤

基本計画
実施計画

空家等対策計画
2023～2032

空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施するために策定した
計画

75
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画
実施計画

第２期静岡市地籍調査基本計画
2020～2029

大規模災害時の迅速な復旧・復興に資する地籍調査の実施につい
て、合理的かつ効率的に推進するため、その優先順位や調査手法等
を定めた計画

76
⑦都市・社会基
盤

実施計画
浸水対策推進プラン

2005～2030
H15・16年に発生した浸水被害を受け、河川や下水道などのハード対
策と、自助の促進を図るソフト対策を取りまとめた計画である。

77
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画
実施計画

巴川流域水害対策計画
2009～2029

（静岡県・静岡市の共同計画）

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川管理者・下水道管理者
が共同で（二）巴川の浸水被害防止を図るための取組に関する計画

78
⑦都市・社会基
盤

基本計画 静岡市雨水総合排水計画
浸水対策事業について、実施区域、目標とする整備水準、段階的な
施設整備の方針など、基本的事項を定めた計画である。

79
⑦都市・社会基
盤

構想
基本計画
実施計画

第３次静岡市のみちづくり
2023～2030

総合計画に貢献する「道路が創る未来」の具体イメージ及びこれを
実現するための体制を定めた計画

80
⑦都市・社会基
盤

実施計画 静岡市無電柱化推進計画
「無電柱化の推進に関する法律」、国の「無電柱化推進計画」に基
づき、「防災、安全・安心、景観」の観点から今後の無電柱化の基
本的な方針、施策等を定めた計画

81
⑦都市・社会基
盤

実施計画 静岡市歩行空間整備計画
小学校の通学路における歩行空間整備の方向性を、交通安全上の観
点から定め、効率的かつ効果的に整備を推進するための取組に関す
る計画

82
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市自転車走行空間ネットワーク

整備計画

日常生活における交通手段やサイクリングを楽しむ方が安全で快適
に走行できることを目的に、自転車走行空間のあり方および整備方
針等を定めた計画

83
⑦都市・社会基
盤

基本計画 道路橋長寿命化計画
ライフサイクルコスト低減や予算平準化を目指し、道路橋の点検・
補修・補強や架け替え事業を効率的に実施するための方針等を定め
た計画

84
⑦都市・社会基
盤

実施計画 静岡市道路橋耐震化計画
将来発生する地震に対し、落橋に対する安全性や橋としての機能を
速やかに回復できる耐震性能を確保することを目的とした耐震化対
策に関する計画

85
⑦都市・社会基
盤

基本計画 静岡市道路構造物維持管理基本方針
道路インフラの維持管理計画や長寿命化計画等の上位方針として、
維持管理の全体目標や取組方針など、基本的な考え方を定めた計画

86
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市道路構造物維持管理計画

（舗装編）

本市が管理する道路舗装の最適な維持管理を実施することを目的
に、効率的な舗装の維持管理方法を取りまとめた老朽化対策及び長
寿命化対策に関する計画

87
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市道路構造物維持管理計画

（道路土工構造物編）
道路土工構造物の維持管理を行っていく上での基本的な考え方や、
施設の特性に合わせた最適な対策を実施していくための計画

88
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市道路構造物維持管理計画

（トンネル編）

活発な経済活動や快適な市民生活を支える強靭な社会基盤を有する
まちづくりの実現を目指して計画的に取り組む、老朽化対策及び長
寿命化対策に関する計画

89
⑦都市・社会基
盤

実施計画 静岡市道路附属施設維持管理計画
道路附属施設の落下等による利用者及び第三者被害事故を再発しな
いようにする安全性確保の取り組みや、維持管理の効率化を図る計
画
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総合計画
（分野）

レベル 計画名 概要

90
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市道路附属施設維持管理計画

（街路樹編）

街路樹の倒木や落枝等による道路利用者への被害を未然に防止し、
街路樹の適正な管理による安全性確保の取り組みや、維持管理の効
率化を図り、更新による方針を定める計画

91
⑦都市・社会基
盤

構想
しずおか水ビジョン基本構想

2015～
社会的背景や市民ニーズなどを参考に上下水道事業の長期的に目指
す姿を示した基本構想

92
⑦都市・社会基
盤

基本計画
静岡市上下水道事業経営戦略

2023～2034
上下水道事業の中期的な基本計画であり、今後12年間の進むべき方
向性を示した計画

93
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市上下水道事業中期経営計画

2023～2026
今後４年間の短期的かつ具体的な事務事業を示した計画

94
⑦都市・社会基
盤

実施計画 静岡市水道施設中長期更新計画
水道施設について、現況把握とその評価、中長期的な視点での更新
等の検討、優先順位の設定などにより更新優先順を決定するための
方針を定めた計画

95
⑦都市・社会基
盤

基本計画 静岡市水運用計画
常時及び災害時などの非常時を考慮した効率的な水運用を行うため
の取組に関する計画

96
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市　上下水道耐震化計画（上下水道）

2025～2029
2025年度から2029年度の5年間で、災害拠点病院等（21施設）に接続
する上下水道管路等の耐震化を実施することを目標にした計画

97
⑦都市・社会基
盤

基本計画
静岡市公共下水道全体計画（汚水）

～2030

公共下水道が最適な汚水処理となる区域を定め、人口や汚水の量な
どの見込みに応じて実施する管路や処理場など必要な施設の適正配
置に関する計画

98
⑦都市・社会基
盤

基本計画
静岡市汚水処理計画（長期計画）

2017～2046

汚水処理施設（公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽）の 早
 期普及を目指し、生活環境の改善・公共用水域の水質保全を図るた
めの取組に関する計画

99
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市汚水処理計画（中期計画）

2017～2026

汚水処理施設（公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽）の早
期概成を目指し、生活環境の改善・公共用水域の水質保全を図るた
めの取組に関する計画

100
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市公共下水道事業計画

～2028
全体計画で定めた区域のうち、概ね5～7年の間に財政状況などを考
慮して整備可能な区域を定めた計画

101
⑦都市・社会基
盤

基本計画
静岡市公共下水道再構築基本計画

2014～
下水道ストックの老朽化が進行する中で、投資の平準化やサービス
水準を確保するための管・施設の改築計画。

102
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市下水道

ストックマネジメント計画
2023～2026

下水道ストックの老朽化が進行する中で、投資の平準化やサービス
水準を確保するための管・施設の改築計画。

103
⑦都市・社会基
盤

基本計画
静岡市下水道

総合地震対策計画（長期計画）
2013～

大規模な地震時においても下水道の基本的な機能を十分に発揮でき
るように施設の耐震化対策を推進するための取組に関する計画

104
⑦都市・社会基
盤

実施計画
静岡市下水道

総合地震対策計画（中期計画）
2022～2031

大規模な地震時においても下水道の基本的な機能を十分に発揮でき
るように施設の耐震化対策を推進するための取組に関する計画

105
⑦都市・社会基
盤

基本計画
静岡市下水道施設津波対策計画

2014～

大規模な地震による津波発生時においても下水道の基本的な機能を
十分に発揮できるように、下水道管の逆流防止対策や処理場・ポン
プ場の津波荷重を考慮した構造設計や耐水化・防水化を推進するた
めの取組に関する計画

106 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

環境基本計画
2023～2030

本市の環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るための取組に関する計画

107 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

地球温暖化対策実行計画
2023～2030

市域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出抑制等を推進
するための取組に関する計画
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総合計画
（分野）

レベル 計画名 概要

108 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

第２次生物多様性地域戦略
2021～2030

生きものとの共生による、健康で豊かな暮らしを次世代に受け継い
でいく社会の実現を目指し、生物多様性の保全・再生を推進するた
めの取組に関する計画

109 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

環境教育行動計画
2021～2030

環境教育の推進を目的とした、各主体の役割と方向性を整理し、環
境教育の実践と協働を促すための取組に関する計画

110 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

第２次南アルプスユネスコエコパーク
管理運営計画（静岡市域版）

2025～2034

ユネスコエコパークに登録された南アルプス地域において自然環境
の保全、調査・教育、地域の活性化を推進するための取組に関する
計画

111 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

森林整備計画
2020～2030

森林関連施策の方向性や、伐採や造林等の森林施業に関する指針等
を定めた計画

112 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

静岡市森林づくり基本計画
市内全域の森林全体を対象とし、森林の保全と資源の持続的活用を
両立する指針を定めた計画

113 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

第３次オクシズ地域おこし計画
2023～2030

オクシズの振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、
オクシズの振興に関する方針を定めた計画

114 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

一般廃棄物処理基本計画
2023～2030

循環型社会形成の推進を目的とし、長期的視点に立った本市の一般
廃棄物処理の基本方針を定めた計画

115 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

産業廃棄物処理対策推進方針
循環型社会の実現を基本理念として、産業廃棄物行政推進のための
基本的な事項を定めた方針

116 ⑨行政経営 実施計画
第３次静岡市職員適正配置計画

2023～2026
貴重な経営資源である職員を最大限有効に活用し、適正配置を行う
取組を定めた計画

117 ⑨行政経営 実施計画
静岡市行財政改革推進プラン

2026～2030
本市行財政改革の推進に向けた基本方針及び具体的な取組を定めた
計画

118 ⑨行政経営 基本計画
人材育成ビジョン

2023～2026
本市職員が目指すべき姿「使命感と熱意を持ち自ら考え行動できる
職員」を育成するための人材育成の基本方針

119 ⑨行政経営 構想
静岡市社会共有資産利活用基本方針

2024～2033

健全で持続可能な都市経営を実現するために、市有資産、民間資産
ともに「貴重な社会共有資産」と捉え、効果的かつ効率的に活用し
ていくための基本方針

120 ⑨行政経営 基本計画
公共建築物施設群別マネジメント方針

2016～

保有する公共建築物を提供するサービスごとに区分し、各施設の設
置目的、施設配置やマーケット状況を整理し、今後のマネジメント
の方向性を示す方針

121 ⑨行政経営 実施計画
静岡市アセットマネジメント
アクションプラン（第２次）

2023～2030

アセットマネジメントの取り組みを着実に実行していくための個別
施設毎の実施計画

122 ⑨行政経営
基本計画
実施計画

静岡市デジタル化推進プラン
2021～2030

デジタル技術の急速な進展と普及による大規模な社会変革に対応す
るため、本市のデジタル施策の方針や方向性を定めたプラン
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